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はじめに

わが国の中小企業は厚みをもった安定した経済構造を担う基盤としての役割を長年果たしてきた。
その貴重な中小企業だが、近年はグローバル化の進展、少子高齢化・人口減少といった外部環境変化

のなかで、後継者難、人材不足、人手不足等の課題の深刻化によって次第に弱体化しつつある。
こうした「人」問題の根底には、労働市場における中小企業の評価の低さがある。この低評価の要因

の一つが大企業、中堅企業と比較した処遇面での格差である。すなわち、賃金、退職金、福利厚生等の
多くの面での劣位な状態が企業としての魅力、働く場としての魅力を減じているのである。

本調査研究では、こうした中小企業の置かれた厳しい環境下にあっても、労働者にとって魅力ある企業、
魅力ある職場となるために、福利厚生を有効に活用することで大いに貢献できる可能性があることを検
証する。外部労働市場での評価を高めることで採用力の改善を図ると同時に、社内、すなわち内部労働
市場おける評価の改善によって、定着性、モチベーション等の向上につなげる福利厚生の在り方とは何
かを幅広く検討する。

まず第一章では、中小企業の経営課題を再確認する。多くの中小企業にとって成長制約となっている
課題を経営者調査から確認すると同時に、その背景にある「格差」に着目する。

第二章では、福利厚生の本質について改めて考察を行いたい。どのような特性をもち、どのような機
能の発揮が期待できるものか。そしてそれらの機能が中小企業にどのような経営的効果を提供できるの
かを検討する。

そして第三章では、中小企業にとってのこれから福利厚生の展開のあり方を提案する。限られた経営
資源のなかで、どのように福利厚生の経営的効果を極大化させ、経営課題の解決につなげるのか。外部
資源の活用と「選択と集中」による個性化、特長化による戦略的な福利厚生の展開のあり方に関して二
つの戦略モデルを提示したい。

これらの調査研究の成果が多く中小企業の経営課題の解決に寄与するものとなれば幸いである。

山梨大学
西久保浩二
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１．中小企業の経営課題

１−１．最大の経営課題としての人材難

１−１−１．経営課題としての人材難の実態
中小企業の福利厚生のあり方を考える上で、最も重要な観点は「問題解決」であり、「経営的効果」で

ある。つまり、限られた経営資源のなかで、福利厚生においてはコストパフォーマンス（費用対効果）か
らの評価に基づいた展開が不可欠なのである。

では、この解決すべき問題とは何か。求めるべき効果と何かをまず考えてみたい。
図１－１は、東京商工会議所が平成26年に行った「中小企業の経営課題に関するアンケート調査」の

中で、「売上拡大に取組む上での課題が何か」について尋ねた結果である。この調査結果をみると64.5％
と最も多数の中小企業が課題として「人材の不足」をあげている。

図表１－１　売上拡大に取組む上での課題

翌年の平成27年にとも同様の調査と質問を行ったがその結果は、さらに「人材の不足」が拡がりを見せ
ていることがわかる。69.9％と実に７割近い回答企業が課題として位置づけた。他の課題、「製品・サービ
ス技術の不足」や「資金の不足」大きく上回る突出した回答率となっていることに驚かされる。

図表１－２　売上拡大に取組む上での課題
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・企業規模別の離職率の推移
図表１－３は常用労働者の離職率を見たものであるが、長期的な変化としては大企業・中小企業ともに

離職率はわずかに減少傾向にあるものの、やはり恒常的に中小企業の離職率は大企業と比べて高く、中小
企業層の2012年の一年間の離職率は12.3％となっている。

図表１－３　離職率の推移（企業規模別）

図表１－４はアンケート調査結果により、さらに詳しく中小企業・小規模事業者の離職率を見たもので
あるが、採用後３年間の離職率は中途採用では約３割であるが、新卒採用の入社後３年間の離職率では４
割を超えており、実に半数近くが３年間で離職している実態が示されている。企業規模別に見ると、中途
採用の離職率は規模別の違いは僅かであるが、新卒においては、中小企業層のなかで最小規模の小規模事
業者が中規模企業を大きく上回り、実に新卒者の５割超が３年以内に離職している。このような状況に鑑
みれば、中小企業・小規模事業者が限られた経営資源を費やして確保した将来を担う人材を、職場に安定
的に定着させることは喫緊の課題である。

図表１－４　中小企業層での離職率
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次に、図表１－５は野村総研が2014年に行った調査において中小企業において人材の定着のために行わ
れている取組の有効性を示したものである。主な対応として「賃金の向上」（63.8％）や「興味にあった仕
事・責任のある仕事の割当」（63.5％）、「休暇制度の徹底」（63.1％）を「有効」と回答する企業の割合が
高い一方で、「在宅勤務・テレワークの導入」（28.4％）や「介護休暇」（31.3％）、「社外セミナー」（38.7％）
は「有効」と回答した企業の割合が低いことが分かった。

特に、在宅勤務・テレワークに関しては、人材定着という観点からは「有効でない」と回答する割合が
３割となっており、在宅勤務・テレワークは、育児をしながら就労する場合や、長時間の通勤時間を短縮
することによるライフワークバランスを実現する場合等において有効であるが、人材の定着という面から
は、むしろ、会社との関係性が希薄になるという問題点もあると中小企業が考えていることが推測される。

図表１－５　人材の定着のために行われている取組

資料：中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査」（2014年12月、（株）野村総合研究所）

こうした中小企業・小規模事業者による人材定着に関する取組を、就業者の側から見たものが図表１－
６である。彼らが有効な取組としてはあげたものとして、「興味にあった仕事・責任のある仕事の割当」

（68.8％）、「休暇制度の徹底」（67.1％）や「資格取得支援」（66.7％）等が高い割合を占めている。
また、「子育て支援」（60.7％）についても有効性は高い。企業側の回答と比較した場合、「社外との人

材交流」の有効性が就労者側において高い傾向がある。特に、若い就業者にとっては、同世代の人間が社
内に少ないことが心理的な負担になることが多く、比較的近いエリアでの他社の同世代との交流の場を設
けることが有効と考えられる。また、「賃金の向上」や「職場環境の美化・安全性の確保」の有効性は企
業側において高い。

このようにみると企業側と就業者側の評価に一定の乖離があることがわかる。
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図表１－６　就業者からみた有効な対策

資料：中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査」（2014年12月、（株）野村総合研究所）

１−１−２．成長制約としての人手不足の意味
「人材不足」「人材難」が、なぜ中小企業にとって最も共有される成長制約となってしまっているのか。
中小企業の成長課題としては「人材難」と並んで「資金難」がしばし指摘されてきたが、この二つの課

題は特性が異なる。後者は、経営拡大のための事業資金をいかに、効率的に、タイミングよく調達するか、
という課題である。必ずしも大企業層ほどの信用力、市場評価を得ていない中小企業では、事業拡大にあ
わせた機動的な資金調達が容易ではないことは事実である。しかし、この課題は小規模であっても事業が
拡大し、安定化すれば地方金融機関を中心とした間接金融や政策的支援（信用供与等）によって、ある程度、
解決の目処が立つことが少なくない。つまり、規模的成長や経営安定化に合わせて､ 確実に難易度が低下
する傾向をもつ課題といってよい。

一方、「人材難」については、そうはいかない。労働市場がオープンな市場取引であること、そして、そ
こでは「情報の非対称性」が大きいことが、中小企業の採用力の前に大きな壁となって立ちはだかっている。

情報の非対称性（asymmetric.information）とは、各取引主体が保有する情報に差がある不均等な情報
構造にあることを意味する概念である。つまり、ヒト（労働者）や組織（企業）が保有する情報の分布に
偏りがあり，そのことが経済主体間における効率的な取引の形成を阻害する現象をしばしたらすのである。

中小企業の人材難の問題をこの概念を利用して解説すると、現状問題の性格をよく説明できる。
将来、企業を担う中核人材を得るための新卒市場での取引を前提に考えると、採用活動では、応募する

学生達（求職側）にとっても、採用する側の企業（求人側）にとっても、情報の非対称性が強く表れる。
つまり、互いが相手の情報を完全に得ることが不可能に近い。それは採用候補者、企業ともに情報的に高
い多様性や曖昧性を有しているからである。例えば、どの学生がわが社にとって有能な人材となる潜在力
を有しているか、個々の学生の職業人としての能力を事前に正確に測定することは難しい。一方、学生にとっ
てもどの企業が自分の生涯職業生活にとって本当に価値ある会社なのか。賃金や福利厚生の生涯報酬がど
の程度か。スキルや人脈などの職業人としての成長、キャリアの発展に不可欠なベネフィットがどの程度、
提供されるのか。ましてや、その企業が倒産やリストラのような経営危機に陥る危険性などまで事前に測
定することは不可能である。ともかく、現在の労働市場における採用活動は、求職側、求人側の双方にお
いて、互いに情報面で不完全な状態で、常に取引を行わなくてはならず、「情報の非対称性」が強く表れ
る取引形態となる。
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このため、特に新卒市場などでは、企業は出身大学や過去の採用実績などの基準情報によって初期的な
スクリーニング（ふるいわけ）を行い、学生側も、自分が既に知っている企業、使ったことのある商品を扱っ
ている企業、ＴＶでＣＭをやっている企業、といった安易な企業の知名度や、従業員規模、売上規模など
の情報によって候補企業を選定する。この出身大学や企業の知名度などの情報は「シグナル情報」と呼ばれ、
完全な情報を得るためのコストがあまりに大きいために利用される代替情報となる。このシグナル情報に
頼ることで求人や求職にかかる取引コストを大きく引き下げることができる。

このような状態の労働市場において何が起こるかというと、求職側の学生は、企業の知名度や規模など
をシグナル情報とし、個々の企業を丹念に調べようとしない。いかに、経営状態が良好で、将来性に優れ
た中小企業であっても、知名度がなく、小規模でというだけで、最初の候補企業リストから除外される可
能性が高い。この状態が、零細企業だけではなく、中小企業、中堅企業といわれるほどに成長しても、な
かなか逃れられない課題として付きまとうことになるから厄介である。

図表１－７　二つの経営課題

残念ながら、現時点では学生が「シグナル情報」として福利厚生の充実度を直接的に使うことは、多く
なく、むしろ企業規模や知名度が福利厚生や賃金の代理指標となってしまっている。つまり「（全ての）中
小企業では賃金も福利厚生も劣っている」という前提で、就職活動が行われている可能性が高い。こうな
ると、いくら福利厚生に投資をして、充実させても中小企業であるというシグナル情報だけで、高い潜在
能力をもった学生を採用できるチャンスを当初から失ってしまう。

中小企業における中核人材の調達は初期時点では、家族や起業時の出資仲間などがいるため、一定の事
業規模までは、能力や問題意識､専門性を有する人材、つまり経営資源として有効な人材を確保できている。
問題は、その後に本格的な成長段階に入った時点で、「右腕人材」などと呼ばれる中核的な人材を、労働
市場から円滑に調達し続けることが非常に困難になり、成長の足を引っ張ることになってしまう。そして、

「人材難」は、やがて後継者不足問題となって、最終的には廃業企業となってしまう危険性も孕んでいる
のである。

こうした、人材調達の問題だけではなく、採用数が少なかったり、不安定であったりするため育成のた
めの教育訓練制度、そして自己啓発支援などの面でも、十分な規模の経済性が得られないため大企業のよ
うな計画的、そして従業員間での競争意識などの醸成も期待できず、非効率なものとなりやすい。ＯＪＴ
だけに依存してしまいがちであり、自己啓発によって公的資格などを取得することによる転職能力の向上
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を危惧するために思い切った補助や報奨金施策を展開することを躊躇することも少なくない。つまり、人
材として育成するという点でも、どうしても大企業と比較すると劣ってしまうのである。

このような労働市場における中小企業の採用力、その後の育成力などの構造的な脆弱さをどのように克
服すべきか。そして福利厚生がこの問題解決にどのような貢献が可能なのかを考える必要がある。

１−２．格差の実態とその要因─福利厚生における二つの格差

大学では四年生の就職活動が一段落した後の時期に、複数の内定を得た彼らの最大の関心事は、内定を
いただいた企業の中から、最終的にどの企業に決めるか、という問題である。やや贅沢な悩みではあるの
だが、彼らにとっては辛かった就職をクリアした後の次なる、“就社”という人生を左右する大問題なので
ある。

この大事な決断のための判断材料となってくる情報は数多い。やり甲斐、仕事の内容、立地そして賃金、
懇親会などで得られた会社の雰囲気、職場の実態、有休の取りやすさ等々である。しかし、長年、この時
期の彼らの会話に耳を欹てていると、これらの情報、つまり労働上の諸条件は比較的曖昧で、不確実性が
高いからであろうか、これらだけでは、なかなか結論まで辿り着けない様子である。

そこで、しばし登場する、かなり決定的な情報が、福利厚生制度に関する情報となる。
筆者の大学所在地は、都心から離れた地方であるためか、最も関心が高い福利厚生制度は、やはり「住

宅関連制度」となる。つまり、都心に出てすぐに入居できる独身寮があるか。また、その費用は？、間取
りは？、立地は？、という様々な条件がワイワイ、ガヤガヤと賑やかに検討されるのが、私の研究室（ゼ
ミ演習室）での初春の頃の恒例行事となっている。

独身寮のない企業では、住宅手当はどのくらいかに関心が広がる。そして都心の賃貸住宅の情報なども
ネットで調べ始めて、その高額な金額に驚くことになる。所在地（山梨）の二倍以上の平均額だからである。
そして、「住宅」という福利厚生が自分の新生社会人としての新たな生活の余裕度を左右する重要な条件
であることにようやく気づくのである。本当は、賃金、特に生涯賃金が最も重要な条件となるのだろうが、
若い学生達にとっては初任給から若い時期での賃金水準には、格差があるようには感じておらず、あまり
気にならない様子である。確かに、初任給から数年での産業間、企業規模間での賃金格差は小さいもので
ある。

そのあたりまで学生たちの議論が煮詰まる段階で、やっと筆者がこの分野の研究者であることを思い出
してくれるのであろう。やはり恒例の質問が、何度も複数の学生から投げかけられる。すなわち「先生、
この企業の福利厚生は充実していますか？」という、ごく単純な、そして真剣な質問である。

さすがに、筆者も学生の内定先企業のすべての福利厚生制度を熟知しているわけではないので、答えに
は窮するのだが、有難いことに二つの、かなり決定的な参考情報があるので、それを使って、なんとか納
得してもらうことにしている。

すなわち、福利厚生に顕著に見られる企業規模間、そして産業間での「格差」に関する情報である。

１－２−１．労働費用内での格差
まず、これまでも長く指摘され、社会的、政策的な課題とも位置づけられた企業規模間での格差を再確

認してみたい。「就労条件総合調査（厚生労働省）」の平成23年時点での実態では、労働費用が詳しく調査
されているが、福利厚生に対する企業支出である「法定外福利費」について常用労働者１人当たりの月額
平均として算出されている。本調査は、全国の常用労働者が30人以上の民営企業から、産業、企業規模別
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に一定の方法により抽出した企業が対象となっており、ここでの調査では、調査対象数6,145社で、有効回
答数4,296社で有効回答率69.9％となっている。この回収標本について、企業規模四区分でのクロス分析が
示されている。最大規模層は「1000人以上」で、最小規模が「30-99人」である。

まず、法定外福利費だが調査全体での平均値は、8,316円となっているが、「1000人以上」は、13,042円で、
「30-99人」が4,587円となる。格差を倍率でみると、2.84倍である。現金給与と比較してみると、同様の比
較での倍率は、1,14倍でしかない。労働費用全体でも1.36倍である。「1000人以上」を100とした指標値を
算出してみると、「30-99人」は、35.2となる。相対的にみても、大きな格差はいえるだろう。現金給与では、
77.9である。

一方、労働費用全体での法定外福利費の構成比での格差についてもみているが、「1000人以上」では、2.7％
であり、「30-99人」では1.3％となる。配分行動としては実額ほどの格差ではなくなっているが、やはり倍
以上の顕著な差はある（図表１－８）。

加えて、格差の観測としてより大規模な企業層を対象とした調査である日本経団連が行っている「福利
厚生費調査（2011年度）」との比較も試算してみた。法定外福利費では、就労条件調査での「30-99人」と、

「3000人以上」「5000人以上」との倍率は、6.0倍、5.1倍となる。

図表１－８　企業規模別、常用労働者１人１か月平均労働費用

厚生労働省「平成23年 就労条件総合調査」より作成

１−２−２．産業別格差の実態
では次に、産業別での格差についても確認しておこう。
福利厚生における格差については、これまでも企業規模間での格差が注目されてきたが、実際は規模間

よりも産業間の格差の方がはるかに大きいのである。図表１－10では、産業別での労働費用の主要値を掲
載しているが、先ほどと同様に、最も充実している「電気・ガス・熱供給・水道業」を100とした指標値
を下に、降順に並び替えている。ちなみに、同産業の法定外福利費は31,767円と最も高く、以下、「金融業,
保険業」が14,620円、「鉱業,採石業,砂利採取業」が13,694円、「製造業」が11640円と続いている。

一方、法定外福利費の低い産業では、最も低い「医療,福祉」が1,947円で、次いで、「小売業」が2,700円、
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「サービス業（他に分類されないもの）」が2,893円となっている。最高額の「電気・ガス・熱供給・水道業」
と「医療,福祉」との格差は、実に16.3倍、「金融業,保険業」と比べても7.5倍の格差となる。指標値では、「医
療,福祉」が6.1、「小売業」が8.5、「サービス業（同）」が9.1となっており、いずれの産業の10分の一以下
ということになる。

産業間での格差は、賃金についても大きい。現金給与でも上記と同様の比較をすると、最高額の「電気・
ガス・熱供給・水道業」と最低値の「医宿泊業,飲食サービス業」との格差は、3.5倍、「金融業,保険業」
と比べると3.1倍の格差となる。指標値では、「医宿泊業,飲食サービス業」は、28.2と最も低く、「医療,福祉」
が34.3、「小売業」が35.0、「サービス業（同）」が38.2と続いている。

もちろん、当調査では、各産業での常用労働者の平均年齢、平均勤続年数が調整されていないため、相
対的に勤続年数が短く、若年労働者の多い産業での現金給与の観測値が低くなることを考慮する必要があ
る。しかし、福利厚生の給付では、平均年齢、平均勤続年数との連動性は薄く、その格差は職場での処遇
環境としての実質的な格差とみることができるだろう。

図表１－10　産業別、常用労働者１人１か月平均労働費用

厚生労働省「平成23年 就労条件総合調査」より作成

１−２−３．総合的にみた格差
さて、規模別、産業別と二つの次元から「格差」の実態をみたわけだが、この二つの次元を組み合わせ

た統合条件下ではどうなるだろうか。つまり、格差に対する企業規模効果と産業効果が同時には顕在化す
るケースでの、より現実的な、実態的格差である。

比較のために、まず企業規模別では「1000人以上」と「30－99人」の二つの規模層だけを取り出し、そ
の各層の中で、さらに産業別での法定外福利費の実額における上位二業種、下位４業種に着目して格差の
確認を行ってみた（図表１－11）。

最も法定外福利費が高いと推定された企業規模が「1000人以上」の「電気・ガス・熱供給・水道業」お
よび「金融業,保険業」の実額は、それぞれ、36,719円、16,199円となっている。一方、「30－99人」の規
模での、五つの産業での実額値は最低値の「医療・福祉」で1,754円、相対的に高い「教育・学習支援業」
でも3,854円である。この設定での最高値と最低値の倍率格差は、実に、20.9倍と最大値となる。
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図表１－11　企業規模別かつ産業別、常用労働者１人１か月平均労働費用

厚生労働省「平成23年 就労条件総合調査」より作成

１−２−４．法定外福利費内での格差
次に、法定外福利費の中での個別項目での格差についてもみてみる。
ここではまず、企業規模のみについて確認するが、格差が一方的に存在するものではないことが興味深

い。「住宅」ではやはり、規模間格差が著しい。これは、後ほど述べるが、採用行動とも密接に関係して
おり、施策の労務管理上の必要性の違いが現れていると考えられる。全国展開を行う大企業層では、従業
員の転居異動や地方からの新卒採用が必然的に生じるため、業務用社宅・独身寮等を用意する必要に迫ら
れるからである。

この他で規模間格差の大きい施策としては、「医療保健」「文化・体育・娯楽」「財形関連」「その他」となっ
ている。また、逆格差というか、小規模層の方が費用配分額が大きい、特徴的な施策として「私的保険制
度への拠出」「労災付加給付」がある。大企業層以上に充実した支援がなされているということになる。こ
の他の「食事」「健康診断」などでは、規模間での傾向的な格差は見られない。

図表１－12　企業規模別、常用労働者１人１か月平均法定外福利費

厚生労働省「平成23年 就労条件総合調査」より作成
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図表１－13　個別項目での格差
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個別項目についても、規模間かつ産業間での実態的な格差について、先と同様の方式で試算を行ってみ
た。やはり「住宅」での格差は著しいもので、「電気・ガス・熱供給・水道業」×「1,000人以上」を100
とした指標値では、「サービス業（同）」では1.3、「医療・福祉」では4.2といった極端に低い値となる。「医
療保健」や「文化・体育・娯楽」での格差もかなり大きい。倍率換算してみると、最高値と最低値の倍率
格差では、「住宅」において現れており、実に、76.5倍という最大の格差値となる。

図表１－14　企業規模別かつ産業別、常用労働者１人１か月平均法定外福利費（指標値）

１−２−５．ふたつの格差の要因は何か
さて、直近の調査統計に基づいて、福利厚生における「企業規模間」そして「産業間格差」について概

観してみた。そこでは賃金に比較しても、より大きな格差が実在していることが再確認された。
同時に、格差が「企業規模」と「産業」という二次元で発生しており、格差そのものは産業間格差の影

響がより顕著であることも確認されると当時に、二次元が交錯する実態で、支出額ベースで数十倍という
大きな格差もあることが確認された。

この格差が長年わたって続いてきたものであり、解消される気配が希薄であることも改めて実感すると
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ころである。それは格差が根強い構造的な状況から生じている現象だからと考えられる。
では、このような格差の要因として考えられるものは何であろうか。
まず、第一の要因と考えられる点は、企業としての「財政的、資金的な余力」の差が影響していると考

えられる。確かに、企業規模間、産業間での付加価値生産性、収益性における格差は存在し、低付加価値
の企業層では福利厚生にまで資金を配分する余裕がないことは事実であろう。従業員、一人にかけられる
資金に限界が出てくることは避けられないだろう。しかし、この要因だけでは現金給与に見られる格差との、
大きな違いを説明することは難しい。つまり、賃金での格差と同水準となることが推測されるわけだが。
実態は、賃金と比較すると福利厚生において、より大きな格差が現れている。

では、第二の要因として考えられるのは企業規模間、産業間での「必要性の差異」という観点である。
すなわち、中小企業の従業員には大企業ほどの福利厚生制度が必要ではないのではないかという考え方で
ある。先にも述べたように最も格差の大きい個別項目であった「住宅」では、大企業のように全国的、世
界的に事業所を展開する場合には、その地域での社宅・独身寮といった高コストな施設型施策がどうして
も必要になる。しかし、中小企業では自宅通勤を前提として従業員採用を行うことが一般的である。金融
業界などでも、メガバンクは全国に社宅・独身寮を配置しているが、信金・信組では、少額の住宅手当が
一般的で、社宅・独身寮を自社保有するケースは少ない。住宅関連施策の費用が、格差を拡大させている
ことは間違いなく、その背景に事業運営上の「必要性の差異」があることは事実であろう。産業別での格
差についても、一部ではこの「必要性の差異」という要因は説得力をもつ。比較的山間部や郊外に事業所
が立地する製造業では、給食施設の併設の必要性が高くなるが、市街部に立地が前提の流通業などではそ
うした必然性は低くなる。

要因として指摘される第三の点は、大企業の従業員に比べて、中小・零細企業の従業員が相対的に、福
利厚生よりも現金給与を強く志向する、つまり、福利厚生の充実よりも、少しでも給与を引き上げてもら
いたいとする ｢現金給与志向｣ の意向が強く、それが反映された結果として、福利厚生での格差を大きく
するというものである。この要因説については、未だ定量的に検証された研究はないようだが、実際に非
正社員比率、女性比率、非世帯主比率が高いことや、勤続年数が比較的、短く、流動性も高い実態を考え
ると、長期的な生活設計の下で勤務先企業の福利厚生制度を活用しようという発想が持たれにくい可能性
があることは推測できる。また、賃金においても大企業層との格差は、決して小さいものではないことが、
より優先的に賃上げを期待することにもつながっているとも考えられる。

さらに、第四の要因としては「企業年齢による蓄積効果」があると考えられる。これは、福利厚生が創
業からの経過年数が長いほど、より多くの制度・施策が蓄積、堆積される傾向があることを意味する。一旦、
導入された制度・施策は、従業員にとっては既得権として意識され、なかなか廃止が難しくなる。結果的
には、相対的に大企業の方が社歴が長いため、その“堆積期間”の差が、格差として表出しているとする考
え方である。特に、既得権による固着化は労働組合の組織率が高い大企業層でより顕著に表れるとも推測
される。

これら諸要因以外にも、様々な格差要因がこれまで指摘されてきた。
たとえば、規模の経済性あるいは採算性が要因であるとの論議もしばしなされる。少数の従業員を前提に、

例えば、託児施設などを保有しても、どうしても活用度、稼働率は低くなり、経営者としては制度導入を
躊躇するというものである。また、経営者の裁量性へのこだわり、といった側面もある。これは、個性的
な中小企業経営者などでよく聞かれるが、「できる社員」「がんばっている社員」｢貢献している社員｣ のた
めには、積極的に福利厚生的な支援を行いたいという意向はあるが、正式の制度・施策としてしまうと「で
きない社員」「サボっている社員」まで、当然の権利として利用してしまう。これが気に入らない、という
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経営者心理である。形としての制度とせずに、状況をみて臨機応変に支援したいという発想となるので、
法定外福利費としては恒常的に現れにくくなる。また、これも中小企業で、しばし聞かれるが、年度期首
より福利厚生を固定的に予算化することには資金的な負担感があるので、上半期の業績の実態をみながら、
好調ならば、海外への社員旅行を大盤振る舞い、なるが、不振であれば簡単な食事会程度ですませるか、
何もしないという、判断がなされる。こうした柔軟性を担保しようとするため、結果的には、節約される
機会が多くなってしまい、格差が拡大されることになるというわけである。

このように、格差の背景には、単なる企業体力の差、というだけではなく、様々な要因が複雑に作用し
ていると考えられるのである。

さて、このような福利厚生に関する企業支出における格差の存在について検討してきたわけだが、複合
的な諸要因を背景として生起しているとすれば、この格差は、おそらく今後も維持される可能性も高いと
考えられる。

１−３．格差がもたらす人手不足

ともかく、先に述べた内定先企業から入社企業を決めようとしている大学生たちの関心事に答えを提供
するとすれば、充実した福利厚生の恩恵に浴することを望むならば、企業選択のポイントはかなり明確と
も言えるだろう。より大規模な企業であって、かつ、ここで先ほど登場した特定の充実した産業を選ぶか、
あるいはその条件を同時に満足できれば、高水準の福利厚生の恩恵を享受できるのである。

あの質問に対してそんな風に答えると、いつも「先生、もっと早く（就活開始前）に教えておいてくだ
さいよ」と苦情となる。毎年、何度も伝えたようには記憶するのだが、就活中には、そんな話は思い出さ
なかったのであろうと思う。

2013年、わが大学では前期の講義の際に、就活に臨む三年生全員を対象に意識アンケート調査を行った
（124名／回収率87％）。その結果を紹介しながら、就活直前の学生達の意識をみてみたい。

就活前にそのアタック企業の選定をどうして決めているか、についても尋ねてみた（図表１－15）。複数
回答として過半数の反応がみられたものは「自分のやりたい仕事がある（72.6％）」「経営が安定している

（59.7％）」「社風や雰囲気が良い（51.6％）」となった。
一方、具体的な労働条件面に着目すると、「給料が良い（44.4％）」「労働時間が長過ぎない（36.3％）」「福

利厚生（独身寮、社員食堂等）が良い（33.1％）」「転勤がない（少ない）（29.8％）」「教育・研修制度が充
実（27.4％）」「休暇・休日が多い（27.4％）」などと続く。これが複数回答方式の結果である。

条件項目としては福利厚生は第三位の位置であることがわかった。まだ勤務経験の無い学生にとっても、
キーワードとしての“福利厚生”には一定の関心があるようだ。

一方で、最も重要な決定理由をひとつだけ、と求めて回答された結果では全体としては、「自分のやりた
い仕事がある（22.6％）」が最も高く、５人に１人程度、次いで「経営が安定している（15.3％）」「一生続
けられる（14.5％）」「社風や雰囲気が良い（11.3％）」などがあげられている。

興味深かった点は、ひとつだけと、制約をかけた単数回答で「給料が良い（4.8％）」よりも「福利厚生（独
身寮、社員食堂等）が良い（6.5％）」が高くなっている点がある。加えて、上記の複数回答での労働条件
項目のなかでも最も高くなっている。学生にとって、わかりやすい、目に見える福利厚生が採用戦線にお
いて、有効な戦術となる可能性を示しているように思われる。



─ 17 ─

図表１－15　就職候補先の決定理由
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福利厚生には予想以上に大きな企業間格差が存在することは間違いない、この格差の存在は労働市場に
おいて「選択のリスク」として認識される。つまり、福利厚生の充実した企業とそうではない企業に分か
れており、後者を選んだ自分自身が相対的に経済的損失を被るという意識が醸成されるものと考えられる。

そのリスク感が就労者に伝わることで離職行動に影響を与え、また､ 労働市場にある人材に対して企業
を選考する初期的段階で意思決定に影響を与えることになるのである。

参考図表１－１　労働費用格差

厚生労働省「平成23年 就労条件総合調査」より作成
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参考図表１－２　法定外福利費の個別費用格差

449

厚生労働省「平成23年 就労条件総合調査」より作成

参考図表１－３　法定外福利費＋退職給付費用の格差

厚生労働省「平成23年 就労条件総合調査」より作成
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２．福利厚生の本質とそのとらえ方

２−１．福利厚生とは何か、その特性と経営的効果

本章では、中小企業の経営課題である人手不足の要因のひとつとなっていると考えられる福利厚生につ
いて詳しく検討する。福利厚生とは企業経営にとってどのような意味、意義をもつものなのか、様々な観
点から考える。この検討を通じて、中小企業の経営層、人事部門の方々の福利厚生に対する認識を深めて
いただきたいと思う。

２−１−１．生成期における必然性と有効性
まず、福利厚生というものがなぜ、企業経営のなかに生成されたのか、その歴史的経緯を整理しておき

たい。
・欧米における起源

産業革命に先行した英国における福利厚生制度の起源は18世紀末にまで遡る。以下、岩出（1991）によ
れば、綿織物業において1792年にデール（D.dale）が従業員に対して体育施設を提供しており、また1790
年代においてストラッツ社が従業員のために住宅、学校、教会等の建設等を行ったと述べられている。また、
こうした動きの背景には「労働時間の短縮を含む従業員に対する良き労働条件の提供は「割に合う」（ｉｔ　
ｐａｙｓ）」という理念が、これらの「先進的使用者（enlightened employer）」によって支持、共有されて
いたからとしている。ここでの綿織物業は、水源を確保するため都市を遠く離れた山間部に工場建設を行っ
た。このため従業員に対して基本的な生活施設の提供を余儀なくされた点で、日本の生成期とも酷似して
いる。この後、事業規模が拡大し大規模経営が発達するなかで、経営者個人による「好意による給付」は
難しくなり、労働者の権利を保証する拠出制の福祉プログラムが組織的に導入されるようになったとされ
ている。この過程においては「労働能率向上に直接寄与する諸条件の改善を目的とする「内部福祉（internal 
welfare）」は少なく、住宅・スポーツ施設、医療給付・年金など、従業員の協力を確保して経営労働秩序
の安定・維持を図る「外部福祉（external welfare）」が中心であったとされる。

また、今井（1991）により紹介されるとおり、米国において企業が行った最初の福利厚生は、19世紀初
頭のマサチューセッツ州ローウェルやニューイングランド地方の繊維工業などが起源であったとされてい
る。わが国の場合と同様近隣の独立農民の子女を親元を離れて工場で勤務させるために、住居、食事等の
基本的な生活条件を整備しなければならず、必要に迫られての対応であった。特にこの地方の独立農民は
比較的裕福であったため、施設や給付内容については一定水準以上のものが求められたことや、当時の創
設者たちが英国の工場の視察を行い影響を受けたことなどを福利厚生が発展した要因であったと指摘して
いる。また当時は大規模な工場が建設された地域には基本的なコミュニティ施設がなく、企業が病院や学校、
銀行や図書館まで含めて提供するほかなかった。

また米国の場合には19世紀終盤あたりから20世紀初頭にかけて、ヨーロッパなどから大量の移民を受け
入れており、企業は言語、習慣の異なる彼らを工場等での勤務に適応させるための英語教育や基本的な生
活様式の教育等を行う必要があった。いわゆる移民労働者のアメリカナイゼーションである。また厳しい
労働環境、作業条件そして低賃金に置かれた移民労働者たちは、よりよい労働条件を求めて盛んに企業間
移動を行うと同時に、深刻な労働争議をも惹起した。こうした状況に対処する意味でも福利厚生制度は有
効なものとの評価がなされ、普及が進んだとされている。

生成期にあった福利厚生制度の低賃金補完機能については、今日なお経営者の期待するものであること
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は、最近の米国での移民労働者に対する動きをみても明らかである。中南米から流入する移民労働者に対
して無料の仮設住宅や託児所などを提供することで、低賃金のまま定着率を高めようとしている。特にホ
テル業界や食品加工業界などでは託児所の整備や語学教育などに熱心に取り組んでいる。

米国において19世紀終盤から20世紀初頭の頃に展開された組織的な普及運動は「福利厚生運動（welfare 
movement）」と呼ばれ全国的な拡がりをみせた。こうした潮流の中で福利厚生は各企業へと拡がっていっ
たのだが、ここでは経営組織面への影響についても触れておきたい。それは福利厚生制度の啓発・普及に
伴い、今日の近代的な人事組織の原形が形成された点である。当時、従業員の採用・解雇、人事評価、教育・
訓練については、今日の人事部のように独立した組織が行うのではなく、熟練工であるライン監督者が直
接担当していた。彼等は職長と呼ばれ、大きな権限をもっていた。しかし福利厚生活動の浸透・拡大に伴い、
その活動を組織内で専門的に行う担当者を置く必要性が出てきた。これが「福利厚生係（welfare 
secretaries）」と呼ばれ、最初の人事専門の組織として成立したのである。その後この組織へと、職長の持っ
ていた広範な人事労務権限を移管させながら、やがて発展的に拡張され「雇用部」「雇用サービス部」「労
務部」「人事部」などと名称を変えていった。こうして近代的な組織的人事管理が形成されてゆくことにな
る。

岩出（1991 p30-31）は米国における福利厚生制度の発展のなかで1920年代が「福祉資本主義（welfare 
capitalism）の10年」と呼ばれたが、その後、労働者が“福祉（welfare）”という慈善的、温情的表現に強
く反発したために概念的な変質が起こったと述べている。その結果として労働者の権利に立脚するものと
いうニュアンスで“employee services”という表現に変更される動きが出てきた。この従業員サービスとは、
例外的に実施されてきた個々の福利厚生制度が温情主義を排し、新しい従業員の個性重視の理念と投資原
理に基づく労務管理の一環として実施されて制度と評価されるものであること。そして「労務管理が経営
管理制度の１つである限り、企業の経済的成果の増大と結びついていなければならないわけであり、事業
指向（business oriented）でなければならない」と述べられている。

・わが国での起源
明治初頭、大量の女子労働者が導入された紡績・製糸工業や山間部などで、厳しい労働環境にあった鉱

工業などでの労務管理の一環として登場したとされている。食事施設や寄宿舎、強制貯蓄、購買などが主
たる施策として実施された。出身地から遠く離れた地域での労働のためには、住居や食事施設などの基本
的な生活施設が用意されることが不可欠であった。特に近隣に小売店や飲食店が存在しない山間部、埼玉
県所沢市山口5216－５　105－１－108からの通勤が不可能な事業所などでは、企業がそうした生活資源の
供給を行うよりほか労働力の確保・保全を図る手だてがなかった1。

したがって当時は、必ずしも今日の福利厚生のニュアンスにある恩恵的、福祉的な面だけではなく、労
働強化や低賃金維持のために機能したとみられている2。また社会保障制度や労働保護立法が未整備の当
時では、企業主導の施策がそれらの役割を代替するしかないという側面もあった。結果的には、労務管理
の一環でありながら、低賃金補完、社会保障肩代り、組合対策などの多様な役割期待を担うこととなり、
普及が進んだ。

そして第一次大戦後の財閥企業形成の過程において日本社会の基盤をなしていた「家」の観念を拡張解

１ 間（1989）によれば、鉱山事業所では飯場制（納屋制度、部屋制度）と呼ばれる請負制度が行われ、そこで労働者の生活管
理（寄宿、給食、物品販売）などが行われていたと述べられている。

２ このような労働状況は「職工事情」( 農商務省　明治３６年 ) や「日本之下層社会」（横山源之助　明治３１年）によって報じ
られ、ジャーナリズムが取り上げたとされる。
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釈したものとして「経営家族主義」が編成される。間（1989）はこれを「資本家・経営者と従業員の関係
を親子になぞらえ、両者の利害は決して対立するものではなく、一致するもの」だとし、この基本的な考
え方に基づいて「社宅や物資購買施設で、実質的な援助が与えられている（福利厚生制度）．．．（中略）．．．
この政策が、社会保障がほとんど存在せず、かつ貧困な農家から押し出され、不安定な立場におかれてい
た多く労働者にとって、経営帰属意識を高めるのに役だったことは創造に難くない」とする。同様に大戦
以降においても本多（1979）は「従業員およびその家族の私生活、これ（福利厚生制度）を通じて企業が
直接介入することになるだけに、ある意味では年功序列制や終身雇用制よりも「家」の思想を具体的に浸
透させる役割をもってきたものと考えることができる」と指摘しており、その後の高度成長期までを含め
て長らく福利厚生制度が経営家族主義を最もよく体現する装置であることを述べている。

・近代工業社会の生産活動における福利厚生の基本的役割
このような英米両国、そしてわが国における福利厚生制度の生成期の状況をみてみるとかなりの共通性

が存在することがわかる。
第一に、福利厚生制度が生成される出発点が、エネルギー革命による生産活動の劇的な変化といえる産

業革命にあること。18世紀後半での英国にはじまり、米国、日本と時間差はあるが、この産業革命ととも
に福利厚生制度の歴史が始まっている。この大革命は、経営形態ひいては人々の働き型に大きな変革をも
たらした。これ以前には、低度な生産技術に基づき、生産材料も自前購入する職人による完結生産（非分業）
が彼自身の住居内で行われた手工業経営（handicraft industry）を出発点となり、その後発展形態として、
支配者としての問屋の出現（親方、商人）によって、職人に対する材料の配給（前渡し）と製品買入の独
占権が確立された問屋制工業（putting-out system）が出現し、生産活動の中心的形態となっていた。この
ような職人の住居を生産拠点とする経営形態が、産業革命によって工場制工業（factory system）へと大
きく変貌する。生産拠点が個人の住宅から大規模な事業所へと集中・拡大され、そこで生産過程の機械化
をはかりながら協業と分業を行なわれるようになった。もちろん、そこで働くのは比較的低熟練の賃金労
働者ても可能となったわけである。

福利厚生制度の必然性は、まず生産拠点が住居から事業所（工場）への移転したことによって説明される。
自身の住居ならば、当然、衣食住等の生活サービスが自前で供給できたわけだが、自宅から離れた地点に
ある事業所で労働しなければならなくなれば、たちまち「食」の欲求を満たすことが難しくなる。また、
通勤不可能な遠方ともなれば「住」も用意されなければならないわけである。このような労働と生活との
空間的・時間的分離が、企業、事業主が従業員の生活に必要となる現物サービスへの対応を不可欠ももの
とすることは明らかである。

第二に、産業革命当時の賃金労働者の賃金水準は決して高くなく、多くの労働者が貧困に苦しんでいた。
このことから一部の善意ある経営者からの温情主義、慈善主義が発揮される状況をつくり出したものと考
えられる。間（1989）は「経営における温情主義とは、主として経済力の差にもとづいて、資本家・経営
者が従業員に対して、個人や組合の要求を受ける以前に自発的に、好意的に、生活向上の施策を実施する
こと、あるいはそういう考え方」としている。もちろん、これには貧困さ故に先鋭化する危険性の高い労
働運動への予防的対応や、「it pay」とされたように生産性への還元効果が期待されていたことは否定でき
ないだろう。

いずれにしても、産業革命に伴う経営形態の変革によって、「労働と生活との空間的・時間的分離」が
起こったことと、生産手段をもたない「貧困な賃金労働者」の出現という二点が福利厚生制度の生成を促
す最も基本的な共通要因であったといえるだろう。
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・わが国の特殊性・特徴：日本的経営の存在と融合
わが国の場合には、戦後、高度成長期を通じて社会保障制度の整備や賃金水準の上昇が進むにつれて、

企業福利厚生の役割は変貌していった。まず低賃金補完の意味あいが希薄となり、ついで社会保障給付水
準の上昇によっていわゆる「ナショナルミニマム」が確立されるに至り、社会保障の全面的な代替機能か
ら解放され、相互補完・分業関係へと移行した。

こうして高度成長期を経て、さらに福祉重視へと社会的潮流が転換する過程において、企業福利厚生は、
２つの領域から成る基本的構造をもつことになる。

まず第一は社会保障（福祉）システムの一部として公的福祉の実現を担う構造である。それが法定福利
厚生と総称されるものであり、健康保険や厚生年金保険などの社会保険制度から法的に、すなわち強制的
に保険料負担や事務代行などの事業主関与が義務付けられる領域である。ここでは各社会保険制度等に準
拠し、企業側が対応するものであり、全ての企業において同質的な機能をもつことになる。各企業の従業
員構成等によって費用負担や適用制度は異なることはあるが、基本的には一企業固有の個別的な対応は許
されない。

もうひとつの構造が起源的な労務管理政策の発展形態として、わが国独自の色彩を強く帯びた部分であ
る。これは各企業が労使交渉の過程を伴いながらも、任意に取捨選択可能な施策領域であり、先の法定福
利厚生と対比させて現在、法定外福利厚生とも呼ばれる領域である。

企業の自由裁量に基づく展開がなされるこの領域については、第一章で現状を確認したとおり、企業規
模による企業間での格差が著しい。これは企業の任意的判断に基づく施策であると同時に、ここでの資金
投下が従業員（人的資源）への投資的性格を強くもつことに由来する。結果的には豊富な投資資金をもち、
投資意欲の高かった大企業層において質、量両面で充実した展開がなされ、投資力の差が長期間にわたっ
て累積された。ここで特徴点となったのがハコもの（施設型）の福利厚生制度であるこの法定外福利厚生は、
大企業層で顕著であった「日本的経営」あるいは「日本的雇用慣行」とも密接に結びつきながら発展過程
をもつことになる。

これらの福利施設投資を決断する背景には、従業員の長期勤続慣行（終身雇用）が基本的な前提にあっ
たと考えられる。企業側からすると従業員に対する社宅や保養所などに代表されるような施設型制度に多
大な費用投下を行うためには、投資効果を得るための回収期間が長くなければならない。これは日本の大
企業層での充実した社内教育・訓練制度や自己啓発施策にも共通する生成条件といってよいだろう。もち
ろん、企業が望んだ長期勤続の実現に対して、社宅や住宅長期融資などを代表とした試作によって直接的
に定着性の維持・向上という形で貢献したこともいうまでもない。

また同一組織内にあって多くの従業員が長期間、共存関係を良好に維持するためには、集団内における
コンフリクトの解消、相互の密接なコミュニケーションなど共同体維持のための施策が必要になる。成長
期の日本企業が指向した集団主義的な組織特性を醸成、維持するために、様々なレクレーション施設、全
社的なイベント、スポーツ活動などが法定外福利厚生として展開され、有効に機能したとみられる。

さらにはこうした法定外福利厚生の領域において多くの施策が実施されてきた背景には、従業員の利益
代表である労働組合の最小単位が企業毎であるという「企業内組合」の存在も強く作用している。強力な
職業別組合が形成されなかったわが国では、労使交渉の場は企業であり、またその時の労使は同一企業に
属している。従って組合側からの福利厚生関連要求とそれに伴う交渉は、企業内で完結的に行うことが可
能であった。これは春闘方式によって業界内での水準的な制約を受ける賃金に比べても、企業内での独自
的な交渉が容易であったと考えられる。

また、福利厚生制度と年功賃金制度との補完関係も重要である。人材獲得における年功賃金の最大の弱
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点を補完するために福利厚生制度は有効に機能したと考えられる。弱点とは学卒入社直後以降の若年期で
の低賃金である。例えば、地価高騰が著しかったバブル期などにおいて都内に所在する企業が北海道や九
州などの優秀な学生を採用したいと計画したとしても当時の初任給水準で都内の賃貸住宅の家賃を支払う
と、大企業の従業員であったとしても豊かな生活を営むことは困難であった。都市部では世界的にみても
居住コストであることが原因だか、結果的に、採用される側からみても敬遠される要因となる。したがって、
企業は社宅・独身寮を直接用意して低廉な自己負担で居住空間を提供するしか方法がなかったのである。
これは生成期の課題であった「貧困な賃金労働者の出現」への対応と同質のものである。もちろん、そう
した土地取得を含む福利厚生への投資には、“土地神話”と称されたように長期持続的に上昇するものと見
られていた地価によって将来の含み益を得る可能性があることを経営体力の温存、将来の資金調達力のた
めの担保確保といった経営的な視点から歓迎されたことも事実である。

図表２－１　福利厚生の年功賃金補完効果

今野（1995）は、日本の人事管理の特徴を整理する中で「生計費にみあって所得を保障する、より正確
に言うと、世帯主である男子従業員の所得を保障するための世帯主型賃金決定システムである年功賃金が
形成された」と指摘している。ここでの「生計費に見合って所得を保障する」という点は福利厚生制度に
よる現物給付による生計費の節減効果も含めたものとみることがより正確であろう。特に、年功賃金では
若年層については相対的な低賃金が適用されるため、福利厚生制度からの現物給付による節減効果が不可
欠になっていたものと考えられる。この点については日本生産性本部（1977）において紹介されていると
おり、昭和25年での総評の運動方針のなかに「実質賃金確保のためには、企業内での労務用物資の低価格
配給、生活協同組合の確立強化、厚生施設、労務者住宅等の完備、向上の諸活動の推進」といった内容が
記載されていることからも裏付けられるだろう。つまり、労働組合側も名目賃金を補完し、実質的な賃金
価値を高める存在として福利厚生を積極的に認めていたものと考えられる。

また、企業にとっては年功賃金の水準を引き上げることは、退職金も含めて将来的な人件費負担増を織
り込むこととなっていたため、社宅など所有権ではなく単なる利用権を提供する制度への配分の方が経営
合理性があるとみなされたことと考えられる。すなわち、賃金増回避の代替案として福利厚生への投資を
選択したのである。このような企業の賃金への配分ではなく福利厚生という選好態度が見られたことは、
西久保（1994）において1982年から1991年までの10年間において法定外福利厚生費の伸び（対前年変動費）
が、昭和59年を除くすべての年度で従業員給与の伸びを上回っていたとのが報告からも裏付けられる。

このように福利厚生制度は他の構成要素との有機的結合、つまり終身雇用、年功賃金、企業内組合といっ
た主要な要素とも有機的に結合しながら、全体としての「日本的経営システム」を有効に機能させてきた
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ものと評価できるだろう。同時に、このような他の要素との相互補完性はわが国の福利厚生制度の特性の
ひとつとしてみなければならないだろう。単独で独立的に機能するだけでなく、補完効果による有効性を
発揮したと考えられるからである。

２−１−２．福利厚生の特性
産業革命によって事業運営において不可欠な経営制度として生成された福利厚生制度が、わが国におい

てはさらに「日本的経営」という世界から高い評価を得た経営モデルに組み込まれることで重要な役割を
担うこととなった。この生成、発展過程自体が福利厚生制度の特性によって成立したものであることは明
確である。そして、このことは発展だけでなく、現在の閉塞的な状況に対しても同様に大きな要因となっ
ている。この点を「多面性」と「画一性」という観点から検証してゆきたい。

・多面性と画一性
現実の福利厚生制度がきわめて多様な「顔」、すなわち多面性を持つに至っていることに気づかれてい

るだろうか。この点について図表２－２にまとめてみた。
現在の福利厚生の顔は基本的に二つの方向に向けられているといってよい。ひとつは企業経営であり、

もう一方が、従業員や労働組合である。しかも、その基本的方向のなかに、さらに様々な“顔”をもっている。
まず、一つ目の顔である企業経営にとって福利厚生制度が何か、という側面からみると、第一には「成

果配分」の一形態と位置づけられる。企業が事業活動を通じて得た付加価値が従業員に対して配分される
中に福利厚生費が含まれる。労働分配率の分子項目の一部を構成しているわけである。もちろん、このほ
かにも分配の形態は多々ある。最たるものが賃金や賞与であり、その他にも退職金や教育訓練費等々がある。

また、福利厚生制度の中には企業が事業活動を遂行する上での「業務上必要条件」といえる性格のもの
も数多い。業務用社宅をはじめ安全靴・制服、遠隔地での給食施設などが代表的なものであろう。これら
はあくまで業務の円滑な運営に供されるわけである。

さらに、自社の人的資源の育成や活性化のための「投資」とみられるものもある。典型的なものが自己
啓発・能力開発のための諸制度となるだろう。そこでは業務遂行能力の高度化に役立つ公的資格の取得に
対する支援制度や国内外の大学や研究機関への留学支援制度などによって人的資源の価値が高まることが
期待されている。

また、全く別の顔ともいえるのが、企業の「社会的責任」あるいは社会的役割への対応行動としての福
利厚生である。この顔については特定の制度をあげることは難しい。あえてあげるとすれば、ドナー休暇
やボランティア休暇などの従業員の公共的・公益的な活動への支援制度や、介護・育児関連の支援制度の
ような社会的問題への貢献を目的とする諸制度などであろう。しかし、実はこれらの制度だけでなく他の
多くの制度にも、企業が社会的な責任意識からの対応と捉えているものは多い。なぜなら、福利厚生制度
の目的が何か、と企業に訪ねると必ず社会的責任という答えが一定の回答率で返ってくるからである。
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図表２－２　福利厚生の多面性

最後に、もうひとつ福利厚生を位置づける上で忘れてならないのが「競争力」の一部を成しているとい
う見方である。最もわかりやすい競争が人材獲得競争であろう。バブル期のように労働需給がタイトなと
きには決まってユニークな福利厚生制度が登場する。当時は、大手商社などがプールバーやサウナの付い
た超豪華独身寮を建設してずいぶんと話題を集めたり、労働力不足にほとほと困り果てた首都圏のある中
堅不動産企業が、採用者には一戸建てをプレゼントするといったびっくりするような施策が登場したこと
もあった。あるいは、企業としての対外的なアピールとして福利厚生制度が意識されて導入が後押しされ
ることもある。一部の企業での初期のカフェテリアプラン導入ではその傾向が強いと思われるものがあっ
た。つまり、こんな先進的な制度を導入するほどの“先進的企業”だというイメージをづくろうとしたわけで
ある。広告やＰＲ活動にも近い。このような形で捉えられる福利厚生は、対外的なベクトルをもつもので
あり、企業間での競争力を構成するものとみることができるだろう。

このように企業にとって何か、という視点からみてもかなり多くの顔をもつわけだが、さらに従業員個
人にとっても福利厚生制度が何であるかという側面にも多様が存在する。

まずは、企業側の成果配分に対応する位置づけとなる「報酬」の一形態というとらえ方である。労働対
価性があいまいであるため、不就労給と見なされることが多いようだが、確かにEmployee Benefitや
Fringe Benefitなどベネフィットと呼ばれるように、従業員にとって報酬ともいえる価値の提供であること
は間違いない。

また、企業にとって業務上の必要条件となれば、従業員にとっても当然のことながら「労働上の条件」
や環境となる。また同様に、企業が人的資源への投資と位置づけて適用される福利厚生が従業員とにとっ
ての「教育機会」、つまり、能力や知識を向上させる機会となり、結果的には、従業員自身の労働市場で
の価値を高めるまたとないチャンスとなる。これがエンプロイアデリティ（employability）の向上につながっ
てくるわけである。余談だが、以前、ある流通業大手の役員が「わが社の福利厚生制度はこれからエンプ
ロイアデリティ向上策に注力する」といった発言したことがあった。確かに、そうした福利厚生制度によっ
て自社の従業員の労働市場での価値が高まり、高いエンプロイアデリティを得ることができれば従業員の
生活設計にとって大変有り難いことなのだが、労働力の過剰感を強めていた流通業のトップの発言とすれ
ば、いずれ訪れる雇用調整へのソフトランディングを図るものでないかと、勘ぐってしまったことがあった。
ともあれ、福利厚生における教育機会、能力向上の場としてのポジションは今後さらに注目されてくるで
あろう。そういう時代なのである。

この他にも、従業員には福利厚生が「セイフティネット」や「相互扶助」としての機能や役割があるこ
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とが認識されている。労災時の上乗せ保障制度や団体型の就労不能保険、長期所得補償保険などが、万一
の場合に大きな救済になるからである。そうした安全ネットが用意されていることで安心して働けること
になるのである。そして、セイフティネットには企業が費用負担するものだけでなく、従業員が保険料を
拠出するものも用意されており、結果的にはそうした保険制度への加入によって職場の仲間同士の相互扶
助が実現されていることにもなる。

整理してみると福利厚生のもつ顔はこれほど多様にある。しかも、それぞれの顔ごとにひとつずつ制度
が限定されるわけではなく、個々の制度のひとつひとつが複数の顔をもっていると考えなければならない
のである。

このような福利厚生における多面性をどう評価すればよいのだろうか。
これまではこの多面性が、基本的には福利厚生の存在価値を高める方向に作用してきたと思われる。こ

の福利厚生の多面性は多様な目的意識がその背景にあり、それに応える多様な機能や役割があることは基
本的には良いことには違い。つまり、一石二鳥にも三鳥にもなる話なのだから、これほど便利で有り難い
なものはないということになる。多面性を顔と例えたように、多様な顔がそれぞれのステークホルダーに
向けられて微笑んでいるわけだから、誰からも文句が出るはずがないという話になる。

しかし、このような八方美人的なスタンドポジションがこれからも変わらずに続くとは考えづらい。換言
すると、こうした位置に福利厚生制度を置き続けることが、福利厚生の未来を考える上で果たして良いこ
となのか、という疑問をもたざるを得ない。

例えば、みんなから人気のある八方美人が真剣な二人の友人から同時に求婚されたらどうするのか、と
いうことである。簡単にいうと、先に整理した、人的資源への投資という福利厚生制度の「顔」と社会的
責任を果たし福祉に貢献するという「顔」がひとつの制度において共存したときに　何が起こるかという
話である。

投資と福祉とは成功のための論理が全く異なる。前者は、目的合理的な基準によってできるだけ優れた
投資対象を選別しながら、より多くのリターンを得ようとする。しかし、後者では平等主義を基調としな
がら、何かのリスクに遭遇してしまった弱者を受け入れ、その全員の救済を図ろうとする。この二つの考
え方がひとつの制度運営において共存することは難しく、強引に共存させようとすれば効率性が損なわれ
る。これまでの福利厚生にあったこうした多様な顔同士が、矛盾や対立、そして結果として非効率性やム
ダを生み出していると考えられる。

60年代から80年代にかけての経済成長期を経る過程において、この「日本的経営」が世界からの賛辞を
集めるなかにあって、わが国の福利厚生制度は拡充を続けてきたといってよい。特に、大企業層でその傾
向が顕著であった。「生涯総合福祉」といった拡張的なコンセプトが呈示され、そして大いに受け容れられ
た時代だった。

こうした発展、拡張期を通じて福利厚生制度という領域に起こった現象は制度編成の「画一化」である。
当時は各社ともに強い横並び意識で福利厚生制度を捉えており「社格並みに」とか「上位他社並みに」「大
企業並みに」といった言葉に象徴されるような対応がなされていた。その結果、資金的余裕のあった大企
業層では業種・業界が違っていても寸分違わぬ制度編成がなされるケースが実に多かった。

もちろん、このような画一性が許されたのは、毎年増やすことのできた予算があり、また、従業員側に
も一旦得たものを既得権として維持・拡大を主張することができたからであろう。「あれも、これも」と制
度導入を続ければ最後には同じ編成になるのは当然なのである。もちろん、他社との人材獲得競争におい
て比較劣位にならないために横並びで相似形をつくることが効果的であったことも事実ではあっただろう。
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こうした制度編成での「画一性」は、縮小基調に変わった現時点においても存在しているとみてよいだ
ろう。

２−１−３．賃金、退職給付との比較上の特性
また、福利厚生の特性を考える上で、賃金（現金給与）や退職給付（一時金、年金）との比較を試みる

ことも重要である。ひとつには、90年代にはリクルート社など福利厚生制度を全廃し、その原資を賞与な
どに還元しようという「賃金化」の動きが出てきたからである。これは、退職給付にも同様に起こってい
る現象であり、３つの報酬形態間での垣根がなくなり、ボーダレスな関係、代替的な関係になりつつある。
元来、賃金、退職給付、福利厚生の三つの報酬には人的資源管理においてそれぞれ性質と期待される機能
に違いがあり、その差異をどう使い分けるかが課題であった。この点は基本的に今も変わらないものと考
えられるが、原資の再配分が起こっているなかで改めて三形態の比較を行い福利厚生のもつ比較上の特性
を明確にしてみたいと思う。

まず図表２－３に示すとおり、二つの軸からの基本的な分類が可能であろう。
ひとつは給付物そのものの特性としての「現金給付（使途自由）か、現物給付（使途限定）か」という

軸である。もうひとつは給付され実際に効用となる時期を現す時間軸としての「現役期か、退職期か」と
いう軸である。

まず、第一軸（縦軸）では、賃金は当然、現金給付であり、その使途は従業員が完全に自由に決定する
ことができる。当然のことだが、企業が何に使えと指示したり、強制したりすることは一切できない。また、
賃金は労働への直接的な対価であり、企業からの評価の反映となる。同時に当人の労働市場における価値

（≒価格）を示している。労働対価であることから二軸ではもちろん現役期となる。
次に、退職給付だか、これも一時金であれ。年金であれ現金による給付となるが、使途は引退後の生活

資金（住宅ローンなどの返済も含めて）の一部に充当される、すなわち従業員の老後リスクへの対応とい
う点では最終的な使途の自由度はあるもののやや限定的といってよい。この退職給付には長期勤務への褒
賞的性質と労働対価の強制貯蓄分の精算というふたつの性格があることに特徴がある。成果主義の退職給
付制度の浸透が進んでいるように現役期のインセンティブとして使われることも増えてきている。

さて、福利厚生だが、この座標平面上では重心は、現物給付（使途限定）かつ効用を得る時期は現役期
にあるとみてよいだろう。前述のとおり福利厚生制度とは単一の制度ではなく複数の制度・施策から成る
ポートフォリオを示すものであることから、一部には「現金給付」や「退職期」に存在するものを含んで
いる。つまり、縦軸では社宅・独身寮という現物か、住宅手当という現金かといった点であり、横軸では
ＯＢ（退職者）のための様々な施策などである。しかし、基本的な特性としては「現物給付（使途限定）
－現役期」というものであり、ここに人的資源管理における福利厚生の賃金や退職給付との重要な差別性
を見出すことができるのである。
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図表２－３　賃金、退職給付との比較上の特性

まず、現物給付であるという特性には、直接的な問題解決能力をもちうるという重要な点がある。還元
すれば、現物であるがために問題を効率よく解決できる可能性をもちうるといってもよい。その典型例は
社内託児所である。乳幼児を抱える女性従業員にとって、この現物給付の意義は大きい。通勤と同時に子
供を預けられる環境というものは、育児手当とは代替できない利点が数多くある。

まず、自分の勤務形態や労働時間にマッチした保育機関を探索する労力が不要なこと。また、民間の保
育機関を利用する際に発生するムダな移動時間が解消され、同時にコスト負担面でも恩恵を受けられる。
これらの利点から得られるストレスの軽減も計り知れないものがある。これは、多少、手当や賃金が増え
ることとは代替できないほどの有効性がある。WILLIAM M.MERCER（2001）では米国のバイオテクノ
ロジー大手のアムジェン社やジョンソン・エンド・ジョンソン社がそれぞれ430人、1000人規模の収容規模
を誇る社内託児所をつくっていることが紹介されている。その目的は女性従業員の企業への貢献の最大化
と定着性の維持・向上のためである。賃金には代替できない対応であることを示している。

倉田 （1993）は「従業員福祉施策は本来的には労働の直接的な対価としての賃金とは区分して考えられ
るべき固有の目的を有しており、長期的な視点から設計されるとこが望ましい」と述べている。確かに、報
酬として、あるいは人的資源管理制度としての特性の違いは大きいものと認識しなければならないだろう。

現物給付という特性は、従業員のもつ時間的制約、空間的制約に対して有効な対応が可能であることに、
賃金などの現金に比べて優位性があるものと考えられる。また、現物であることから派生する「使途限定性」
という特性もうまく活用できれば従業員に対して現金以上の影響や効果を与えることができる。

岩出（1989 pp.38）では福利厚生制度の生成期の米国での状況から、賃金と福利厚生の人的資源への影
響の違いとして「労働力の発現を左右する労働者の労働意思の側面に対しては、直接的な賃金インセンティ
ブで対応する一方、広範な福利厚施設や従業員代表制を通じて、企業忠誠心や企業一体感など、従業員モ
ラールの向上を実現し、円滑な精算活動の基盤となる経営労働秩序の安定・維持を図ろうとした」として、
二つの報酬形態の機能的な差異を述べている3。確かに、従業員同士の一体感といった効果を賃金や退職
給付などの現金給付によって実現することは難しいし、やろうとしても効率が良いとは思えない。レクレー
ション制度などによる共通体験を用意する方が、企業にとってはるかに投資効率がよいであろう。

このように、福利厚生制度には賃金や退職給付にはない独自の特性があり、その特性が人的資源に対し
てユニークで効率の良い影響力を与える可能性をもつと考えられる。賃金や退職給付にも同様の影響力を

３この点から岩出氏は生成期の労務管理論は雇用・訓練・安全衛生などの労働力管理職能に比重がおかれた「労働力有効利用説」
として特徴づけられると述べている。
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発揮させることが可能な場合もあるが、効率性という点で劣ることが多々ある。こうした、福利厚生制度
のもつ差別的優位性として活かしていく必要があることはいうまでもないだろう。

・求められる特性を活かす視点
以上、生成期、発展期まで遡って福利厚生制度の性質、性格について検討してきた。
言及した特性を含めて、現在の我が国の福利厚生制度が有していると考えられる特性を図表２－４にま

とめている。この特性の一覧表を吟味しながら、今後の福利厚生制度のあり方の議論と関係づけてみたい。
まず、生成期での福利厚生制度は、産業革命に伴って企業の人的資源管理上の基本的課題への対応策

として発生した。その課題とは「①労働と生活との空間的・時間的分離」と「②貧困な賃金労働者の出現」
であり、その課題に対処し事業活動を円滑に遂行するために必然的で、必要性の高い方策として位置づけ
ることができる。このような背景は世界共通のものといってよいだろう。

この二つの課題が福利厚生の特性を決定づけることになったと考えられ、それは現在も続いているといっ
てよい。現物給付という特性は①において何より必然性をもっていたのである。生成期に企業が行った寄
宿舎や給食施設の提供は、職場およびその周辺という空間に現物としての宿泊空間や食事を労働者に直接
的に、即時的に提供することが事業運営において生産性を維持・向上するために不可欠であり、唯一の方
法であった。すなわち、最も効率のよい問題解決策だったわけである。

また、福利厚生制度の多くが従業員の生理的欲求や安全欲求を満たすためのものとなったことは②によ
るところが大きく、これは労働対価というよりも労働条件といった性質をもたらした。また、生理的欲求
も衣食住を基本としながら多様であって、それらにひとつずつ直接的な対応を取ろうとすれば当然、多種
多様な制度・施策を用意せざるを得なくなったわけである。

図表２－４　福利厚生制度の特性

このように福利厚生が、賃金や退職給付などの報酬制度とは異なる特性をいくつも具備していることは
明らかである。こうしたユニークな特性の存在が人的資源管理において独自の有効性を発揮する可能性を
もたらすと考えられる。しかしそれは同時に、制度設計やその編成、管理・運営などマネジメント上の難
しさが存在することも意味している。それは、有効性を発揮させるためには、これらの特性を十分に踏ま
えたマネジメントが必要となるからである。現物給付という特性は、その物質的給付が時間と空間による
制約を受け、従業員側の取引コストに影響を与えることが予想される。

例えば、保養所という現物給付が従業員にとって高い評価を得るためには立地の地理的な検討が事前に
十分になされなければならない。全国に事業所を展開する企業がどこに保養所を設けるべきかは従業員の
空間的、移動コスト的な重心点を無視することはできないことや、利用者の移動コストも含めた競合サー
ビスとの比較も必要となる。ある国内の化学繊維産業の大手企業が北海道の観光地に豪奢な保養所を建設
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したものの、近年の格安パック旅行商品と比較すると旅行サービスの質、価格とも劣るため想定した利用
者には到底いたらず、閉館されたというケースがある。このような失敗は賃金や退職給付といった現金給
付にはありえないのである。一方で、近年、注目されているメンタルヘルス施策などは従業員の抱えてい
るリスクに対して直接的な問題解決となり、現金給付では解決できない役割を果たすことができる。カウ
ンセリングという現物給付が最も効果的な対応策となりえたわけである。

このように福利厚生制度は、その特性、特殊性を最大限活かすことができるかどうかが、マネジメント
のあり方に大きく依存する性質がある。特性を無視すれじ浪費ともなるが、特性を最大限、活かせばコスト・
パフォーマンスの優れた人的資源管理制度となる可能性をもつている。

２−１−４．外形的構造…ビジネス・モデルとしての福利厚生
現在の福利厚生制度を企業内に根付かせるために、基本的なあり方を決定し方向づける評価変数となる

べき「理念」、そして制度が目的とする企業内あるいは企業と従業員との関係性の中で発揮されるべき「機
能」、そして企業の人的資源管理における「効果」など、基本的な枠組みをゼロベースで再認識する必要
がある。

このような、理念、機能、効果を改めて再認識することは、福利厚生の本質が何かを考えることに等しい。
良い機会なので、福利厚生とは何か、という基本的、根源的な問いを自問自答しながら考えてみたいと思う。

まずは、先の歴史的な経緯を踏まえながら、現在の形にまでに到達した福利厚生制度の外形的構造につ
いて確認してみたい。

福利厚生制度とは、外見的には「企業から自社の従業員に対して無償もしくは廉価（従業員負担を含む）
で提供される賃金以外の財・サービス、権限、金銭である」と考えられる。つまり、企業が提供主体となっ
て、受益者たる従業員に対して住宅、食事、衣服などのまさに現物（物財や利用権、サービス）や、祝い金、
補助金などの名目付き、これは緩やかな使途限定性をもつ現金（金銭）として提供される仕組みなのである。

このような「企業から従業員へ」と財・サービス等が無償もしくは廉価で提供されることの意味なり、
意義をどこに見出すことができるのだろう。企業にとってそれは決して本業でも何でもない。人事労務管
理としても必ずしも主たる機能とは捉えられていない。

そうした面倒な給付を行わなくとも、本当に必要な財・サービスは従業員本人が自ら市場で調達すれば
よいのである。その原資として、労働の対価として賃金を支払っているわけである。賃金は生活上の購買
力となって、一般の財・サービス市場でしかるべき価格に該当する対価さえ支払えば基本的に何でも手に
入るはずである（図表２－５）。わが国の賃金水準の決定には労使交渉等を通して基本的に生計費、物価
水準が考慮されているのだから、相当の贅沢品でない限り買えないものはないのである。それなのに、な
ぜ企業が直接、従業員に替わってそれらを提供しなければならないのだろうか。従業員が直接、生活に必
要な財・サービスを購入せず､ 企業が購買代行を行うということの必然性とは何かである。

図表２－５　福利厚生が存在しない世界
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さらに、そうした福利厚生の外見的な基本構造をもう少し分解的にみてみると、いくつかの要素構造と
して類型化され、それらの構成物として理解できる。

まず、社宅や独身寮、保養施設等にハコものに代表される現物給付型の施策については企業による財・
サービスの代理購買システムであり、同時にその財・サービスの無償もしくは廉価供与システムというこ
とになる（図表２－６最上段／現物型）。

次に、慶弔金、見舞金、各種の補助金などの金銭給付型はやや複雑で、代理購買は行なわず、現金を
直接、従業員に提供するが、それによる購買力は特定の用途、使途に方向づけされるという点で従業員の
購買行動が緩やかに制約される（同、二段目／現金型）。つまり、結婚祝い金などは、結婚に伴う様々な
支出に、介護ヘルパー補助は文字通り、当該費用の補填に使われることが期待あるいは強制されるわけで
ある。

さらに、近年、拡がる包括型アウトソーシングが導入されたケースでは、第一の要素に近いが、選択対
象となる財・サービス市場そのものがアウトソーシング企業によって契約あるいは提携された限定的なも
のとなる。つまり、財・サービスを提供する比較的少数の業者に限定されるわけである。これは、第一の
要素での企業による直接的な代理購買の手間暇を回避してやるものであり、この付加価値に企業は手数料
を支払うわけである。この一次的な選択の結果としての限定的な二次市場が従業員に提示され、彼らが選
択できる“狭い”市場（的なもの？）となる。

あるいは、近年の例ではその二次市場の中からさらに「わが社の従業員にふさわしい」財・サービスを
選択するという三次市場が従業員に対して維持されるケースもある（同、三段目／代行型）。つまり、企業
がまずアウトソーシング企業を選択し、さらに、その彼らの提供のサービスのうちわが社の従業員だけの
ためにさらに選択（限定）する。このケースはアウトソーシングを利用したカフェテリア・プラン（ＣＰ）
にも該当するものとなり、そこでは従業員は「クレジット」「ポイント」と呼ばれる擬似的な通貨、商品券
のようなものを使って三次市場での選択を行うことになる（同、最下段／代行＋ＣＰ型）。

以上、４つの要素構造から成る多層的なシステムとして現在の福利厚生が存在ししているのである。

図表２－６　福利厚生の四層型の外見的構造

・外形的構造がもたらす基本機能
こうして改めて、現在の福利厚生制度による財・サービスの調達・供給メカニズムをみてくると、企業

がなぜこのような複雑で、迂回的な、多重的な行動を取るに至ったのか、実に不思議にも思えてくる。先
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述のとおり、然るべき賃金で支払ってしまえば、シンプルで手間暇のかからないものを、わざわざ代理購
買して、使途限定して、二次選択、三次選択して、無償提供、廉価提供するとは、いかにも不可思議な行
動にも思えてくる。

なぜ、このような企業が行動を取らなければならないのか。その必然性を何に求めることができるのか、
を考えてみよう。

この理由として、福利厚生の「機能」、そしてそこから得られる「効果」という側面からいくつかの説明
が可能である。

第一は、「時間、空間的な需給のミスマッチの解消機能」である。「適時適所性」あるいはＴＰＯ性（Time
（時間）、Place（場所）、Occasion（場合））ともいうべきものである。言い旧された表現だが、福利厚生の
生成期の鉱山労働、製糸業などでは、従業員は遠方から山間部の深部や事業所に集められ、長時間の過酷
な労働に従事した。そこでは事業所周辺に飲食店、小売店も旅館もない僻地立地の事業所が大半で、従業
員を放置したとすれば、たちまち空腹で倒れ、野宿で消耗し、披露困憊してしまう。自宅から通勤できる
としても、長時間通勤過ぎる。これでは、有効な労働力として長期的に機能するはずもなく、生産活動に
大きな支障をきたす。事業主は給食施設を用意して、朝昼晩の三度の食事の機会を提供し、夜間は疲労回
復のためにぐっすりと就寝できる寄宿施設を提供するしかない。事業の円滑な遂行のためには、その時間、
その空間に予め用意した生活財・生活サービスを事業主が直接的に提供せざるを得ないわけである。これ
が福利厚生の生成期からの第一義的な存在意義であり、基本機能といえるだろう。この機能は、現在でも
託児施設、給食施設などにも当然、該当する。機能として別の表現を行うとすれば、業務遂行円滑化機能
ともいえよう。

第二は、企業による「大量調達による単位当たりコストの軽減機能」である。規模の経済性（economies 
of scale）とも呼ばれて説明されることも多い。従業員が個人で少量の単位で購買するよりも、一括で一時
に大量に購買した方が､ 個々の従業員が賃金を原資に購買するよりも、単価を引き下げられる。単純な費
用だけでなく、手間暇や輸送コストなども含めて効率化できる。レジャー施設への団体割引入場券､ 各種
の団体保険制度などが典型例である。この点について機能としての別の表現を行うとすれば、生活設計支
援機能となるだろう。

この第二の機能は、派生的にさらに様々な効果もたらしうるものである。一般の市場よりも低コストで財・
サービスを入手できることは、従業員の生活設計にとっても大きな意味をもつ。貯蓄余力を増すことで、
将来への備えを計画的に、より早くから行えるであろうし、自己啓発に資金を回す余裕もでき、人材価値
を高める可能性をもたらす。また、当然、そうした生活上の恩恵を失う転職、離職に対する心理的抵抗感
を高めることにもなり、定着効果を促進させると考えられる。打算的コミットメント（calculative 
commitment ）とも、ゴールデン・ハンドカフス（黄金の手錠：Golden handcuffs）ともいわれる効果である。

第三は企業としての価値判断、人的資源管理上の必要性認識に基づく「一次選択による誘導機能」であ
る。従業員個々の自由な意思に全てを任せない点には一定の経営合理性がある。この点について最近、筆
者が接した例としては、女性従業員向けの独身寮がある。近年の生産年齢人口の減少、雇用機会均等法の
浸透等により、企業は女性総合職の採用を増やしている。ポジティブ・アクションとして一定割合の採用
数を確保するケースも少なくない。しかし、独身寮などは既設のものは男性用のものが大半で、必ずしも
女性用に最適なものが準備されていない。では、地方から採用した少数の彼女たちに住宅手当だけを支給
して居住物件の選択を任せてしまってよいか。やはり、深夜帰宅を想定すれば、比較的治安の良い地域、
駅から距離の短い、リスクの低い物件、セキュリティに優れた物件に住まわせたい、となり、一棟借り上
げの女性用独身寮を用意することになる。
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財産形成商品についても同様で、専門知識の乏しい従業員が、リスクの高い金融商品で損失を被ること
は持ち家支援、老後の準備など生活設計上、好ましくない。仮に大きな損失を被れば、勤務態度にも悪影
響が出かねない、確定拠出年金なども同様だが、企業によって一次選択された比較的安定性の高い金融商
品を推奨することが妥当だという結論になる。この一次選択はアウトソーシング企業が提供するメニュー
をそのまま利用するケースもあれば、さらに、必要性の高いものとして絞り込むケース等もある。機能と
しての表現を行うとすれば、文字通り一次選択機能であり、企業が最適と考える財・サービスの利用への
誘導機能でもある。

第四の機能として、考えられるのは、従業員が賃金を原資にして一般の市場から財・サービスを手に入
れるのではなく、無償もしくは廉価で「企業の手からの提供」という形を取ることで「従業員を支援したい」

「従業員を大切にする」「従業員の幸福を願っている」といったメッセージを伝えることによる従業員の感情
や態度に表れる効果を期待できる点である。メッセージが狙い通りに受診され、理解されることで「リコグ
ニッション効果（承認：会社（経営層）は、自分（従業員）のことを考えてくれている）」なども期待される。

第四の機能からは、さらに第五の機能として「外部経済効果（external economic effect）の創出機能」
が期待される。以前、拙著でも紹介したことがあるEdward P.Lazear （1998）による米国での報告事例で
あるＡＵＬ生命保険会社のケースである。同社は高水準の福利厚生を提供しているが、そのなかでも最大
の施策のひとつが同社と同ビル内に設置したスポーツクラブである。ＡＵＬは自社の従業員がこのクラブ
に加入し、会員権を取得するに際して入会金の半額を補助し、かつ年会費についても50％の補助を行うと
いう手厚い対応を行った。結果的に従業員全体の25％以上がこのクラブの利用者となった。

しかも驚くことに、このスポーツクラブはＡＵＬが自ら設立・所有したもので、米国でも一般的に利用
されている民間のスポーツクラブへの法人会員権の購入による加入といった形態ではない。なぜ、施設建
設という高い初期投資を行ってまで、ＡＵＬは自社内スポーツクラブにこだわったか。ここで「外部性」
という概念が登場する。すなわち、企業という経済主体が展開する福利厚生制度への投資行動の中には、
従業員という外部の経済主体の行動を変化させ、その結果、正の外部性＝外部経済効果を発生させること
ができる、というものである。つまり、ＡＵＬが行っている企業側からのこうした手厚い補助がなされるこ
とで、それまで自分の健康管理に無頓着であった従業員層までが、補助を得られないことが機会損失であ
るとの感情や職場の仲間達の多くが参加するという理由からスポーツクラブへの加入に関心をもち、実際
に加入して、汗を流すようになった。わが国で例えるなら、毎夜、赤ちょうちんを飲み歩き、しばしば二
日酔いで出勤していた従業員が、この制度によって、ある日から急にスポーツウェアに着替えて運動をは
じめるという情景を想像すればよい。

これを換言すると、スポーツクラブ建設と補助という自社の人的資源に対する企業の投資行動が、その
内容が手厚いがために、企業という経済主体の行動だけではなく、その外部にある従業員の消費行動にま
で企業にとって好ましい方向性となるように影響を与えた。典型的な、正の外部性、外部経済効果が発生
した。またさらに、自社ビルにあることで、結果的に職場の仲間の多くが加入することになり、そこで同
じ会社の従業員間での友好的なコミュニケーションがなされ、その結果として従業員同士、さらには会社
との一体感や仲間意識、団結心が醸成されることが期待できるようにもなったと紹介されている。これは
肯けるところであり、組織コミットメント（organizational commitment）の高まりとして捉えることができる。
特に、組織コミットメントのなかでも最も価値ある情緒的コミットメント（emotional commitment）を高め
る効果が得られたことになる。これは、あちこちの民間スポーツクラブに利用が分散してしまっては期待
できなかった効果である。自社ビルにあって、自社が設立したクラブであることによって先の外部効果に
加えて、従業員感の一体感という大きな追加的な外部効果が得られたともいえる。これも福利厚生の四層
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型の外形的構造からもたらされたものである。

このように、福利厚生のもつ「財・サービスの市場からの代理購買による無償もしくは廉価提供」という、
一見、非効率的にもみえる外形的構造が、様々な機能を有すること。そして、それらの機能が互いに有機
的に結合するなかで、企業の人的資源管理に対して、様々な効果をもたらす可能性があることがご理解い
ただけただろうか。

現在の福利厚生が有する四層型の基本構造と、それによってもたらされるいくつかの機能、そして効果、
この一連の連結から成る構造体の輪郭が見えたわけだが、これが普遍的なものか、どうか。さらには、今後、
直面する複雑な環境変化ミックス（環境変化の複合体）に対してどの程度の適応性をもつものなのか。さ
らに検討が必要である。

これまで、こうした「福利厚生とは何か」という基本的議論や理解が不足していたようにも思われる。
換言すれば、表層的な言葉の定義だけの議論で済ませてきたようにも思う。

今後は、そうした基礎的な構造、機能、効果に関する正確な認識に基づいたうえで、福利厚生による人
的資源管理上の効果を最大化するための応用編ともいうべき検討がさらに必要となる。つまり、この基本
構造における利用上の役割分担、力点の配分、制度・施策間の役割分担、コストを考慮した効率的な運営
のあり方、などを整理して煮詰めてゆくことが求められるだろう。

特に、ここでの関心は、福利厚生によって得られる可能性のある経営的効果とは何か。その経営的効果
を得るための効率性、費用対効果をどう評価するか。などなど、福利厚生の存在価値を高めるための検討
にある。この経営的効果、特にコスト概念や制度特性の検討も含めて効果獲得のあり方について議論を進
めてみたいと思う。おそらく、この経営的効果の議論の先には、新しい福利厚生の理念が見つかるのでは
ないかと期待している。

現在の福利厚生の基本的構造が何か、という点とその構造から発していると考えられる諸機能について
概観した。

まず、外見的に観察できる基本構造として特定したものは「市場から企業の一定の意思の下に、財・サー
ビスの購買を行い、それを従業員及びその家族に対して無償または廉価による提供を行う代理購買・提供
システム」であった。これが現在の福利厚生である。企業による自己調達形態、あるいはアウトソーシン
グを利用する形態、さらにはカフェテリアプランを導入した形態など複合的なものとなっている現状だが、
その基本は「代理購買・提供メカニズム」にある。

では、この基本構造をもつ福利厚生制度が、どのような機能を発揮するものとなるのか。
機能とは、「システム全体を構成する個々のサブ・システムが果たしている固有の役割」と定義されるが、

福利厚生制度には、内包する機能として、先に整理したとおり、以下のような複数の機能をもつことが明
らかにされた。

改めて、再整理すると同時に、派生的な機能についても指摘しておきたい。

（基本構造からもたらされる基本機能）
① 「時間、空間的な需給のミスマッチの解消機能（適時適所性）」

企業等による財・サービスの事前購買もしくは予約による効用提供の適時適所性によって、問題解
決の即時性、有効性が期待される。

② 「大量調達による単位当たりコストの軽減機能（規模の経済性）」
企業による団体割引効果、卸売価格、低価格時購買によるストック化等によって、従業員が直接、市
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場で財・サービスを購入する価格より割安価格での調達と提供
③ 「人的資源管理上の必要性認識に基づく一次選択による財・サービスの消費誘導機能」

事前購入し、提供する財・サービスに対する一次選択効果が期待される。品質検証、や、当該財の
労働生産性への寄与性が優先される。

④ 「従業員の感情や態度を変容させる説得機能」
上記の機能が有効に機能することで、従業員に対して一定のメッセージを発信することができる。メッ
セージがねらい通りに従業員に受診され。理解されれば、感情や態度を変容させる説得機能が期待さ
れる。

⑤ 「外部経済効果（external economic effect）の創出機能」
先のＡＵＬの例にあるとおり、上記の機能によって、従業員の行動が好ましい方向へと変容すること
が期待できる。

この５つの機能が、先の外形的構造によって直接的に実現されることが期待できる機能である。そして、
これの機能がさらに二次的に機能を生成することになる。

これまでに言及した諸機能に加えて、他にもいくつかの派生的機能があると考えられる。

まず、労働市場の変質やグローバル化のなかで多様な生活背景や生活リスクを有する「人的資源の組織
への受容性、許容性を高める機能」があると考えられる。企業が提供する財・サービスのなかには、個人
に対する組織のインターフェイス能力、見方を変えると、個人の組織適応を容易にするものが少なからず、
そして優先的に調達される。例えば、近年で注目されたものとして託児施設がある。乳幼児の育児期にあ
る労働者にとって、仕事と育児の両立環境が提供されなければ、組織内で継続的に活躍することは難しい。
米国などでも、エイズ問題から母乳の勤務時間内での搾乳を行うポンピング休憩や専用室が提供されるこ
とで、母親である労働者に対する受容性を高めることができている。あるいは、今後の高齢の従業員も増
えてくると考えられるが、バリア・フリー環境、医療サポート等、高齢者の職場適応を支援する制度が注
目されてくるだろう。介護リスクへのサポート・システムなどの重要性も確実に増してくるはずだ。多角的
に優秀な人材を受け容れる

また、多くのレク系、イベント系を中心とした制度・施策等には、組織内での構成メンバー間での「コミュ
ニケーション創発・活性化機能」を有している。これは、①及び②の機能を伴って、例えば、社員食堂や
レク活動などの財・サービスの提供時において、同僚、上司、家族、他の事業所従業員などとの共通体験
が実現されるケースが少なくない。最近、取材した例では、大坂のＵＳＪが提供する福利厚生制度プログ
ラムが代表的である。某自動車メーカーが社員とその家族、合わせて三万人を、あの広大なＵＳＪパーク
を貸し切りにして、レク活動として利用に供した。社員や家族は、「わが社って（実は）すごい会社なんだ！」
と感動したことしてことは言うまでもない。こうした共通体験が、従業員そして家族同士の一体感や親近
感を醸成する効果をもたらしている。

ここで活性化されるコミュニケーションは、部門や事業所の異なる従業員間、雇用形態の異なる従業員間、
さらには他社の従業員や地域社会の住民との間など、日常の業務上のものではない新しいコミュニケーショ
ンを活発化させる機能である点が注目される必要がある。学卒採用者の早期離職問題、いわゆる“七五三問
題”などに対しても有効性をもつ機能とも考えられる。

最後に、企業による代理購買による「従業員負荷の軽減機能」についても解説しておこう。例えば、頻
繁に異動転勤する従業員にとって、転居異動先での社宅の事前確保や子弟のための転校情報の収集・提供
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といった支援サービスは、多忙な従業員が異動前後でパフォーマンスを維持するためには不可欠となる。
グローバルなリクルーティングを行っている米国の証券銀行などでも、こうした世界中から採用するハイ・
パフォーマに対する支援サービスは徹底されている。業務に対する精度や家庭生活に関わる雑事による時
間的、精神的支障を排除するためにコンシュルジュによる福利厚生制度支援サービスが提供されている。

以上の二機能を加えると、先のものと併せて全部で７種の機能となる。おそらく、さらに慎重に検討す
ればこれら以外にも内包されている機能が発見されるとも考えられる。

また、これらの単独機能は相互に影響を与え合う関係にある。
例えば、「大量調達による単位当たりコストの軽減機能」は、単に調達原価を下げるだけに止まらず、「説

得機能」に直結するものである。前号の日立鉱山の例でも紹介したように、市価と福利厚生での供給価格
との較差が、従業員の受益感覚に影響を与えるからである。市価と大差のない程度の低価格ならば、それ
ほど大きな恩恵を受けているとは感じないが、二割、三割といった大幅な廉価で提供されてこそ「さすが、
わが社は従業員のことを親身に考えてくれている」という受け止め方につながるのである。また、当然、「従
業員負荷の軽減機能」とも直結する。「時間、空間的な需給のミスマッチの解消機能」も、従業員側のニー
ズに合致した形で発揮されれば、「説得機能」を向上させるという密接な関係にある。託児施設などもそう
であるし、米国で夫婦の結婚記念日に多忙な夫に替わって、妻に花束を贈るサービスがなされている。「仕
事が忙しくても妻の事を忘れていない」と、貴重な評価が得られることで夫である従業員が残業、出張な
どで夫婦不和になる事が回避されることになるかもしれない。

このような多様な機能の存在、そして複数の機能間による相乗性などを検討してくると、企業による「代
理購買・提供システム」という現在の福利厚生の基本構造が、本業でもない非効率な企業行動、過剰な従
業員サービス行動とは言えないことに同意いただけるのではないだろうか。

同時に、これらの有効な諸機能の存在と特性を十分に理解した上で、制度全体の編成と運営を考えて行
く必要がある。つまり、これらの機能を効果的に活かすことで、様々な経営的効果が期待できることにな
るからである。

図表２－７　福利厚生の基本構造と経営的効果

２−１−５．経営的効果の理論と検証
・基本機能からもたらされる効果

検討された様々な基本機能から、あるいはこれらの機能が複数合成されることによって、どのような効
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果が湧出されるのか。
福利厚生の効果は、まず第一義的に、福利厚生に投資を行った企業に対する成果、企業経営にとっての

様々なメリットという観点での経営的効果がある。この効果が確認されなければ、福利厚生は単なるコスト、
いわゆる回収不能な埋没費用（sunk cost）となりやすい。地価が上昇していたバブル崩壊までの時期では

「ハコもの」施策への投資は含み益や担保力をもたらすという点で有利な投資でもあったが、もはやそうい
う時代でもない。福利厚生は本来の投資効果が求められている。すなわち優秀な人材に対する吸引力であ
り、定着力などであり、最終的には生産性の維持・向上、そして企業の競争優位に結実させるべき効果で
ある。採用力や定着力などは比較的多くの企業によって、直感的に認識されるものだが、これら以外にも
多様な経営的効果が期待できることがわかってきている。

例えば、従業員に対する予防的な健康管理施策やレクレーション施策は、体力的、精神的な面での労働
力としての潜在的価値を高める効果を持っている。また、メディアで取り上げられるような新進の施策導
入が、企業名を広く社会に知らしめる広報的効果をもたらすこともある。かつて、90年代にカフェテリア
プランを新規導入する企業が次々と現れたが、第１号企業も含めて大いにこの効果の恩恵に与った。これは、
労働市場にある潜在的人材に対する影響力だけでなく、当該企業の商品の消費者にも認知や好感といった
効果をもたらす可能性もある。あるいは、労働組合など従業員団体との良好な関係性を維持する上で福利
厚生での譲歩が効果的であることも過去からも指摘されてきた（佐口（1974）,藤田（2004））。つまり、労
使関係管理という面からの経営的効果も有することになる。この他にも、先の予防的な健康管理施策の成
功は、健康保険組合を通じて企業の法定負担（健康保険料の事業主負担）を直接的に軽減する効果をもち、
健康組合という組織の財務的健全性を担保することにもなる。企業にとって、このコスト削減効果は、時
には法定外福利費を上回る大きな財務的効果になることもある。

同時に、福利厚生の特色ともいえるが、経営的効果だけではなく、従業員の個人生活、家計に対する効
果が存在する点も重要である。

佐口（1974）が指摘したとおり、福利厚生には他の労務管理との決定的な相違性がある。すなわち、「企
業福祉は労務管理の一環をなしているといわれるが両者にはかなりの相違がある。①労務管理は、一般に
労働過程における従業員本人を対象とするのに対して、企業福祉は労働過程に直接関係のない私生活・社
会生活の場における従業員とその家族を対象としている。②労務管理は労働力消費過程の問題だが、企業
福祉は労働力再生産過程の問題である」これは、福利厚生の効果面での最もユニークな特色を指摘したと
いってよいものだろう。また、他の労務管理制度等には多くを期待できない、独自性の強い効果でもある。

また、この個人生活、家計面にもたらされる効果は、近年、注目されるワーク・ライフ・バランス（生
活と仕事の調和）の実現のための一方の核となるものであり、福利厚生がこの課題に貢献する上での重要
な効果と位置づけられる。「福利厚生からワーク・ライフ・バランスの時代へ」といった単純化された議論
が聞かれることもあるが、福利厚生の持つ生活面への直接的な効果、労働力再生過程への効果を抜きにし
てワーク・ライフ・バランスの実現は難しい。例えば、身体的・肉体的健康といった一次的効果をもたら
す施策としては、給食施設、体育施設、医療施設などがあるが、これらは福利厚生制度の中核的部分をな
すものである。あるいは、ライフプラン・セミナーなどを通じて、従業員に将来に対する明確な生活設計
意識を根付かせ、さらには社内の財産形成制度、生活保障制度などの利用を若年期から促進することで、
漠然とした経済的な将来不安を軽減することができる。レクレーション施策なども、ストレス解消策とな
るだけでなく、家族が一緒に参加すれば良好な関係性を助けることになる。もちろん、同僚な上司など職
場内での人間関係にも同様の効果が期待できる。

このような個人の家庭生活、職場生活などに対する直接的な効果、すなわち、生活効果が先の労働力再
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生産過程の核となる効果であることは言うまでもない。という点では、企業が最終的に期待する経営的効
果を生み出すための基盤となるものである。もちろん、逆も真なり、であって経営的効果が得られるが雇
用や所得が安定させ、職場が活性化されてくることになる。つまり、経営的効果と生活的効果の両者は相
互補完的な関係にあって、両者をバランス良く得るための運用、管理が求められるとも言ってよい。

このように福利厚生が企業と従業員にもたらしうる効果は、経営的効果と生活的効果に大きく二分され
る。そして両者の下位にさらに、より具体的な効果が存在すると考えられる。効果の全体的な体系として
の整理を試みたものが図表２－８である。

図表２－８　福利厚生の効果体系

家計的効果 － 生活費節約、貯蓄余力．．．

人間関係効果 － 家族関係(W&LB)、職場関係．．

心理的効果 － 安心感、幸福感．．．

身体的効果 － 身体的・肉体的健康．．．

従業員効果（Employee- level）
直接効果 － 労働力保全効果

－ 時間節約効果
間接効果 － モラール維持／ロイヤルティ

－ モチベーション
－ 組織コミットメント
－ 誘導効果／外部経済性

企業効果（Corporate- level）
直接効果 － 労働生産性

－ 人材吸引（アトラクション）
－ 人材定着（リテンション）
－ コスト削減

間接効果 － 労働市場へのアナウンス効果
－ 企業広告・ＰＲ効果

経営的効果

福利厚生の
効果

生活的効果 家計的効果 － 生活費節約、貯蓄余力．．．

人間関係効果 － 家族関係(W&LB)、職場関係．．

心理的効果 － 安心感、幸福感．．．

身体的効果 － 身体的・肉体的健康．．．

家計的効果 － 生活費節約、貯蓄余力．．．

人間関係効果 － 家族関係(W&LB)、職場関係．．

心理的効果 － 安心感、幸福感．．．

身体的効果 － 身体的・肉体的健康．．．

従業員効果（Employee- level）
直接効果 － 労働力保全効果

－ 時間節約効果
間接効果 － モラール維持／ロイヤルティ

－ モチベーション
－ 組織コミットメント
－ 誘導効果／外部経済性

企業効果（Corporate- level）
直接効果 － 労働生産性

－ 人材吸引（アトラクション）
－ 人材定着（リテンション）
－ コスト削減

間接効果 － 労働市場へのアナウンス効果
－ 企業広告・ＰＲ効果

従業員効果（Employee- level）
直接効果 － 労働力保全効果

－ 時間節約効果
間接効果 － モラール維持／ロイヤルティ

－ モチベーション
－ 組織コミットメント
－ 誘導効果／外部経済性

企業効果（Corporate- level）
直接効果 － 労働生産性

－ 人材吸引（アトラクション）
－ 人材定着（リテンション）
－ コスト削減

間接効果 － 労働市場へのアナウンス効果
－ 企業広告・ＰＲ効果

経営的効果

福利厚生の
効果

生活的効果

経営的効果

福利厚生の
効果

生活的効果

経営的効果

福利厚生の
効果

生活的効果

西久保（2004）より

・機能−行動主体−効果
また多様な効果の存在を考えてくると、経営的効果、生活的効果を実体化させるプロセスには、様々な

行動主体が関わっており、それらが変容・変質することによって、様々な「効果」として現れることがわ
かる。従業員、管理職などの組織内にある個人主体、そして、労働組合、健康保険組合なとの組織主体、
そして、さらには組織外の主体にも波及する。採用対象となる労働市場にある潜在的な人材層、さらには、
当該企業の製品の潜在的な購買層などである。また、経済的に、データ的に測定可能な効果、必ずしもす
ぐには経済的な明確な効果として測定できないものも少なくない。

主体である従業員単位でみても、反応の差異もある。「助けられた、感謝したい」と感じる従業員もおれ
ば、「これくらい当たり前だ」と考える従業員もいる。ある従業員にはプラスの効果が見られるが、制度利
用の対象者ではない従業員には逆効果になるケースなどもある。このように、福利厚生の効果は、多様な
様相を見せる組織現象でもあり、制度管理者からの完全なコントロールが難しく、継続的な効果測定もさ
らに困難となる。しかし、だからといってその存在を無視して制度開発・運営をしてもよいというわけで
はない。
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図表２－９　機能－行動主体－効果

このような福利厚生の効果について検討する際に、忘れてならないことは、この効率性である。コスト
パフォーマンス（費用対効果）である。いかに、企業経営にとって有用な効果が得られるといっても、多
大な費用を要するものとなれば、二の足を踏まざるを得ない。また、他の人的資源管理制度によって同等
の成果が得られる可能性があるとすれば、比較検討されるべきである。つまり、制度間において効果に対
して「代償性」がどの程度、存在するかという点ついて検証される必要もある。

いずれにしても「代理購買・提供システム」という基本構造をもつ福利厚生が、その構造によってもた
らされる諸機能があり、それが様々な行動主体に作用することで、最終的に彼らの変化として「経営的効果」
が現出される、という一般的なプロセスについて述べた（図表２－９）。この福利厚生の「経営的効果」に
ついてさらに詳しく考えてみたい。

・経営的効果の検証
では、実際に福利厚生への投資によって、効果、特に経営的効果を得ることができるのか。この投資（制

度導入・運用）と成果（経営的効果）との因果関係について検証を行ってみたい。
この効果検証については、西久保（2004）においても、企業標本を元に自発的離職率に関する検証、ま

た、従業員標本を用いて従業員態度（定着性、勤勉性、貢献性）、組織コミットメント等に対する効果の存
在について確認を行った。

本書では、それらの成果を踏まえて、さらに追加的な検証結果について紹介しながら、経営的効果の確
かな存在と、それが湧出するメカニズム等について理解を深めたい。尚、ここでの分析で使用される標本
は下記の定量調査である。無作為抽出された大標本調査であって、信頼性、母集団に対する代表性が確保
されたものである。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　調査概要　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
『人口減少社会における企業の福利厚生制度のあり方研究会　定量調査』
主催　 （社）企業福祉・共済総合研究所、（株）明治安田生活福祉研究所
調査設計（１）調査対象地域　東京都区部および政令指定都市

（２）調査対象者
＜企業調査＞正規従業員５人以上の民間企業の人事・（総務）・労務担当者でその部門で「福利厚生」に

関する業務について決定権があり半年以上経験がある、または福利厚生の選定・検討などに関わる業務に
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半年以上経験ある人（経営者、役員、正規従業員）
＜従業員調査＞上記地域に本社がある正規従業員５人以上の企業に勤めている正規／非正規従業員

（３）調査方法　インターネット・リサーチ（Ｗｅｂ調査）
（４）抽出方法　マクロミル社が保有する調査パネルより性別（男性、女性）、年齢（20代、30代、40代、

50代）などの基本属性構成を設定した上で無作為抽出。
（５）調査時期　企業調査：平成18年12月　従業員調査：平成18年12月

回収結果　　有効回収数　　企業調査　1,504サンプル
従業員調査　2,972サンプル（正社員2052票、非正社員1005票）
使用したデータは正規従業員（2052票）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
まず、表層的現象としての、制度利用、制度認知と従業員態度との関連性について分析を行った結果が

図表２－10、２－11である。
まず、図表２－10だが、これは従業員に対して「会社は自分や家族に対して、常に配慮してくれる」と

いう態度に対して、「そう思う」から「そうは思わない」までの５段階の選択肢を示して、自身が該当する
と思う態度を選んでもらう。そして、その５つの選択肢を選んだ層が、これまで何種類の福利厚生制度を
利用した経験があるか、その利用経験数の平均値を算出して、棒グラフで表現した。同時に、両者の因果
関係性を線型モデルとして検証している。態度を結果、利用経験数を原因とする因果関係である。この方
式で、「この会社に多くの恩義を感じる」という組織コミットメント（規範的コミットメント）との関係性
についても分析を行っている。

次に、図表２－11に示す分析結果も同様の方式で検証されたものだが、ここでは実際の利用経験数では
なく、まだ利用していない制度・施策も含めて、「自分が自社の福利厚生制度で、利用できる制度・施策の
種類数（利用可能認知数）」との関連性を検証している。実際に利用したことはないが、提供されていて
いつでも使うことができるという状態との関係性を意味している。

図表２－10　利用者経験数と従業員態度
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図表２－11　利用可能認知数と従業員態度

 

この二つの分析結果について解釈をすると、まず、利用経験数と二つの従業員態度との間には、統計的
にも明確な関連性、因果関係が存在することが明らかとなった。つまり、利用経験数の多い従業員ほど「会
社は自分や家族に対して、常に配慮してくれる」という態度を形成しており、反対に、利用数が少ない層
では否定層が多くなっている。「この会社に多くの恩義を感じる」という組織コミットメントについても同
様の関係が検証されている。充実した制度・施策が提唱され、よく利用されている企業ほどこうした人事
管理上、良好な態度形成がなされた従業員が多くなるというわけである。

より興味深いのは、利用可能認知数との関連性である。両者の因果関係の信頼性を示す値がより高いも
のとなっている。つまり、実際に利用した制度・施策数よりも、未だ使っていない制度・施策も含めた制
度環境の充実度との関係性が強くなっている。そうした恵まれた状況にあるという認識が態度形成を促進
しているのである。尚、提示された制度・施策とは図表２－12に示すものである。

図表２－12　制度・施策一覧

先に基本機能を検討した際に「従業員の感情や態度を変容させる説得機能」を仮定したが、この分析結
果をみるかぎりでは、確かにこの機能が存在しているようである。利用経験や制度・施策の認知が、従業
員に対して一定のメッセージとして発信され、そして従業員に受診され、認知されることによって感情や
態度をより良い方向に変容させる説得機能が作用したことが示唆されている。福利厚生のもつ強いメッセー
ジ性をうかわせる結果ともいえるだろう。ひとつの制度・施策の提供が「従業員を大切にしている」「家族
のことを考えている」といったメッセージとして受け取られている可能性がある。
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・賃金との効果比較
次に検証が行われたのは、福利厚生制度だけの単純な因果関係ではなく、もうひとつの報酬制度である

「賃金」と比較優位性の観点も導入した。また、経営的効果としての従業員態度についても、人的資源管
理上、明確な目的とされる態度を採用した。すなわち、「定着性」「勤勉性」「貢献意欲」の三種の態度で
ある。

三種の従業員態度の測定のために用いられた表現は図表２－13に示すとおりである。第一の「定着性」
については、「【A】現在の勤務先企業にできるだけ長く勤務したい【B】他に有利な転職先があれば、す
ぐにでも転職したい」という対極的な表現を提示した上で、回答者には、この【A】と【B】という対立的
な態度に、回答者自身が「どちらに近いか」という質問への回答が要求される。「【A】に近い」と回答し
た回答者は定着的な態度が形成されており、「【B】に近い」と回答した回答者は、定着的態度が形成され
ておらず、流出の危険性が高い状態にあると見なされる。「貢献性」「勤勉性」についても同様の尺度を用
いて測定された。また、先の標本調査（正規従業員 2052人）において設問され、この三種の態度につい
てのデータを得ており、７点尺度を５分類に再統合した上での相対分布図も図表２－13に示している。分
布は三種の態度ともに近時しており、やや歪度が高いがＡ、Ｂ双方に反応する標本が得られていることが
わかる。

図表２－13　従業員態度（定着、勤勉、貢献）の測定
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(2)

(3)

( )

(2)

(3)
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この三種の従業員態度を経営的効果変数として設定し、この効果を左右する要因として12種を投入して
回帰分析によって推定を行った。その結果、一定の有意性（影響力が統計的に認められる可能性をもつ変数）
を有すると判明したものを、図表２－14に整理している。

ここで注目すべき要因変数として、先にも用いた福利厚生の「利用経験制度数」を設定した。これは、
回答者のこれまでの勤続期間の間に何種類の制度・施策を利用した経験があるか、44種の選択肢の中から
選択させ、その経験数そのものを変数としたものである。

もうひとつ比較対象として注目したのは「賃金」である。この賃金については、回答者の直近の一年間
での給与収入額を変数とした。期間の違いはあるが、いずれも報酬としての客観的な量的側面を影響要因
として位置づけることとした。

この二つの要因変数が、先の三種の従業員態度の形成にどのような影響力を有しているかを比較検討す
る。先述のとおり、賃金と福利厚生との間には、経営的効果の獲得という点で、どちらが比較優位な手段
であるか、という点は重要な関心事である。また、両手段の間に「代償性」が存在するかどうかという点
も興味深いところである。

また、この二つの要因変数の影響力をより明確にするために、標本のもつ他の個人的属性についても分
析モデルに投入した。「年齢」「子供の有無（子供有りダミー）」「未・既婚（既婚ダミー）」「性別（男性ダミー）」
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の４種の変数である。これらの個人属性もまた、「定着性」「貢献性」「勤勉性」の三つの従業員態度の形
成に影響を与えている可能性が高いと考えられるからである。これらの個人属性変数の影響力を特定し、
除去するためである。

結論としては、まず福利厚生の「利用経験制度数」は、「定着性」「貢献性」「勤勉性」の三つの従業員
態度のいずれに対しても、統計的に非常に高い水準の信頼性での促進的な因果関係の存在が明らかになっ
た。つまり、様々な福利厚生制度の利用経験を有する従業員ほど定着的であり、貢献意欲が高く、勤勉な
勤務態度を志向する程度が顕著に形成されている。特に「定着性」への影響力が高く表れている。

一方、賃金については、「定着性」「勤勉性」に対する影響力が全く観測されていないという予想しない
結果となった。「貢献性」に対してのみ弱い影響力が抽出されている。

この両変数以外の個人属性変数については、「年齢」が「定着性」に対してプラスの影響力を、つまり
高年齢者など定着的。また、「男性」がマイナスの影響力をもつことが示されている、男性ほど有利な転職
話に乗りやすい、といった傾向があるとも解釈できる。「貢献性」「勤勉性」に対しては、個人属性変数の
影響は観測されなかった。

図表２－14　福利厚生と賃金の効果比較①

2052従業員調査　正規従業員　2052サンプル

さて、この比較分析の結果が示唆することは何であろうか。
まず第一に、「定着性」「勤勉性」といった従業員態度を経営的効果として得る上で、福利厚生制度と賃

金額の間には「代償性」は存在していないということである。つまり、定着性を高めるためには、賃金を
上げるだけではなく、既存の福利厚生制度の利用も促進した方が現在では明らかに効果的だ、という単純
な結論が導ける。このような定着性に対する福利厚生制度と賃金の影響力の非対称性は、2007年実査のデー
タで初めて抽出された結果で、筆者がこれまで何度か行ってきた西久保（1996）、西久保（1998）、西久保

（2004）などの定量調査分析では全く観測されなかった結果である。それら過去の分析では、賃金の影響
力は明確で、定着性を高めるための主たる要因であった。福利厚生の影響力は以前より確認されてきたが、
どちらかといえば補完的なものとも受け取れる結果が多かった。ところが、ここでの分析では、先のよう
な意外ともいえる結果となった。

このような賃金の、従業員態度に対する影響力の喪失の原因として考えられる点はいくつかある。
まず、第一は、わが国の賃金制度において浸透してきた成果能力主義によって対価性が高まった現在、

賃金額そのものに対して従業員が、かつての年功賃金に対して抱いていたような将来に対する期待感や安
心感、恩恵的意識が希薄化した可能性があるためと考えられる。評価や業績、能力が重視され、短期的に
年収が変動するような賃金制度が浸透するなかでは、有利な転職に対する抵抗感は薄らいで当然であろう。
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特に、現在の賃金額に納得していな層ならばなおさらであろう。また、ここで投入した変数は賃金の絶対
額そのものであった。金融や保険といった高賃金業種に勤務する標本だけが、定着的であるという説明は
難しい。加えて、その実額を受け取るまでの人事評価プロセスやそれに対する当人の納得感や満足感など
は全く考慮されていない。

いずれにしても、賃金が定着的態度や勤勉的な態度の形成に対する影響力を弱めることと対比的に、相
対的に、福利厚生の効果が強調されたということになる。このような結果から単純な推論を許されるとす
れば、「定着性」を高めたいとするときには、賃金の増額より、福利厚生の利用促進の方が効果的な可能
性が高いということにもなる。

図表２－15  福利厚生と賃金の効果比較②

 
従業員調査　正規従業員　2052サンプル

・経営的効果と生活的効果の関係性
先に示した効果の体系図（図表２－８）では、企業にとっての「経営的効果」だけではなく、「福利厚

生の効果」として「経営的効果」に加えて、「生活的効果」も含めた二側面が存在することを示した。こ
れは人的資源管理制度の中でも福利厚生や賃金制度などの報酬制度特有の効果構造とも思われるのだが、
企業の経営面に直接的に貢献する効果だけではなく、従業員の生活や家計そのものに対する効果が存在す
ることである。

では、従業員の生活とは何か。家計、家族関係、身体的健康、メンタル面での健康、教育、介護、退職
後の生活設計など全てが統合された現在から未来への実体である。福利厚生は従業員の長いライフステー
ジにおいて発生する様々な課題、問題、リスクに対して、各制度からもたらされる便益によって、課題解
決の支援、リスク処理の負荷を軽減する。例えば、近年の社員食堂で提供されるようになった健康維持に
配慮されたヘルシーメニューが廉価に提供されることで、若い従業員が社外のカロリーの高い外食ばかり
で、生活習慣病に陥るメタボ予備軍となることが回避されることは、彼の生涯にとって大きな、代え難い
効果となる。このときには、優秀な人材を、そうした疾病で失ったり、長期離脱されることで生産性の低
下を予防できるという企業経営にとっての効果と同時に得られる。労働力という生産要素が、他の物財・サー
ビス財等と決定的に異なる「人間との一体性」という性格からくる帰結である。

経営的効果と生活的効果の「同時性」、「相乗性」といってよい。現代的な表現をすれば、企業と従業員
の「Win － win の関係」と言ってよいのであろうか。

生活保障や財産形成、自己啓発に対する喚起と支援なども、そうした「同時性」、「相乗性」が強い分野
と考えられる。個人としての安心感や幸福感、将来への不安の軽減、明るい展望などが、職場での、勤勉
な態度、長期定着性、そして業務上の顧客からの信頼感や満足度の向上といった経営効果を生むことにつ
ながる可能性がある。いわゆる、ＥＳ（従業員満足）とＣＳ（顧客満足）との連結性である。
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筆者はこの二つの効果の関係性について、先の標本調査を元に検証を行った。自社の福利厚生制度に対
する評価について経営的効果と考えられる11項目、生活的効果の考えられる８項目を提示して、該当する
ものを複数選択方式で採取した。図表２－16に示すとおりの結果となった。従業員が自社の福利厚生制度
に対して多様な評価をしていることがわかる。最も回答率が高くなったのは「健康維持、リフレッシュで
きる（23.4％）」で、生活的効果であった。経営的効果の方では「会社に対する満足度が高まる（16.6％）」
という選択肢となった。

図表２－16　従業員の主観的評価から捉えた効果

2004 

この質問で得られた従業員の回答を、主観的な経営的効果、生活的効果としてそれぞれ合計（いずれも
選択した項目数の合計スコア）として、二つのスコア変数を合成した。まず、この両スコア変数は制度の
利用経験や認知によって決定されることが明らかとなった。つまり、自身が利用できる制度，利用して経
験のある制度が多いほど、経営効果、生活効果ともに高いスコアとなる、要するに多様な効果の存在が従
業員によって認知されることになる。次に、この二つの効果評価変数が、「定着性」「勤勉性」「貢献性」
などの従業員態度の形成にどのような因果関係を有するか、という点についてもパス解析という因果連鎖
の構造を検証する統計手法を使って検証を行った（図表２－17）。

この分析の発見としては、主観的な経営効果スコアは、直接的に「定着性」「勤勉性」「貢献性」に対して、
強い因果関係をもつことが明らかになった。一方で、生活効果スコアは、それらの従業員態度の形成には
直接的な因果関係が観測されなかった。つまり、企業にとって生活効果を高めても、有り難い効果につな
がらないという結果である。

このパス解析では中間項として「制度への満足度」と「勤務先企業への満足度」を導入して経路的な因
果性をみてみると、実は面白い結果が現れている（赤い矢印）。生活効果スコアは、「制度への満足度」に
対して因果関係を示し、さらに、そこで高められた制度満足度が、「勤務先企業への満足度」を高めること
につながっている。そして、この勤務先企業に対する満足度から、先の三つの従業員態度に強い因果関係
が得られている。この因果連鎖の解釈としては、従業員の主観的な生活効果の認知が、制度満足、勤務先
満足を経由して、最終的な帰結ともいうべき「定着性」「勤勉性」「貢献性」の醸成に寄与することなるわ
けである。したがって、従業員が生活において役立つ、有用であると評価できる制度展開に努めることにも、
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経営的意義があるといえるだろう。

図表２－17　従業員個人レベルでの生活効果と経営効果の関係性

２−１−６．経営的効果の波及性
この経営的効果と生活的効果という二分類を、さらに少し進めて考えてみると効果の「拡張性」の存在

に気づき、新たな分類が発想できる。実例で考えてみればよい。例えば、女性従業員に対する出産・育児
支援がある。その従業員個人の育児の負荷、その負荷は経済的、精神的、体力的など様々な次元で、彼女
を苦しめることになる。しかし制度が整備され、実効性の高い出産・育児支援制度が提供されれば、そう
した彼女個人の負荷を軽減することになる。育児ノイローゼや体調を壊すといった事態を回避できる。こ
れが、先の図表２－18にあるような従業員の主観的評価に該当する個人レベルでの効果である。しかし、
ここで顕著な効果が得られれば、当然、配偶者や同居の親、前子など家族との人間関係、さらにはチーム
メンバーである同僚、上司等の職場の人間関係、チームワックを良好なものとする副次的、派生的効果、
つまり、関係効果を生むことになる。

このような従業員の育児や看護、介護といった避けられない生活上の重大なリスク、緊急的なリスクに
対して必要十分な備え、いわゆるセーフティネットが完備されることは、職場生活での安心感や、企業に
対する信頼感や親近感、さらには企業と従業員、従業員同士の一体感、労使融和などの「集団凝集性（Group 
Cohesiveness）」として総称される組織レベル効果の創出にまで波及する可能性があると考えられる。

こうして効果が拡張する過程で、対外的な効果の可能性が出てくる。例えば、メディアや外部機関が行
う様々な企業評価、わが国では「働きやすい会社ランキング（日本経済新聞社）」、米国では「賞賛される
会社（Most Admired Companies：米Fortune誌）」などがある。加えて、公的機関からも「ファミリーフレ
ンドリー表彰（厚生労働省）」「均等・両立推進企業表彰（同）」などを代表とする顕彰制度での評価が行
われる。

これらの企業評価情報は瞬く間に、労働市場にアナウンスされることになり「大学生就職人気ランキング」
などに反映されてゆく。もちろん、現在では雑誌メディアの取材情報などを起点とするネットでの口コミ、
現社員が「書き込んだり」「つぶやいたり」する評価情報などが好評価であれ、悪評であれ、予想超えて
拡がってゆく。好評を得るとなれば、企業の採用力を決定する労働市場での好意的な「評判（reputation）」
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を得るこという大きな効果を手にする。
最近では、資本市場にも影響を与える構造ができあがっている。ＣＳＲ（企業の社会的責任）が投資基

準として重視されるようになって久しい。社会的責任投資（SRI ＝ Socially Responsible Investment）が
世界的な拡がりを見せており、わが国でもSRIファンド（SRI投資信託）が数多く設定され、投資残高で
一兆円に迫る勢いである。例えば、その中で代表的なものとして、「住信 SRI・ジャパン・オープン（愛称：
グッドカンパニー）」「三菱UFJ SRIファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）」などがある。これらのファ
ンドの投資対象として優先的に採用されるのが、先のランキング等で上位にくる企業であることは言うま
でもなく、結果的に安定的な株式保有、株価の維持という大きな経営的効果にまでつながる可能性をもた
らすことになる。

メディアや外部機関のランキング公表、顕彰に代表される評価情報は、労働市場での潜在的な人材や投
資家だけでなく、さらに当該企業の商品・サービスの購入者たる、消費者に対しても好影響を及ぼす。何
より、企業名の認知が一気に拡がることで、消費者の安心感や信頼感の醸成につながる可能性が高い。

これら波及効果は全て外部のステークホルダーが行動主体となってもたらされる外部効果と位置づけら
れる。

図表２－18　効果の拡大波及性

この拡大的な波及効果を段階的に整理すると図に示すように「個人効果」→「関係効果」→「組織効果」
→「外部効果」として連動する四種のものとして分類できるだろう。この四段階は総じて、前段階では生
活効果の比重が大きく、後段階となるほど経営効果の比重が大きくなると考えられる。個々の効果として
考えられるものを整理したものが、図表２－19であるが、確かに消費者や投資家、労働市場にある潜在人
材などの効果主体にまで好ましい効果を期待することは難しい部分がある。しかし，現実的にこれらの外
部効果の恩恵を受けている企業例も少なからず存在することも事実である。ＣＳＲやネットの拡がりなど
を背景に、企業評価が多面的、多元的なものとなってきた現代ならではの効果といえるだろう。
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図表２－19　段階的効果の内容

 

生活効果 経営効果

従業員個人

家族

同僚・上司

労働組合等

効果主体 効果段階

健康保険組合

労働市場の潜在人材

顧客・消費者

株主・投資家

従業員個人

家族

同僚・上司

労働組合等

健康保険組合

労働市場の潜在人材

顧客・消費者

株主・投資家

しかし、一方でこのような多段階の効果が存在するとして、かつ、それらが因果関係的な結合性を有す
るということが何を意味するか。企業が福利厚生という手段を通じて人的資源に対する投資を行うときに、
段階が後段に至るほど、企業が歓迎したい投資効果が拡がるとすれば、四段階の全てのステージでの効果
を得ることができるような制度展開が戦略的に意図されることが重要なのである。特に中小企業にとって
は、労働市場での評価まで到達させることが必要となる。

次に、福利厚生の効果を得るための投資形態の分類をみておきたい。効果を考える上で、最も重要な側
面が、費用対効果、つまり、どの程度のコスト負担、投資額で、どの程度の効果が得られるか、というＲ
ＯＩ（Return On Investment）の観点になるである。

福利厚生による給付や便益を得るための投資、つまり費用投下には、まず、第一に企業が法定外福利費
という費目によって直接的に制度の開発、運営、給付を行うケース。いわば、「直接投資型」といえる形態
である。そして第二の形態は、従業員の任意加入意思に基づく団体保険、財形制度等に代表されるケースで、
得られる給付やベネフィットの対価の負担は企業ではなく、従業員自身が担うものである。これは企業か
らみると「間接投資型」といえるのではないだろうか。

もちろん、このケースでも企業が何の負担をもないかというとそうではなく、そうした自助努力型の制
度の導入を行い、団体性に基づく低廉良質な商品性を訴えることなどによる募集行為を代行する。あるいは、
任意加入の従業員に対して補助金を提供するケースも少なくない。しかし、それらの負担はあくまで附帯
的なものであって、コアとなる給付、ベネフィットの対価を負担しない。つまり、企業は制度の利用環境
を提供するだけであるが、従業員が生活リスクの軽減を図る、あるいは老後に安心できる資産形成を行う
などの「生活効果」、さらには、そこから波及するであろうと期待する定着性、勤勉性などの「経営効果」
の獲得も狙っている。

近年、拡がってきた総合型のアウトソーシングの利用は、分類が難しいが、「間接投資型」と一種とみる
べきと考えられる。従業員一人当たりの会費負担は企業が行うが、宿泊施設や自己啓発プログラム等の給
付の対価、サプライヤーと呼ばれる事業者が割安な価格で提供するものであるが、この効用の対価は従業
員が負担するケースが多い。ただし、これがカフェテリアプランと統合されたプログラムである場合は、
やや複雑で、「直接投資型」に類型化されるのが妥当であろう。つまり、どのような制度、サービスを利用
するか、の意思決定は従業員に委ねられているが、対価となる費用負担は企業が提供したポイント（法定
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外福利費に充当）が費消されるからである。ただし、さらに複雑なのは近年の同プランの中には、他の制
度への誘導効果を狙って従業員自己負担との折半負担のメニューなどが少なからず存在する。これは明ら
かに「折衷型／マッチング型」と呼ぶべきだろう。

福利厚生制度の効果に関連して特筆しておきたいのは、「間接投資型」によるものである。これは企業
の直接的な負担がなく、従業員の任意の支出によって、ベネフィットを得るものであるため，生活効果は
当然、従業員によって期待されるのだが、経営効果の存在が疑われてきた。それらの制度のヘビーユーザー
が、打算的コミットメントの高い従業員ではないかと想定されていたからである。

しかし、最近行った従業員調査の分析では、この疑問が間違いであることが明確となった。職場に用意
された「間接投資型」の様々な自助努力型商品等に加入することで、企業にとって良好な従業員態度が形
成されている可能性が高いことが判明したのである。

・自助努力型の施策の経営的効果
これまでの経営的効果の分析において前提としていた制度・施策は、企業が費用負担して調達し、従業

員に無償あるいは低廉な価格で提供するタイプのものであった。文字通り、企業の投資行動としての福利
厚生である。しかし、福利厚生はそうしたものだけではなく、

従業員個人の自助努力、そして従業員間での相互扶助を効率的に実現する「相互扶助・自助システム」
と呼べる領域がある。このシステムの代表となるのが任意加入の団体保険・団体年金で、受益者負担、す
なわち従業員による掛金負担が基本となる。企業の負担は伴わず、運営に際しては保険開始等からの事務
費収入なども期待できる。つまり、企業にとっては実質的な費用負担を要しない制度となる。

現在、この「相互扶助・自助システム」が十分に浸透、機能しているとはいいがたい。企業側もこうし
た自助努力型団体保険・年金商品に関する関心は必ずしも高くはない。図表２－20の調査結果にみるとお
り、自助努力型の団体商品の導入率、加入率は低調である。団体性商品は、従業員にとって負担面、加入
の容易さなどの点で有利であることは間違いない。給与天引きとなる点も、優先的な生活設計行動となり、
持続性が期待できる。企業は直接敵な負担がないたけでなく、事務費収入が得られるなど制度導入を躊躇
する理由はないはずである。制度導入がなされていても、従業員に十分に認知されていないケースも多く、
周知の努力が不足している面もある。

図表２－20　自助努力型団体保険・年金商品の加入実態

2007
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企業が導入に低調なそれは先に述べた企業負担型の制度・施策と比較して、十分な経営的効果が期待で
きないとみているからではないかと筆者は思っている。そこで、こうした自助努力型の団体保険・年金商
品に代表される「相互扶助・自助システム」が、企業に対して経営的効果をもたらすものであるかどうか
を検証してみよう。

図表２－21に示したが、まず、経営的効果としてここでも従業員の勤務先企業に対する定着性を用いる。
図表２－13で使った尺度で採取した態度分類（５分類）と、自助努力型システムに対する加入実態との関
係性を捉える。ここでは従業員が毎月天引き拠出するタイプの任意加入の団体年金の加入者と非加入者（加
入できるが、加入していない）で、この定着意向の分布の違いを統計的に検証している。結果としては、
分布図で明らかなように、加入者での定着意向派の分布が明確に多いことが確認できる。つまり、加入者
層においてより定着的な態度に分布的に傾斜しているのである。この分布上の差異については統計的にも
高い信頼性が得られている。

図表２－21　任意団体保険加入と定着性、勤勉性

2 ( )  0.0002 ( )  0.000 2 ( )  0.0002 ( )  0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このような自助努力型商品の加入行動と従業員態度との関連性は定着性だけではない。勤勉性、貢献意
欲、勤務先への満足度などの様々な従業員態度との関連性の検証されている。また、団体商品についても、
財形制度、任意加入型団体定期保険、任意加入型所得補償保険などほぼ全ての団体商品についても経営的
に有効な従業員態度との関連性を確認することができる。

団体保険という性格上、従業員にとっては勤続を前提とした加入であり、加入者は自ら一定の勤続継続
の必要性を認知、つまり、離職に伴うコストを認知することにより、離職抑制効果を示していることも推
定される。結果的には、こうした自助型の加入が長期勤続に対する一種の“踏み絵”的な機能を果たしてい
る可能性もあるとも思われる。つまり、「この会社でずっと頑張る」という自らの意志を確認する行為に近
似するのであろうか。このような資産形成（老後資金、住宅）を計画的に意図するタイプの制度では、定
着的態度との関連性が顕著に観測されることからも、老後の不安解消との対価としての勤務継続への効果
があるものと思われる。

一方で、団体定期保険に代表される遺族保障および所得補償に対する自助努力行動は「勤勉性」「貢献
意欲」と正の関連性が確認されている（図表２－22）。これらの商品性が家族への保障・補償の確保によ
るセーフティネットとして認識されることで、業務への専念や組織へのコミットメントを高める効果をもた
らしているとも考えられる。つまり”後顧の憂いを絶って”家族のため仕事に全力投球できる、といった感
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情形成がなされるためかもしれない。

図表２－22 任意加入型保険と従業員態度

さて、このような分析結果みてくると、法定福利費負担の上昇も含めて予算制約が強まるなかで、難し
くなりつつある企業の費用負担に依存した「直接投資型」の福利厚生だけではなく、企業が「間接投資型」
によって従業員の自助努力のための環境を提供し、彼らが主体性を発揮する“場としての福利厚生”を大き
な柱として確立する必要がある。こうした「財産形成」「生活保障」などの生活設計分野での注力も、企
業にとっての「経営的効果」という観点でも有効性をもつことが明らかになった。

このことは従業員の将来への不安を自身の努力によって解消するという「生活的効果」の側面だけに止
まらず、企業の人的資源管理において期待される効果ともいうべき良好な従業員態度の醸成にも寄与する
という「経営的効果」も期待できるのである。
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２−２．良い会社と福利厚生の関係性

バブル崩壊意向、景気後退期が長くつづいてしまったことからか、数年前までは買い手主導の労働市場
を背景に、従業員を酷使して過労死やメンタル不全、早期大量離職といった職場病理を蔓延させながらも
企業成長を優先する“ブラック企業”がずいぶんと耳目を集めた。ネットでも、ブラック企業表彰といった
シニカルな動きも始まったこともあってメディアだけでなく、政府まで、その対応に乗り出さざるを得ない
動きとなった。

しかし、アベノミクスを契機として経済が好転するなかで、大きく流れが一変しはじめた。象徴的な出
来事として、アルバイト社員に深夜の単独店長業務を強いた大手外食チェーンが人手不足から新規出店は
おろか、既存店の休業、閉店に追い込まれるような事態に陥った。長く続いた買い手主導の労働市場から
の潮目というか、その変化を見誤ったということでもあるだろう。こうした労働市場の転換を受けてか、
非正社員から正社員への転換制度を発表するサービス産業、飲食産業も急に目立ってきている。先のよう
な人手不足によって事業に支障をきたすような経営危機を回避したいという企業心理の顕著な現れといっ
てよかろう。

しかし、単に非正社員を正社員にすれば総て解決ということではなかろう。「人手不足」という経営リス
クが現実味を帯びてきたなかで、社員という存在に対してもう一度、新たな姿勢を示さなければならなく
なってきたのでなかろうか。

失業統計をみても、労働市場の改善の流れは明確に現れてきている（図表２－23）。
2009年、2010年と続けて失業率5.1％とピークをつけた後から、改善が続き、2014年４月には3.6％にま

で低下した。実数でも、バブル崩壊後の2002年には359万人、その後、2009年にも336万人にまで達して
いた数値が、直近では236万人にまで大きく縮小している。また、有効求人倍率（パート除く）の動きを
みても同様で、2009年には実に0.49倍にまで落ち込んでいたが、2014年１月には、1.09倍と１倍を回復し、
その後も１倍を維持している。先の人手不足問題で注目されるパート労働市場での有効求人倍率は、2013
年には既に1.24％となり、2014年に入ると、1.45％、1.49％とかなりの高水準に達している。

このようなわが国の労働市場での需給関係の変化、改善が今後、労使関係や賃金水準、そして、採用行
動等の人的資源管理などに影響を与えていくことは間違いない。
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図表２－23　近年の労働市場の動き

まずは、先のブラック企業などと労働市場で名指しされた企業にとっては、今や戦々恐々といった気分
ではなかろうか。そうした労働市場での悪評は単なる人手不足だけではなく、サービス業や飲食業等では
不買といった、本業への深刻な悪影響が起こる可能性も指摘されているとおり、「評判を失ったときのコス
ト（reputation risk）」は、取り返しのつかないほど大きなものとなる危険性を含んでいるのである。

いずれにしても、企業にとって改めて大切なステークーホルダーとしての労働者、従業員との関係を良
好に保つことの必然性であり、重要性を再認識すべき時機にあるように筆者は感じている。換言すれば、“ブ
ラック企業”などに対置させるべき新しい企業像と何なのか。企業の生存・成長と共存しながら、従業員生
活との間に良好な両立関係を保ち、さらには相互的な貢献関係を構築することで競争力を高める経営とは
何か。また、そのための新しい人的資源管理のあり方、そしてその中での福利厚生の役割を再考しなけれ
ばならないのではないかと考えるのである。福利厚生の本質、本来的な役割を再考する上で、企業事例を
元に考えてみたい。

・事例: 伊那食品工業
筆者は「社員を大切にする会社」として有名な伊那食品工業を訪問し、取材する機会を得ることができた。

既に、テレビの経済番組などにも何度か登場している有名な企業であるが、現地の伊那市本社に尋ねて直
接、お話をうかがえた（写真は本社）。このユニークな経営を実践する企業を題材として、先の新しい企業
像を探ってみたいと思う。
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（本社社屋　2014.5.17 筆者撮影）

伊那食品工業は、長野県伊那市にある寒天製品、ゲル化剤の製造企業である。寒天の加工技術の開発に
注力することによって、成熟市場であった寒天製品での市場創造をすすめた。その成果として多様なダイ
エット食品はもとより、食品の成型材、化粧品、医薬品にまでさまさせ用途開発によって市場開発を実現
した企業である。消費者向けの一般食品市場では「かんてんぱぱ」というブランド名で様々な新商品を提
供している。一方、業務用市場では「イナアガー（英語でイナ（伊那）寒天）という意味」というブラン
ド名によって多くの商品を販売している。

2008年（平成20年）には創業以来48年間増収増益を達成し、プレジデント誌にて取り上げられる。毎年
着実に成長する経営に関心を抱く企業人は多く、トヨタグループ、帝人ローソン、リッツカールトン等を
初めとして名だたる大企業が数多く見学に訪れ、また、同社を牽引してきた塚越寛会長も多くの企業、経
営者団体などに招かれており、その経営の秘訣について教えを請うものが後を絶たないという。

当社の経営理念は、塚越氏が標榜してきたもので「年輪経営」という言葉で表される。
同氏が先のような長期間の増収増益の秘訣を尋ねられたときに、「会社ですから、山あり谷ありです。し

かし、いい時も悪いときも無理をせず、低成長
・ ・ ・

を志して、自然体の経営に努めてまいりました」と述べて
いる。そして、「木の年輪のように少しずつではありますが、前年より、確実に成長していく、この年輪の
ような経営こそ、私の理想とする経営です」と結論づける。

また、過去の資金難に苦しんだ時期の経験から、そうした着実な低成長の原動力として「最大の生産性
向上策は、社員のやる気アップ」にあると確信したと著書4の中で述べている。これが50年近く、一切の
リストラを行わないどころか、寒天の仕入れ先としてインドネシアや南米などとの国際業務を展開しなが
らも「自分なら嫌だから」と海外赴任をさせないほど従業員を大切するという経営につながっている。

筆者の関心事はやはり福利厚生にあるのだが、福利厚生制度としては、実のところ特段、当社には目新
しいものや格段に充実したものがあるわけではない。当社HPに本年度の採用情報として掲載されたものは、
大企業ならばその多くが保有されるものばかりである。

しかし、その経営における「位置づけ」という点において特筆すべきなのである。以下は現在の当社の
HPにも掲載されている福利厚生制度に関する表記である。なかなか対外的に書ける内容ではない、という

４ 「リストラなしの『年輪経営』」（塚越寛著）光文社、2009 年
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のが筆者の率直な感想である。

・社員の幸せのために（福利厚生）
『当社は人件費を「費用」とは考えていません。 人件費は企業活動の目的そのものだと思います。 福利

厚生についても同じです。 例えば兄弟とか親しい友人で事業を起こしたとします。 その時に、人件費が
少なければ少ないほどいいと思うでしょうか。 福利厚生も無いほうがいいと思うでしょうか。 そんな事は
ないはずです。 みんなで一生懸命に働いてより多くの報酬を得、快適になる事は目的のひとつであり、増
やす事はあっても減らすべきではない大事な事だと考えています。』（現在の当社HPより抜粋）

図表２－24　伊那食品工業の福利厚生の紹介①

当社HP（採用情報）より抜粋
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図表２－25　伊那食品工業の福利厚生の紹介②

当社HP（採用情報）より抜粋

図表２－26　伊那食品工業の福利厚生の紹介③

当社HP（採用情報）より抜粋
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これらの制度・施策の中で同社の特色ある福利厚生として取り上げるとすれば、塚越氏が著作でも詳し
く紹介されている社員旅行であろうか。１年おきに海外への社員旅行を1969年から実施しているが、これ
は単なる娯楽としてではなく、社員たちの教育効果とも捉えており、世界に見聞を広め、他国の様々な状
況を目の当たりにすることで、自分自身や自らの会社のあり方を見つめ直す機会や、社員同士の結束力を
高めることにつながっている、と述べている。「社員旅行が楽しくないということは、職場が楽しくないと
いうことです。そんな職場で働いている社員は不幸せでしょう。モチベーションが高まるはずもありません」
と同氏が指摘するように、職場が健全か、活性化しているか、のバロメータとしても社員旅行を捉えてい
るのである。

同社は現在、社是として「いい会社をつくりましょう。　〜たくましく　そして　やさしく〜」という
言葉を掲げている。また、企業目的として「企業は本来、会社を構成する人々の幸せの増大のためにある
べきです」として、現在の企業社会に語りかけている。加えて、「企業価値とは、株式時価総額といった
市場が決定する客観的なものではなく、社員の幸福の総和である」とも断言している。

福利厚生は、つまり社員を幸福にするという企業目的を実現するための手段として位置づけられ、利益
よりも優先される。「利益は経営のカス、利益はウンチです」と表現する塚越氏にとって、賃金や福利厚生
をはじめ、取引先にも無理せず儲けて貰う、地域社会にも貢献をする、といったバランスの取れた経営が
実現できた後に、自然と残るものが「利益」でなければならず、それを先に追い求めて、様々なものを犠
牲しようとすることの愚を戒めている。社員を大切にし、そのモチベーションを原動力として着実な、長
期的な低成長を実現しようとすることが、まさにバランスを重視した年輪経営なのである。

この社是を実現するために社員に対しても、以下の四点の「心掛け」を求めている。
■ ファミリーとしての意識をもち、公私にわたって常に助け合おう。
■ 創意、熱意、誠意の三意をもって、いい製品といいサービスを提供しよう。
■ すべてに人間性に富んだ気配りをしよう。
■ 公徳心をもち社会にとって常に有益な人間であるように努めよう。

こうした心掛けが毎日、体現されているのが清掃活動である。広大な本社敷地を含んだ「かんてんぱぱ
ガーデン」で社員達は、毎日、自発的に清掃活動を行っている。もちろん、敷地内だけではなく、周辺も
含めてである。また、各地の支店や営業所でも同様の清掃活動や花壇への植栽活動が展開されている。筆
者らは、清掃用具の倉庫まで見学させていただいたが、さすがに山林を含んだ広大な敷地を対象とするこ
とや降雪地帯であることからか、除雪機などもあってホームセンターさながらの清掃用具のラインアップに
驚かされた。

この清掃活動も不思議なことに別に担当制やノルマがあるわけではなく、手の空いたときに社員が自発
的にやっているとのことで、樹木の整枝と剪定などでは、プロレベルの技能をもつ社員が育ってきている
と述べられていた。
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（清掃用具倉庫　2014.5.17 筆者撮影）

同社の面白さについてここでは、そのごく一部にしか紹介することしかできないが、「良い会社と福利厚
生」の関係を考えるには、十分すぎる材料を提供していただいた。未だ十分に消化できていないが、この
取材で、いくつか得られた中間的な結論を述べてみたい。

まず単純なあたり前の結論は、「福利厚生が充実している会社が、良い会社ではない」ということである。
今更という話だが、福利厚生はただの手段に過ぎないのであって、手段はその目的が無ければ、あるいは、
目的が達せられなければ無意味だということであろう。ただ、同社のように「社員を大切にする」「いい会
社をつくる」「社員の幸福の総和が企業価値」と断言する企業にとっては、福利厚生は、多くの用途とし
て活用できる有用な手段となるのである。

もうひとつは、それがいかなるものであれ、経営者の理想や考え方を投影し、経営理念を端的に表現し、
そして社員全体にそれを伝達する手段として福利厚生は色々な絵を描くことのできる絵の具であるという
点である。

例えば、同社の福利厚生の中にあるテーマであり、本質のひとつは間違いなく「家族」である。リスト
ラをしない、海外単身赴任をさせない、家族手当、結婚祝い、出産祝い、多くの対応が「家族であれば当然」
という制度・施策ばかりである。また、楽しい社員旅行をやろうとしているのではなく、家族旅行だから
楽しいのは当然なのである。家族的な結束力を持って安定的な経営と長期的な成長を実現してきたのであ
る。

もちろん、家族的な会社＝良い会社というわけではない。どのような良い会社を目指すかは、経営者、
社員が決めて自由に選択すればよい。そのとき、それぞれの「良い会社」という絵を多彩に描く上で、福
利厚生という絵の具はダイレクトな手段となりうる。これは福利厚生のひとつの存在意義であろう。

・事例：昭和期の本田技研
“良い会社と福利厚生”の関係を考える上で、もう一社、印象的なケースを考えてみたい。それはホンダ

である。
ホンダの創業者である本多宗一郎氏は、数多くのエピソードが知られる個性的な創業経営者であるが、

福利厚生に関連して筆者がひとつ感銘を受けたものは次のようなエピソードである5。
1950年、同社が浜松から東京に初めて進出したときに、最初に埼玉県和光市に中古工場を購入すること

になるのだが、恒常的な資金難の状態であった当時の同社が、やっと購入できた工場は、相当のオンボロ

５「人間の達人　本多宗一郎」（伊丹敬之著）p31 より。PHP、2012 年
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で雨漏りまでするような代物であったらしい。その老朽化した工場の補修工事をやろうとしたときに、宗
一郎氏が真っ先に着手させたものが「トイレ（便所）」であった。当時はまだ贅沢品で珍しかった水洗トイ
レの設置を強く命じている。金庫番として見事なコンビを組むことになる藤澤武夫氏は「ぜいたくだ」と
苦言を呈したようだが、当人は「人間は入れるところ所、出すところをきれいにしないで、どうして美し
い製品が生まれるのか」と、不思議な理論武装によって強く反論して押し通した、と伝わっている。ちな
みに、「入れる所」というのは、食事、つまり社員食堂であり、「出す所」が、まさにトイレというわけで
ある。

このくだりを取材し、執筆された一橋大学の伊丹敬之氏は、この宗一郎氏の発言の背景には「左手は支
える手、目立たないが大切にしたい」と普段から語っていた信条の現れ、と評している。当然、目立つ右
手である自分（宗一郎氏）を支える従業員などのスタッフを大事にしなければならないという思いがある
ことは言うまでもない。この言葉そのものは、作家、城山三郎氏が宗一郎氏に四日間の密着取材した際に
発せられた次の言葉にもある6。「ハンマーをふるう右手は、いつも目立ちますよ。左手は陰になって、い
つも犠牲になって。だから必要ないかといえば、とんでもないことで、左手があるからこそやれる。（中略）
人間の組み合わせもそうじゃないですか。地味にやっている人たちがあればこそ、何とかなる。そういう
左手は右手がかばってやることです。いや、必要以上に可愛がっていいんじゃないですか」と述べた。
「入れる所」の方についても、城山氏の著作のなかで、面白いエピソードが紹介されている。
ホンダのまだ創生期ともいえる時期に画期的な大型スクーター「ジュノオ号」を開発・生産している現

場での話である。発売間際になっても、凝り性で完全主義者の宗一郎氏は、期限を無視して改良に、改良
を加えようとするために当時、30人ほどの社員は否応なく残業に次ぐ、残業で、毎日が深夜までの勤務となっ
た。そこで、深夜になると本田さち夫人がいつも夜食にうどんをつくって供していた。空腹の若い社員た
ちが大喜びで殺到するなかで、宗一郎氏はいつも列の最後尾にしか並ばなかったという。当時、部下だっ
た幹部社員が「社長、前へどうぞ」といくら譲っても、決して前には出なかった。その姿をみて、彼は「こ
ういう人の下で、生涯働きたい」と心に決めた、語っている。何気ない風景のようだが、つい涙腺がゆる
む話ではないか。

ホンダという会社のこうしたオープンな、風通しの良い企業文化はずっと引き継がれ、大部屋方式の役
員室や「ワイガヤ（WAIGAYA）」という職位、学歴など一切問わずに議論をぶつけあう当社自慢のブレー
ンストーミングなどにつながっていくのである。
「入れる所と出す所」が大事、という宗一郎氏の発想の本質が、人間に対する尊重であることは言うま

でもないわけだが、これは福利厚生の本質とも密接につながっているように思われる。80年代の記憶だが、
英国フォードなど欧米系の大手自動車企業では、役員と従業員の社員食堂は明確に区分され、従業員が粗
末なメニューや手持ちの弁当であるにもかかわらず、役員達には専用のダイニングで専任シェフの用意し
た豪華なメニューが毎日、供されていた。しかし、わが国の企業では中国などへの進出時にも、一般のワー
カーたちが集う社員食堂の一角に役員席が用意され、同じメニューを食している。社員食堂というものが、
単なる栄養補給、休息の場ということではなく、経営者と従業員が、人間同士としての一体感や信頼感を
醸成する第一歩としての装置として重要であることを、日本の経営者達は体感していたようにも思われる。

福利厚生に関して、宗一郎氏は社宅に対しても辛辣な意見も持ち主であった。すなわち「社宅は城下町
の遺物だ」として嫌った。同じ社宅に入居した社員達の上下関係などによる窮屈さを思いやった言葉である。
家族だけで気軽に住める家の方が、社宅などよりはるかに良いというわけである。人間にとって「自由」

６「本多宗一郎との 100 時間」（城山三郎著）p98 より。PHP、2010 年
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ということの大切さを思ったのであろう。
この創業当時のホンダの宗一郎氏という傑出した個性的な創業経営者にとっては、おそらく福利厚生の

ことなど全く関心事ではなかったはずである。ただ、彼自身が良い仕事をしたいがために、いかに「左手」
を大切にするか、という問題意識において福利厚生のあり方にひとつの明確な方向性を示したのであろう。

それにしても、企業という生物は、実に個体差の大きい生物だと今更ながら実感してしまう。仮に同じ
業界、同じ規模、同じ成長速度であったと条件設定をしても、一方に、新卒の早期離職率が高留まりし、
メンタル不全者が全社・全部門に蔓延するような企業、労働市場の転換に戦々恐々とする企業、などが生
息しているなかで、ここで議論の材料とさせていただいた二社のような、社員にとって幸福や生き甲斐、
経営者への尊敬の念を日々、実感できるような、羨ましい経営が実践されているところもある。

おそらく、ここでの二社にとっては、冒頭のような労働市場の需給関係などに一喜一憂させられること
などないだろう。社員と、経営者、企業が正面から向き合っているからである。その向き合う関係のなか
で福利厚生が一定の役割を果たしていたとすれば、面白いではないか。良い会社と福利厚生。その関係に
はまだまだ未知の何かが隠れていそうである。

２−３．米国での日本型福利厚生の広がり

わが国でのケースをみてきたが、次に視点を転じて、海外での近年の福利厚生の実態についても紹介し
ておきたい。充実した福利厚生というものが高度成長期の形成されたわが国独自の人的資源管理の特徴と
位置づけられてきたわけだが、日本企業のそうした成功、つまり高度成長を支えた人的資源管理の要素の
ひとつとして福利厚生の存在が注目されてきてきた。特に米国ではトヨタの「カイゼン方式」等の生産シ
ステムの学習と同時に、日本企業の福利厚生についても研究が蓄積されてきた。その結果として、現在の
米国では日本国内でも見られないような充実した福利厚生を展開する企業が出現してきている。その一部
をご紹介する。

・米国企業で進化する福利厚生、その背景と意図
近年、米国においても景気後退が長く続いていた時期があったが、その環境下でも、企業が労働市場や

従業員に対するAttraction（魅力による吸引）とRetention（定着）に関する制度・施策への関心は失われ
ていないようである。

まず紹介したいと考えているのは、既に日本でも邦訳文献によって照会されているユニークな経営モデ
ルで急成長するネット通販企業のZappos社の事例である。その徹底した経営理念実現の追求と、そこでの
福利厚生施策との明確な連動性について紹介しながら、先の福利厚生の本質は何か、という論点に加えて
検証してみたい。

まずは、何かと注目されるカリフォルニア州シリコンバレーでのＩＴ関連の新興企業の動きをみてみよ
う。従来から、この地では、アップルやマイクロソフトといった急速な成長を遂げた企業で、先行的に展
開された動きに倣う形でユニークなものが次々と開発、提供されている。かつて、Appleでは、禅に傾注し
た日本好みSteive Jobsが日本から職人をスカウトしてまで、蕎麦料理を社員食堂において無料でメニュー
化して話題になったことがあった。その後も、この地での健康な日本食の人気はかなり高いようで、日記
型のスマホ・アプリで人気のEvernote社の新社屋では、週に一回は、日本食・日本茶のメニューがカフェ
テリア（社員食堂）で提供されている（図表２－27）。ここでも、日本人の料理人が腕を振るっているよう
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である。Cool Japan ! の面目躍如、といったところだろうか。

図表２－27　Evernote社の和食メニュー

上口（2012）より

一方、最近の現地からの報告（瀧口（2013））などをみていると、「PEAK（PERQUISITE の短縮形）」
と呼ばれる従業員吸引策がやや過熱しているようである。PEAKとは「職務に付随する俸給以外の）臨時
収入，役職員の特典，役得（通例複数形）」.を意味する。元々は、雇い人などがもらう、心づけ，チップ，
おさがりといった意味が原義とされる。内容的には、その制度・施策のほとんどが福利厚生施策である。
例えば、日本でも報道されたもので、グーグルやアップルで行われている社内カフェテリア（社員食堂）
での昼食、夕食、スナック、ドリンクなどの割引、あるいは無料での提供などがその代表例である。元来、
このシリコンバレーという地域では創造的な風土が強いせいかもしれないが、それがその後も、人材獲得
競争が激しいこともあって、一部の高成長企業ではかなりエスカレートしているようである。

図表２－28　進化するPEAK

Wi-Fi

1000

瀧口（2013）を元に一部追加・修正

これらの様々な制度・施策が、基本的には優秀なＩＴ技術者に対するAttraction（職場の魅力による採
用促進策）であり、Retention（既存の人材の引き留め策）であることは間違いないのだが、わが国の大企
業層（ＩＴ関連企業も含めて）の実態とはかなり、制度編成の様相が異なっていることにお気づきであろ
うか。もちろん、従来からの米国の福利厚生費の特色である医療・歯科関連の補助・支援策が充実してい
ることは国民皆保険の無いこの国では当然であるが、たとえば、わが国では法定外福利費の半分を占めて
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いることもある「住宅」に関連する制度・施策がまったく見あたらない。
一方、かつて、Ｊ・Ｃ・アベグレンがわが国の福利厚生を各地で取材して「つまり、彼（従業員）の生

活の細部にわたって、ほとんど全てが、会社の施設と補助がしみとおっているのである（1958「日本の経営」）」
と驚嘆ことがウソのように、米国でも従業員の個人生活の隅々にまで企業からの支援の手が拡がっている。

「自宅の清掃サービス」「歯医者の出張サービス」といった、わが国でもまだ存在しないような手厚いとい
うか、プライベートな生活にまでコミットした家庭生活支援策提供されている。これまでは、医療と退職
給付だけに重点が置かれていたという筆者の認識が覆される内容である。アベグレン氏的に言わせると、
日本化というか、日本以上に「日本的」になりつつあるように思われる。

このような変化の背景に何があるのだろうか､ 興味深いところである。個人生活の独立性を重んじる欧
米諸国の従業員たちは、勤務先の企業が、個人生活の関与することを嫌う、という考え方が確かにあった。
しかし、この施策一覧表を見るかぎりでは、そんな価値観、矜持はどこへやら、といった印象である。そ
ういえば、やや話は脱線するが、日本人がカラオケに興じている姿をみて、米国人の友人が「アメリカでは、
ありえない」と言って、われらを嘲笑、蔑視していたことを思い出すが、その友人もいまやサンフランシ
スコで毎夜、ビートルズを唄っていると聞いた。人間は、日米はおろか世界中、それほど変わらないとい
うことか。福利厚生制度、ＰＥＡＫの世界的、民族的、普遍性を実感するばかりである。

しかし、それにしても日本の労働者からみてもずいぶん羨ましい制度・施策が並んでいる。世界をリー
ドするシリコンバレーのハイパフォーマ（高業績従業員）たちを惹きつけ、一日でも長く勤務してもらうた
めにここまで厚遇しなければならないか、と驚かされる。「無制限休暇」や「休暇のための補助金」といっ
たところまで行くともう、いやはやなんとも……。

そういえば、米国ヤフーの女性CEO（最高経営責任者）マリッサ・メイヤー氏が、自社の在宅勤務者に
対し、ちゃんと出社して働くよう通達を出したことがわが国でも大きく報じられた。発表の後、世界中で
賛否両論、大いに盛り上がっている様子も伝わってきたが、この在宅勤務（Tele-Work）も、図表２－28
にもあるが、PEAKの一種ではある。トップである彼女が従業員たちの反発を承知でこのような、ある意
味で後ろ向きの決断を行わざるを得なかった背景には、在宅勤務としながらも実際に仕事をしないでズル
休みちをし、サーフィンに興じるの社員などが少なくなかったようである。性善説の恩恵策もほどほどに
しないと、従業員のモラルリスクが入り込んでしまい危険な部分もあると思い知らされた。

また、米国Google本社でも無料のランチやスナックのサービスや散髪サービス、また米国では珍しいウォ
シュレット導入など様々なPEAKが提供されており、加えて、ビリヤード台やバスケゴール、ゲーム機な
どまで置かれた、楽しい、刺激的なオフィス環境なども含めて、一時期には米国で最も福利厚生の手厚い企
業と表されていた。このGoogleが最近なってさらに新しい施策を加えたことがForbes誌で報じられている。

これが「死亡保障制度（Death security）」である。この死亡保障制度は、自社社員が、病気・ケガを問
わず在職中に死亡した場合に、その後の制度10年間のわたり毎年、配偶者もしくはパートナー（同姓婚、
事実婚のケース）に死亡社員が受け取っていた賃金額の半額を支給し続ける。また、ストック・オプショ
ン等の株式の権利は、死亡時点で直ちに確定させる。さらに加えて、その社員に子供（養子を含む）がい
る場合には、その子供が19歳に到達するまで（全日制の大学生の場合は23歳に到達まで）毎月1000ドルが
支給される。この死亡保障制度は在職期間不問となっており、同社の３万以上に上る現在の社員のほぼ全
員が、制度導入時点で支給要件に該当し、保障されることになった。異例ともいうべき非常に充実した遺
族保障制度といってよいだろう。これは、日夜、イノベーションを目指したハードワークを余儀なくされ、
高ストレス状態にある従業員の突然死などのリスクに対して、「万一の場合にも家族のことは心配しなくて
いいよ」というメッセージに他ならない。本人のための快適施策ばかりではなく、「家族」に焦点を合わせ
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たあたりは、さすが、Google ! 福利厚生でも先進的といったところだろう。でも、後段に詳しく述べたい
と思うが、このメッセージには、きっと続きがあって、「（家族の心配は必要ないから）もっと業務に精励、
集中して結果を出せ‼」ということなのであろう。

図表２－29　Googleの福利厚生に対する考え方

Google Japanサイトより

Google は日本の人材募集サイトでも、福利厚生に対する考え方を、明確に三点にまとめており、この中
でも「家族への配慮」を明確に唱っている（図表２－ 29）。また、米国 Fortune 誌のインタビューで、「Google 
の福利厚生は、よく知られている一面です。しかし、最も重視しているのは、こうした特典から生まれる
家族的な雰囲気です」として Google の共同創業者であり、最高経営責任者（CEO）である Larry Page
は 企業成長において、家族的な企業文化を堅持することの重要性を語っている。

・ZAPPOS社の“HOT”な福利厚生
さて、米国での色々な企業事例、制度事例の情報を探索してきたなかで、一社、どうしても注目したい

企業がある。
それは、ネット通販のベンチャー企業の「ZAPPOS（ザッポス／ Zappos.com）」である。
ラスベガスの郊外にあるヘンダーソンに本拠をおくザッポス（Zappos.com）は、米国において、それま

で困難といわれた靴製品のネットを使ったダイレクト通販という市場を始めて創造した革新的な企業であ
る。1999年の創業から10年足らずで年商10億ドルを突破し、不況期の中でも、高成長を記録し続けてきた
急成長企業である。

ビジネスモデルの特徴としては、送料無料（配送、返品）、365日返品OKなど、試着の必要性の高い商
品性などが障壁であったこの市場の常識を覆す仕組みを確立することが急成長を遂げる強みとなった。無
数のブランド、スタイル、色、サイズが存在する「靴」という商品は、典型的な「ロングテール商品（多
品種で低頻度販売の商品）」また、元来、靴というのは試し履きしてから購入するものであった。このため
ネット販売としては敬遠されていたのである。

このようなマーケティング面での革新性と同時に、その企業理念重視の経営スタイルにも大いに注目が
集まっている。既に、わが国でも邦訳された紹介書もいくつか出版されており、そのユニークな経営を学
ぼうとするツアーなども企画されているほどである。

当社は米国フォーチュン誌が毎年発表する「最も働きたい会社ランキング（100 Best Companies to 
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Work For）」」で、2009年に初登場して堂々 23位に輝き、10年には15位にランクイン、直近の2012年には、
さらに12位にまで躍進した。

このような人的資源管理上での高評価の基盤となっているものが、当社が掲げる「コア・バリュー（Zappos 
Family Core Value #10）」と呼ぶ企業理念である。当社が100人前後の規模に成長したときに、企業文化
を形にする必要性を認識した。ザッポス社員が共有すべき価値観の成文化。37の項目からなる「コア・バ
リュー原案」を、CEOであるトニー・シェイ（Tony Hsieh）が自身で原案を作成し、社内で発表し、ほぼ
一年をかけて全社員とのコンセンサスを得る中で決定した。

こうしてまとめられた「ザッポスのコア・バリュー」は、以下のとおりである。

１．Deliver WOW Through Service
（サービスを通して、WOW（ワォ！／驚嘆）を届けよ）

２．Embrace and Drive Change（変化を受け入れ、その原動力となれ）
３．Create Fun and A Little Weirdness

（楽しさと、ちょっと変わったこと、を創り出せ）
４．Be Adventurous, Creative, and Open-Minded

（冒険的であれ、創造的で、オープン・マインドであれ）
５．Pursue Growth and Learning（成長と学びを追求せよ）
６．Build Open and Honest Relationships With Communication

（コミュニケーションを通して、オープンで正直な人間関係を構築せよ）
７．Build a Positive Team and Family Spirit（チーム・家族精神を育てよ）
８．Do More With Less（少ない労力で、より大きな成果）
９．Be Passionate and Determined（情熱であれ、強い意志を持て）
10．Be Humble（謙虚であれ）

顧客に高い満足「WOW（驚嘆）！」を感じさせることができるサービスを提供するためには、まず従
業員を「WOW ！」と思わせることが不可欠であると考えることが、ザッポスの人的資源管理の基本理念
になっている。つまり、ＥＳ（従業員満足）を先行的に形成すること、そしてその従業員に幅広い権限、
自由裁量を与えることで、高いＣＳ（顧客満足）をつくり出すことを目指している。顧客との対応の中での、
様々な逸話が伝わってきているが、本稿では割愛する。

このＥＳとＣＳとの連動性も、先のコア・バリーを体現したものであり、経営管理、人事管理、顧客対
応等々のすべてが、コア・バリューに基づいて成立し、運営されている。

人材採用においても、いかに学歴や技能に優れた人材であっても「コア・バリュー」に同意し、実現で
きない判断されれば採用されることはない。候補者の「カルチャー・フィット（文化適性）を査定するた
めに数度の面接試験が課され、その結果次第で採用の是非が判断されるためである。既存従業員の評価も、
コア・バリューに基づいて行われる。コア・バリューに合致した行動が実際に取られているかどうかが自
由用なポイントとなり、不適合という評価がなされれば、直属の管理者から「警告」が発せられ、その後、
一定期間中に是正されなければ、解雇処置がとられる。例えば、管理職は、勤務時間の10％から20％にあ
たる時間を、部下や同僚とのチーム・ビルディング活動、つまりコミュニケーションに費やすことが義務
づけられている。仕事ばかりに専念している管理職は評価されず、チームとしての一体感をつくり、維持
する努力が不可欠な評価項目なのである。
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このように、当社が掲げたコア・バリューという企業理念、そしてそれによって醸成される企業文化を
堅治するためには一切の妥協を許さないという姿勢である。

そうした当社の現在の福利厚生制度の全体像が図表２－30に示すものである。非常に充実した制度体系
と補助内容である。また、従業員や応募者が閲覧できるＷｅｂサイトには、「Benefits are HOT！（わが社
の福利厚生は熱いぜ！／筆者訳）」と書かれている。

図表２－30　ＺＡＰＰＯＳ社の福利厚生制度一覧

http://about.zappos.com/jobs/why-work-zappos/our-benefits　より抜粋
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これほどに充実させたことによって、従業員を「ＷＯＷ」と言わせようというわけである。
個々の施策について詳しく解説できる紙幅はないが、一点だけ紹介しておきたい。それが「Zappos 

Wishez Program」である。紹介動画が数多く投稿されているので是非、ごらんいただきたいが、非常にユニー
クナコミュニケーション施策であり、先の企業理念を体現し、強化、維持するためのプログラムである。こ
れは、当社の従業員同士の友情や親愛の情を育むためのものである。従業員が自分の願いごと（Wishez）
を社内サイトに投稿する、すると、それを閲覧した従業員（ＣＥＯなど役員も含む）の中で、「ヨシ！、では
自分がその願いを叶えてあげよう」と決断すると、会社が全面的に支援して、それを実現させるというもの
である。このプログラムへの参加は任意で、全ての従業員に開かれている。これまでケースが数多く紹介さ
れているが、「自宅の家具を新しくしたい」と投稿した従業員に、全ての家具がプレゼントされたり、ＣＥ
Ｏから、なかなか手に入らないコンサートチケットをプレゼントされたり、など、文字通り、願い叶えられ
た従業員が「ＷＯＷ！」と発することになる。従業員同士の絆を深めることがこのプログラムの目的であり、
これもコア・バリューという企業理念、企業文化を醸成、強化するための典型的な施策と位置づけられる。

さて、米国での近年での色々な動き、制度・施策を概観してきたが、これらの米国企業での活発な動き
の背景にある経営的な意図、戦略性は何であるのか。何を目的としているのだろうか。

筆者がみるところでは、まずひとつには米国社会、あるいは米国労働市場のもつ特性に対する環境適応
行動として、これらの動きを捉えるべきであろうと考える。

米国での離婚率、婚外子出産率はわが国では、比較にならないほど高い。もちろん、人種の坩堝といわ
れてきたように多民族、多宗教社会である。そうした、多様な人種、社会背景、生活背景を有する社会に
おいて、さらにＣＳＲとしてダイバーシティ（多様性）が強く求められるなかで人材採用を行ってきたわ
けである。このときには、日本の経営者に到底実感でないような高い多様性を有する彼らを、一社の組織
人として、企業戦略実現の方向へと一体化させるためのキーワードが、Zappos社、Google社、が繰り返し
唱える「Family（家族）」という理念なのではなかろうか。原始的な家族性が米国社会において欠乏的で
あるが故に、企業が職場において、その擬似的かもしれないが、人間同士の紐帯、そして家族的な帰属集
団の形成が求められもし、また仮想的であれ、それを実現できたときの、生産性や競争力に寄与する効果
も大きいのであろうと考えられる。

もうひとつの解釈は、エスカレートするＰＥＡＫ施策を見ると、よくわかるのだか、徹底した家庭生活
支援の意図するところは、業務へのより一層の集中であり、長時間労働を許容できる環境形成であろう。
刺激的で快適な職場、朝食、ランチ、夕食、スナックまですべて無料で提供される。これなら、まさに「会
社に住める」であろう。また、自宅の掃除や整髪すら社内で用意され、あるいはサービスで自宅までデリ
バリーされれば在宅勤務者が出かけなくて仕事を続けられる。通勤バスですらWi-Fiを完備して渋滞が続
いても、車内でノートＰＣを開いて仕事ができる。つまりは、獲得した優秀な人材に対して「Maximizing 
of Contribution（貢献の最大化）」を求め、実現できる環境を提供しているのである。

最後の解釈も近いものだが、Zappos社が強調する、企業理念、企業文化の強調であり、従業員への浸
透と維持のための福利厚生という位置づけである。企業の背骨ともいうべき、理念と文化を強化することは、
経営戦略を成功させるための基本的な基盤となる。このための投資として福利厚生を最大限活用している
のである。

このような筆者の理解を総合すれは、それはまさに「戦略的福利厚生」を実現しようとする米国企業で
あるという結論に至る。見た目の華やかさ、面白さに目を奪われるが、そこには冷静に持続的な競争力強
化を図ろうとする彼らの意図が読みとれる。わが国の中小企業にとっても学ぶべき点は多い。
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２−４．現代大学生気質と福利厚生

筆者は現在、所属学部創設以来、大学での役職として就職支援委員長なるものをお引き受けしている。
という個人的な状況もあって、近年の大学生の就活に関しては様々な情報収集も行い、また周辺からも雑
多な情報が集まってくる。ここでは就活支援を行う大学側の視点からみた現代の大学生諸君、ただし、た
ぶんに地方の大学生諸君ではあるが、その意識や行動などについてご紹介しながら、主題である中小企業
の福利厚生のあり方を考える上で、採用活動において、どのような位置づけにあるものか、どう彼らに見
られているかについて紹介したい。いわば顧客視点からの福利厚生とは何か、という観点である。

話の振り出しを兼ねて、不思議、不可解なる、現代（地方）大学生の生態についていくつかご紹介する。
まず、わがゼミでの近年の就活の実態について述べてみたい。
地方国立大学である弊学では、まず地元県内の出身者が７割近くを占めている。他の学生も基本的には

隣接県の出身者が多く、結果的に「大都会、東京・大阪」とは縁遠い。また、県内は交通事情が悪いため
下宿生が多く、四割近くが大学近辺で下宿生活で暮らしている。したがって、就活時期になって高速バス
に乗り、都内で就活をすることが、お仕事としての人生初の「大都会経験」となる学生が少なくない。そ
して、彼らの就活初期の感想が、毎年ほぼ共通していて、なかなか微笑ましいのである。

まず、異口同音に出てくるのが「人が多過ぎて、疲れる」である。
確かに、人口減少の進む地方社会では、大勢の人で混雑している、という状況はなかなかお目にかかれ

ない。元旦初詣の境内か、信玄公祭り、花火大会くらいであろうか。それが、午前の通勤ラッシュ時の新
宿に高速バスで降り立つと、その人波のすごさにまず吃驚して、圧倒されるらしい。その後の鉄道、地下
鉄でのラッシュ・タイムなどに遭遇すれば、さらに大きな衝撃となる。彼らのそれまでの都内訪問時は休
日や平日の、のんびりした時間帯の都会でしかなかったのである。

次に共通する反応は「地下鉄乗り換えやら何やら、移動の迷い、その気苦労で疲れる」という感想である。
これも県内を横断する鉄道が東西を走るＪＲ一本しかないというシンプルなわが県内の学生達にとって、

都内の地下鉄網は遊園地の迷路アトラクション以上に難解なものとなる。スマホが普及してからは、さす
がにかなり緩和されたようだが、それでも出口・入口に関してはずいぶんと戸惑うようで、面接時間ギリ
ギリとなって焦ることしばしとのことである。

この二つの初期的な大都会体験から、共通して導かれる、実にわかりやすい結論が「やっぱり、県内企
業or県内公務員がいい」という、実に素直な、可愛いらしい反応となる（いやはや．．．．）。現実には、体力・
気力面での疲労感だけではなく、お財布の消耗もかなり応えるらしい。要するに、交通費負担である。一
企業の説明会に出かけて一日で数千円、という出費は学生にとっては実に痛いものとなる。成果がまった
く見えないなかでのこの出費が、どうしても将来への投資とは思えないのは無理もない。

さて、まず初期段階で、このようにお疲れになった彼らをもう一度、奮い立たせ高速バスに乗りこませ
るために最も強い動機付け要因となるものが何か、ご存じだろうか。

われら教員の叱咤激励に、あまり効き目があるとも思われず、また、ご両親も受験まではそれなりに自
信を持って支援、指示をされてきたが、就活となるとそれほど強く激励等はしていない様子である。親世
代とは、就活を巡る状況があまりに大きく変わってしまっているからであろう。

ではなぜ、彼らが再び辛い高速バス行脚に舞い戻るか、というとそれは間違いなく、友人関係である。
つまり、「仲の良い友人に遅れたくない」「自分だけ内定がないような事態だけは避けたい」というある種
の恐怖感である。ＳＮＳの発達した時代に生きる彼らはある意味では気の毒で、学内の誰が、どこの企業
の説明会に行ったか、面接を受けたか、通ったのか、落ちたのか、といった情報刺激をリアルタイムで受
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けざるを得ない。この「誰かが頑張っている」という情報が、「自分も頑張らねば」という良き刺激になっ
てくる。

就活の合間のゼミ活動ではどうしても欠席も多くなるのだが、たまたま出席できた学生の全員が必ず「他
のゼミ生は今、どんな状況ですか」と尋ねる。筆者はできるだけ、具体的に彼らの友人である他のゼミ生
の就活状況について知らせることにしている、と同時に、本人からも詳しい報告を必ず受ける。これが大
いに刺激となるようである。特に「○○君には、内々定が出たよ」と知らせれば、未だ内定のない学生にとっ
ては大きなインパクトとなり、最後の気力を振り絞るための強い動機付けになる。

学生によく諭すのだが、「受験と就活は違う」という言葉をよく使う。
彼らにとって最後の「頑張った経験」「成功体験」はほぼ共通して大学受験である。どうしても、初期

の段階では受験と就活を同一視してしまう。すなわち、企業を自分なりに（おそらく、業界順位や企業規
模等）序列化し、あたかも偏差値に支配される世界のように、“落ちる”確率の低い、身の丈に合った企業
をなんとか見つけようとする。と同時に、その一社の選考に落ちると、「受験レベルを間違えた」と強く落
胆して、彼らの中の序列の中の、より下位の企業を模索し始めるが、再び落選する。典型的な就活失敗の
パターンとなる。

表現が難しいところなのだが、比較的採用力の低い、つまり採用ブランド力の高くない企業の選考には
落ちてしまった学生が、後にトップレベルの採用ブランド企業の選考に受かることは決して珍しくない。
受験戦争ではあり得ない事態だが、就活では日常的、毎年の学生に起こる。つまりは、受験というものは「タ
テに並べられて、上から選考される」ゲームであり、自分のタテ位置と合致した大学にはほぼ確実に入れ
るという安心感を持てる。こうした“受験”的認識で就活に臨んだ学生たちの多くは、予想できない事態に
驚くことになる。例えば、学内成績では明らかに自分より劣る（と見なしている）他の学生が、一流企業
からいち早く内定をもらえた、といったＬＩＮＥ情報に接すると、「なぜ？」と戸惑う。ましてや自分が「自
分より下」と見なしていた企業の選考にあっさり落とされたりすると、さらに「なぜ？？」が深まってしま
う。この「なぜ？」が続いていくなかで、学生は自信を喪失して就活を停止してしまうこともある。ゲー
ムの基本ルールが違うということに気付けていないからなのである。

筆者は、就活とは「企業と学生が大きな二つの輪を作って踊るフォークダンス」である、という表現を使っ
てよく説明する。音楽とともに内側の輪の企業が左回り、外側の学生達の輪が右回りに回って、互いが次々
と“出会い続ける”ゲーム」なのである。強く手を握ってくれる企業もあれば、そっぽを向く企業も当然ある。
しかし、この輪から自ら外れずに、逃げ出さずに回り続ける限り、いつかは強く手を握ってくれる企業に
出会うことができる。しかも次にどんな企業に出会えるかは、学生が自分自身で決めることもできるので
ある。そう信じて活動を続けてもらいたいと伝えている。「出会えるまで、頑張れるか」が、一番大事なこ
のゲームのポイントなのである。

しかし、その「出会える」時期がいつかがわからないので、学生たちは不安と焦りに苛まれることになる。
企業にとっても学生と同じ立場で、このダンスに臨んでいるわけである。学生にそっぽを向かれつづけても、
必要な人材を獲得できるまでは輪の中に残って、採用活動を続けなければならない。企業と学生のこうし
た我慢比べのフォークダンスが毎年、繰り返されているわけである。最初はこのダンスのステップがわか
らず、戸惑い、相手（企業）の足を踏んづけたりするわけだが、どんな学生でも、やがて必ず慣れてきて
相手の正面を向いて踊れるようになる。就活力が実践水準に到達する瞬間である。

毎年、思うのだが大学の四年間で、人間は大きく成長する。それを最も実感するのが、就活の前後で彼
らの「顔が変わる」ことを目の当たりにしたときである。入学時は本当に高校生に毛の生えたような子供
のような、あどけない、無垢の顔であった彼らが、辛い就活というものをくぐり抜けた後に、見事に顔が
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変わる。そして態度が変わる。猛暑の時期の就職活動で日に焼けただけではない、その心性がたくましく
変わるのである。

その変化を、あえて具体的（な部分だけ）に説明できる点を列挙するとすれば、「相手の目を見て話せる」
「話す言葉の音量があがる」「語尾が鮮明になる」「挨拶が習慣としてできる」「相手の話に合わせて頷ける」
「メモを取る習慣ができる」「スーツが少し似合うようになる」……といって点であろうか（笑）苦労して、
我慢強く頑張って結果を残した学生、ゴールに辿り着いた学生ほど大きく顔が変わるように思う。

もうひとつ、内定獲得後の学生達の行動パターンについても、付け加えておこう。
まず一番の問題は、最初の内定がもらえた時点で、就活を停止しようとする学生が非常に多い、という

点である。就活準備段階、初期段階には確かに、第一希望の企業、第一希望の業界というものを、ほぼしっ
かりと認識している。しかし、長い就活の間には、当初の希望企業、希望業界からは大きくはみ出して、
というか「来るもの拒まず」の状態で手当たり次第、接触するようになる。このこと自体は、内定を取る、
という目的のためには良い状態であると思うのだが、問題は全く希望していなかった企業の内定にすぐに
納得、安住してしまうから困るのである。支援する我々の立場としては、複数企業からの内定の獲得して
から、じっくりと企業研究をして本当に納得して進路を決定してもらいたいと考えている。もちろん、当
人にとっても元々、希望する企業・業界があって、その希望の論拠には自己分析や企業・産業研究があっ
たはずなのである。それが、最初の内定がもらえた高揚感という、興奮のなかで「この企業でいいや」と
拙速な結論に達してしまう。筆者はこれを「内定バイアス」と呼んでいる。内定をくれた企業があたかも
最初から「好きな企業」「良い企業」であり、「自分に向いている企業」に見えてしまう幻視現象である。

なんとか説得して、この拙速な結論ではなく、さらに就活を続けさせるには大変な労力を要する。だから、
就活当初からこの点を何度も何度も繰り返して話すようにしているが、苦労している学生ほど、このバイ
アスに影響されてしまうようである。企業の立場からすると、早く内定を出すという戦略が有かなり効で
あることを裏付けている学生心理ということにもなる。この学生たちのバイアスは、企業にとって早期に
内定を出すことの必要性・有効性を示している。

さて、では複数の内定を獲得した学生達が、どのようにして最終的な企業を決定しているか。筆者は、
これまでゼミ生30人以上のケースに立ち会ってきたが、筆者にはどうしても納得できなかったケースを二、
三、ご紹介しよう。

今も納得できないのは、数年前の卒業生のＡ君である。彼は、個性は強いが学内ではリーダー的存在で、
弁舌も切れるタイプであったために、就活をはじめてすぐに三社から内定をいただいた。調子に乗ったのか、
準備もしていなかった県庁にもアタックして、最終面接まで辿り着いた。結果は落選であったが、よく健
闘したね、と褒めてあげた記憶もある。ところが、である。内定三社の中で最も将来有望で、規模の大き
い通信系のメーカーに行くものだとばかりと信じていた私に、２月くらいになって進路を伝えてきたときに
驚いた。郵便局の配達員になる、という。重い口を問い質してみると、どうやら「彼女と離れたくない」
という要因が本音のようであった。いやはや、という深い嘆息をついた記憶が残っている。しかも今は、
その彼女とは別れ、彼女自身も都内勤務に異動してしまっている。“人間到る処青山あり”とはいえ、人生
の大きな決断は慎重に、ともう一度言ってやりたいものである。

もうひとつのケースは、福利厚生と密接に関係する。
メーカー、ＩＴ、流通などから数社から内定をもらった元気なＢ君が、10月の内定懇談会をなんとか調

整して乗り越えて得た結論は「都内の西側に個室の独身寮のある企業」というものであった。まず、西側
というのき故郷の山梨に少しでも近く、いつでも両親のところに帰れるという利点。個室というのはいう
までもなくプライバシーが守られる生活が何より大事という利点。独身寮という点は、なんといっても都
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内生活での当初の可処分所得がかなり大きくなるという利点である。実に、合理的な選択ともいえなくは
ないのだが、問題はそれらの企業の将来性とか、担当職務の内容、教育訓練制度の質、生涯賃金等々の（筆
者からすれば大事と思う）点をまったく見ようともせず決めたことであった。もちろん、それらの要素は
いずれも不確実性を伴うもので、信じ切れない要素ではあるが、自分の長い職業人生を考えるならば、一
定の情報を検討すべきであろう、と。まさに老婆心ながら思うわけだが、彼らにとっては、目に見える、
すぐに実利のある、確実な要素だけが最終決定のための全てなのであろうか。

このケースは福利厚生が採用力に直結する効果をもつこと如実に示している。特に、親元を離れる地方
出身の学生にとっては、「住宅施策」が最重要な福利厚生として機能することが多い。他の大手自動車メー
カーの取材でも工事用勤務の工業高校系の学生を採用するためには「ユニットバス付き個室・インターネッ
ト使い放題」の独身寮を用意することが採用力の確保に絶対に必要だというお話をうかがったことがある。
現在の学生にも狭い視界の範囲だが明確な福利厚生ニーズが存在するわけである。

・学生の就労意識
さて2013年にわが大学では前期の講義の際に、就活に臨む三年生全員を対象に意識アンケート調査を

行った（124名／回収率87％）。その結果を紹介しながら、就活直前の学生達の意識や不安をご紹介したい。
まず、図表２－31は就労観についてだが、「社会に出て「働くこと」について」の感じ方について尋ね

てみた。最も回答者が多かったのが「やっていけるか不安だ」というもので、実に７割を超える学生が反
応している。これが就活に対する基本的な意識なのであろう。この不安感は、かなり深刻なもので、バイ
ト経験なども決してプラスに働かず、外食企業などのバイトでは店長の激務を目の当たりにして驚き、イ
ンターンシップで県内企業や役所で実務体験をさせても、現場で頑張っている社会人のメンタルの強さや
専門能力の高さに畏怖してしまうことはしばしなのである。

加えて、この「やっていけるか不安」という回答の中には「就活をやっていけるかの不安」もかなり含
まれていると考えられる。これまで経験のない社会活動で、対人関係に自信のない学生が増えている現在、
見ず知らずの大人の前で、ほとんどやったことのない自己アピールする、という難易度の高い活動を「内定」
というゴールまで続けられるか、大きな不安を抱いている。

二番目も否定的なもので、「時間の余裕がなくなる」の44.4％となる。日本の今時の大学生達は時間的に
は本当に余裕がある。あり過ぎといってもよい。年間52週間のうち、講義やゼミがあるのはせいぜい30週
である。残りは夏休み、冬休み、試験休み、春休みなど「休み」ばかりが支配している。その「休み」時
間にも、体育会活動やボランティア、短期留学、長期海外旅行といった学生時代にしかできないような、
積極的な「活動時間」に使う学生は意外と少ない。文字通り「休み」「休息」タイムであって、仲の良い
少数の友達たちと、のんびりと過ごす時間となる。深夜まで遊び、ゆっくりと朝寝を決め込み、午後から
バイトに顔を出してまた深夜まで友達と遊ぶ、といった一日のサイクルが繰り返される。

こんな余裕の時間割で四年間も生活してきた彼らが、一旦、就職すれば、一年52週、週５日間働くこと
になるわけで、夏休みもせいぜい１週間程度しかない。その辛い違和感たるや、想像に難くない。彼らの
言葉を借りれば「地獄のような別世界に放り込まれた」感を抱くことになる。意外とこんな生活時間的な
ネガティブ・ショックというか、違和感が早期離職の根底にあるように思われる。

この他にも「働くこと」に対するネガティブな反応としては「辛いことの方が多い（32.3％）」「できれ
ば働きたくない（22.6％）」「孤独になる（4.8％）」などがある。いずれも本音に表れたものだろうと実感す
る。
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図表２－31　就労観（複数回答）
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山梨大学 調査より

一方で、「働くこと」に前向きな期待をもつ学生がいることには救われる思いである。「自分に新しい
世界が拡がる」が最も多く、44.4％となった。会社、仕事という未知の世界を「新しい世界」とわくわ
く感をもって捉えることができていれば就活も、入社直後の研修期間にも前向きに関わっていけるだろ
う。「経済的に豊かになる」という回答も32.3％と三人に一人もいることが意外な印象であった。経済的
な動機は、就活においてはきわめて最も健全な動機であると筆者は思う。換言すれば、「自分に向いてい
る職業」「やりがい」「良い職場の雰囲気」といった動機は、確実に、そして長く確保できる保証はない。
その一方で、賃金や福利厚生を得るという経済的報酬は明らかに確実性が高く、失望するリスクは比較
的小さい。確かな就労観をもって就活に臨んでもらいたいものである。最後に自由回答で最も印象深かっ
たのが「大変面倒だが、生きるためにはやらなくてはならない」というものがあった。泣ける言葉では
ないか、と事務局一同が感動した。今時の大学生にもこれだけの覚悟をもったものがいることは嬉しい
驚きであった。

就活前にそのアタック企業の選定をどうして決めているか、についても尋ねてみた（図表２－32）。複数
回答として過半数の反応がみられたものは「自分のやりたい仕事がある（72.6％）」「経営が安定している

（59.7％）」「社風や雰囲気が良い（51.6％）」となった。
一方、具体的な労働条件面に着目すると、「給料が良い（44.4％）」「労働時間が長過ぎない（36.3％）」「福

利厚生（独身寮、社員食堂等）が良い（33.1％）」「転勤がない（少ない）（29.8％）」「教育・研修制度が充
実（27.4％）」「休暇・休日が多い（27.4％）」などと続く。これが複数回答方式の結果である。条件項目と
しては福利厚生は第三位の位置である。

一方で、最も重要な決定理由をひとつだけ、と求めて回答された結果では全体としては、「自分のやりた
い仕事がある（22.6％）」が最も高く、５人に１人程度、次いで「経営が安定している（15.3％）」「一生続
けられる（14.5％）」「社風や雰囲気が良い（11.3％）」などがあげられている。

興味深かった点は、ひとつだけと、制約をかけた単数回答で「給料が良い（4.8％）」よりも「福利厚生（独
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身寮、社員食堂等）が良い（6.5％）」が高くなっている点である。加えて、上記の複数回答での労働条件
項目のなかでも最も高くなっている。先の学生のケースがあながち特殊なケースではないようである。学
生にとって、わかりやすい、目に見える福利厚生の充実とそのアピールが採用戦線において、有効な戦術
となる可能性を示している。

図表２－32　就職候補先の決定理由
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紙幅の許される範囲で、現代の学生諸君の就活での意識や行動について当学での実態や筆者の経験を下
に、論評を加えてきた。デフレ脱却の雰囲気の中で、近年の就活は売り手主導基調で市場が形成されてゆ
くであろう。大学側にとっては嬉しい市場環境変化であることは間違いないのだが、一方で現代の自由気
儘な学生諸君の就活行動をみていると、間口が拡がり、選択肢が増えるほどに、ますます迷走するのでは
なかろうかとも、よけいな懸念ももってしまう。ましてや、近年は就活スケジュールが短縮化され、毎年、
短期決戦となるわけである。企業と学生の双方にとって、より良い出会いが実現されるように願うばかり
である。

新規学卒の学生、特に学生の目線から就活という、採用現場での彼らの行動や意識、そしてそのなかで
の福利厚生の捉えられ方をみてきた。冒頭で述べた中小企業の人材不足という経営課題の出発点は、やは
りこの新規学卒の採用市場での劣位にある。図表２－33に示した大学生市場での「300人未満」層の求人
倍率は３〜４倍で推移している。ということは四社に一社程度しか大卒生を確保できないということであ
る。これでは企業経営を担う中核人材、経営者人材を確保することは難しいのではなかろうか。「選ばれる
企業」となるために何が求められているのか、その時、福利厚生がどのような役割を果たせるのか、彼ら
にとって魅力ある企業となるための実効性のある対応を中小企業は真剣に模索すべきであろう。



─ 73 ─

図表２－33　就職候補先の決定理由

「第32回 ワークス大卒求人倍率調査」リクルートワークス研究所より抜粋
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３．今後の福利厚生の展開

３−１．中小企業の福利厚生戦略モデル

３−１−１．二つの戦略展開モデル
さて、中小企業の経営課題としての人材難、そして労働費用、福利厚生費用等を中心とした大企業と

の大きな格差、さらに福利厚生の機能や効果、ターゲット市場として大卒市場等々について幅広く検討
してきた。これからを踏まえて基本的な福利厚生の展開のあり方、中小企業にこそ必要な戦略的な発想
が何かを考えてみたい。

まず、中小企業が福利厚生に対して一定の投資を行い、経営的効果を得る上で大きなジレンマに直面
しているという事実を理解する必要がある。

そのジレンマとは何か。常に、福利厚生の充実した大企業との比較がなされ、労働市場からの低評価
がなされる。つまり、現実的に、中小企業が従業員に提供する労働条件という点では、賃金、福利厚生、
退職給付のいずれにおいても相対的には低位にあり、それが実態の格差以上に労働市場に「シグナル情報」
として伝達されることで浸透し、増幅され、「福利厚生に著しく劣る職場」という芳しくない評価を、需
要側、すなわち労働市場にある人材に与えてしまっている可能性が高い。

では、大企業並の制度・施策を無理しても導入すればよいのか、というと資金力に余裕もなく、同時
に規模の経済性も働かず非効率な投資となってしまいやすい。あるいは､ 仮になんとか、無理をしてで
も大企業に匹敵する施策を取り揃えたとしても、結局、「大企業並」ということでしかなく、決して労働
市場での比較優位を得られる保証はないものとも危惧される。格差を解消する必然性はあるが、解消し
たとしても優位になれることが保証されない。現実には、福利厚生だけではなく、賃金や退職給付など
でも大きな格差が存在し、それらすべてを大企業並することは経営管理上、許されるはずもない。

では、何もせずに現状のままでよいか、というと冒頭でも指摘したとおり、「人材問題」は、中小企業
の最大の成長制約であり、この問題を解決しない限り、ゴーイング・コンサーンとしての長期的な存続が
危ぶまれることになる。すなわち、「魅力ある企業」となることが強く求められているのである。

こうした閉塞的な状況を打開し、突破するには、どのような戦略的発想が求められるのだろうか。

筆者は、二つの戦略から構成される福利厚生展開モデルを提案したい。
まず、大企業との格差解消と資金配分の変革の方向性を示す「T字型　改革モデル」である（図３−１）。
このモデルは二つの基本要素から成り立っている。第一の要素は、アウトソーシングの積極的な活用

による質的な格差、つまり従業員側からみた選択肢の格差を解消である。総合型アウトソーシング、中
小企業勤労者サービスセンターの活用、後の事例で示すカードビジネスの導入等を通じて、自前施策を
一旦廃止して原資を捻出して、代替することで（ヨコ軸）、大企業と近似できる制度・施策の多様性、選
択肢を、比較的低コストで得ることである。もちろんそこでも一定の従業員負担があってもよい。

このアウトソーシングの導入によって、多様化する従業員のニーズにはかなり対応できるようになる。
ただし、これはあくまで「大企業並」の選択肢を提供できるという段階までの改革でしかない。

第二の戦略は、そのアウトソーシング導入による法定外福利費において節約された資金を、ひとつの
分野、領域に集中投入することで、大企業を凌駕する魅力ある制度を構築するという考え方である（タ
テ軸）。特定の福利厚生領域への「選択と集中」と言っても良い。制度を丹念に造り込み、思い切った内
容とすることが重要である。「これだけは、他のどの企業にも負けない」というレベルに達する必要がある。
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労働市場に蔓延している「中小企業の福利厚生は期待できない」という、不利なシグナル情報を一気
に払拭できるような制度づくりに取り組むのである。もちろん、選択と集中とはいえ、資金は限られてい
るから「あれも、これも」はできない。「これだけは」を決定し、それ以外の既存の制度は思い切って縮小・
廃止、アウトソーシングへの代替を行うのである。自己啓発でもよい、健康支援でもよい、出産・育児支
援でもよいのである。自社り従業員にとって最も利用価値のある領域を一定期間でよいから決定するの
である。

これは大きな資金配分の変化となるが、格差を一定程度、解消しながら、総花的な配分から脱するこ
とができることになる。

図表３−１　T字型　福利厚生展開モデル

この「T字型　資金配分モデル」は、現状の福利厚生の基本的な構造を改革するという点で、まず着
手すべきものではあるが、これだけでは、中小企業の強い福利厚生の実現は完結しない。それは、「何に
集中的な投資を行うか」という難しい課題が残されているからである。

この中小企業が、労働市場において他社に負けない魅力づくりのための分野、領域を求めるモデルと
して「三次元モデル」を提案したい（図表３−２）。集中分野を決定するためにはまず自社の「事業特性」
を見極める必要がある。福利厚生が経営と遊離したものとなっては、必要な経営的効果は得られない。
例えば、あるゲーム制作を事業とする中小ベンチャー企業では、「仮眠施設・24時間オープンの社員食堂、
マッサージルーム」というハコもの（施設）の三点セットが、主力製品であるゲームの完成の期限が迫る
なかで徹夜で開発作業を続けけるプログラマー達を支える福利厚生であり、どうしても欠かせない福利
厚生となっていた。つまりは、自社の事業、ビジネスモデルに適合し、福利厚生の効果がそれに直接的
に貢献するという確信が持てる分野を選択すべきである。

第二軸は、集中分野の決定において自社の「人的資源特性」を十分に把握し、考慮することである。
一般的に、中小企業層では、非正社員が多く、女性が多く、そして自宅通勤者が多い。これらの特性を
どう制度・施策に反映するかを考える。もちろん、多様な人的資源特性のすべてに考慮すれば、総花的
になり、「選択と集中」となり得ないので注意を要する。どの特性に着目するか、という判断は求められる。
かつて、ベネッセ社が、労働市場における企業ブランド力の弱さから、どうしても成長を担う中核社員候
補として男子・新規大卒生を採用できなかったときに、採用ターゲットを「新規大卒・女性・非自宅通
学者」に絞り込むことで、ようやく採用に成功し、その後の急成長の原動力となる人材の確保を実現した。
彼女達のために借り上げ社宅の整備が先行的に投資され、その後の継続就労のための様々な出産・育児
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支援の拡充が図られた。こうした意識的なターゲット人材層の想定と、その層が「魅力的だ」と感じられ
る制度づくりが重要である。つまり、中核人材を定義するのである。

以上、事業特性と人的資源特性という二次元での検討を十分に行い、集中すべき分野・テーマを決定
することで、従業員のニーズにも合致しやすく、得られた効果が、経営上の効果に直結できる構造をつ
くることができる。

しかし、この二次元だけでは、本当に「魅力ある企業」という評価を得るには、不十分であると筆者
は考えている。それは、企業としての個性、面白さ、換言すれば、企業としての“顔”が描かれていない。
中小企業には、あえてもうひとつの次元を集中分野の選択に加えていただきたい。

それが「経営者の理念、個性」が何か、それを投影する、という観点からの決定軸である。わかりや
すく言えば「社長が何をやりたいか」という軸である。数千人、数万人の従業員がいるような大企業に
おける社長の存在は従業員にとっては希薄なものであり、親近感をもつにはほど遠い存在である。それ
に比べて、中小企業の社長の多くは、日々、従業員と接して、人間的な交流がある。社長の人間的な個
性が、企業としての個性や企業文化に色濃く投影されてよいのではないかと考える。この存在感のある
個性、あるいは当人が目指している経営理念を体現できる分野に集中的に投資を行うという選択は、中
小企業にしかできないものである。

図表３−２　集中分野の選択次元

これが第三の決定軸である。決して合理的なものではなく、経営者の主観、独断、こだわりを反映す
るものとなるかもしれない。筆者は、それでも良いと思う。それが企業としての個性を出すということと
表裏を成しているならば、である。社長が情熱をもって取り組めることが大切であり、その情熱が従業員
にメッセージとして伝わることが何より貴重な経営的効果となるはずである。この三番目の決定軸は大企
業には真似することができない中小企業ならではの決定軸となると考えられる。

さて、資金配分の変革モデルとして「T字戦略」と、個性ある比較優位を創造するための中小企業だ
けの「三次元決定戦略」を提案させていただいた。中小企業の社内での、従業員と社長との、活発な議
論の題材となれば幸いである。

以下では、T字戦略の「ヨコ軸」とあるアウトソーシングの活用事例と、「タテ軸」としての選択と集
中の候補となる領域での先進的な動きを紹介する。参考とされたい。



─ 77 ─

３−１−２．外部資源１：金融機関というリソースの活用
　金融機関による中小企業の福利厚生支援─地域密着型サービス開発による総合法人支援─

中小企業の福利厚生における格差問題の深刻さについて既に述べたが、なかなか経営体力、経営資源
に乏しいためか福利厚生制度・施策の導入は進んでいない。大企業との格差は依然として大きく、それ
が新卒労働市場等における企業評価を低下させ、優秀な人材の獲得や定着における問題を誘発している。

そうした厳しい状況下にあって、課題解決のために福利厚生という経営手段をどのように活用してい
くか。先に示した「T字型の改革モデル」、すなわち「T戦略」を実現するためには、制度・施策の多様
性を一定程度確保するために外部資源の有効活用という方向性を取らざるを得ない。

この外部資源として、まず活用が有望であるものが地元金融機関等が提供する様々な中小企業支援サー
ビスである。

ここではその好事例を紹介しながら、その可能性を検討してみたい。

苦しい状況にある中小企業だか、彼らを支援するシステムを地方金融機関が開発し、提供している。
その先進例といえべきものが、ここで紹介する多摩信用金庫が提供する「BOB」と名付けられた総合的
な法人支援システムである。
「BOB」という名称は「let’s Build up the Opportunity of Business　共にビジネスの機会を」という当サー

ビスの理念を表したものである。
多摩信用金庫は東京多摩地区を拠点として事業展開を行っている信用金庫だが、当地区ではメガバン

クをも凌ぐ活躍を見せている信用金庫で、メインバンク・シェアでも常にトップの地位にいる。たとえば、
多摩地区の企業が、メーンバンクとして認識している金融機関の上位20社は、図表３−３の通りである。
１位が、地元・立川市に本店を置く「多摩信金」の5,990社で、2009年の調査開始以降４年連続のトップ。
構成比は22.18％を占め、しかも３年連続のシェア増加となっている。地方の一金庫が、首都圏の中心地
域でメガバンク三行の追随を許さないという驚くべき活躍ぶりである。この活躍を支えている重要な柱が
当金庫が展開している、この徹底した中小企業サービスなのである。

図表３−３　当金庫の業績シェア

帝国データバンク「第５回多摩地区メーンバンク実態調査（2012.12.8発表）」

多摩信金の好調な業績を支えるのは、預貸業務、金融商品販売などの本業ともいうべき金融サービス
面での経営努力だけに止まらず、顧客志向の様々な中小企業経営を支援するサービスや地域経済貢献策
を幅広く展開している点が大きいわけだが、金融サービスと金融とは無関係な中小企業への支援で、両
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者がシナジー効果（相乗効果）を発揮している点が重要である。単なる地域貢献、社会貢献ではない。
当金庫本部には他の金融機関ではあまり見られない「価値創造事業部」というユニークな内部組織が

存在する。この部門が主体となって、これまでの金融機関の常識を破るような様々な面白いサービスが
展開されてきたのである。

では、BOBという総合法人支援システムの概要をみてゆこう。
BOBは地域内の企業を有料会員として募集し、その会員向けに様々なサービスを提供する仕組みであ

る。会員は2013年現在、約2400社にまで拡がっており、その会員企業の社員数も約６万３千人程度にま
でに達している。メインバンクをつとめる顧客企業全体の四割がこのシステムに参画していることになる。
対象企業の大半は、多摩地区に事業所が所在する中小・零細企業である。

図表３−４　BOB会員　年商（年間売上高）の分布

このシステムに参加するための料金は、以下のとおりである。
正会員が年間会費37,800円となっている。ただし、新たに創業する予定者、創業予定者には優遇料金

（5,250円）を設定している。最も経営資源に乏しい創業期にある企業を優遇しようとしており、BOBの
理念を体現している。課金システムとしては、通常の福利厚生アウトソーシング企業などでは、従業員１
人当たり単価での課金を行うケースが大半だが、BOBでは従業員数に関係なく、企業一律の固定料金と
している。一般的に考えると、従業員規模の大きい企業ほど、有利になるとも考えられるが、当システム
では大半が中小企業であることから、そうした課金方法は採用していない。様々な事務処理が複雑化し
てしまうことも避けたい意図もあろう。

年会費：BOB会員 　37,800円（税込）
 創業会員 　5,250円（税込）
 創業会員制度
 　加入対象： 創業予定者（多摩地域で創業を予定している方）
  創業後３年未満の法人・個人事業主
  年会費：5,250円
  加入期間：３年間限定（３年後はBOB会員へ移行）
  ※ 創業予定者が創業会員として３年経過後、未だ創業出来ていない場合は３年間延長可
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・BOBのサービス体系
この法人総合支援システムの全体的なサービス体系は以下の通りとなっている。まず基本構造として、

①営業支援、②経営企画支援、③総務人事支援の三つの柱から成りたっている。福利厚生に関連するのは、
主に②にある従業員向けの自己啓発関連のセミナーと、③にあるレクレーション、スポーツ、医療関係な
どである。

①　営業支援（売り上げUPをお手伝い）
ㅡFace to Faceビジネスマッチング
ㅡ企業情報検索（BOB会員企業）
ㅡたまNAVI（地域企業情報を掲載した、情報紙を隔月で発行）
ㅡ帝国データバンク企業調査サービス（企業情報、約127万社の情報を取得可能）
ㅡざっくばらん交流会（お酒の席でくつろぎながらの、新しいタイプの交流会）
ㅡらくらくホームページ（簡単・低コストでホームページの運営ができるサービス）
ㅡ共同出展BOB（展覧会イベントに出展して、知名度も実績もUP）
ㅡTVコマーシャルBOB（CM制作の専門家がプロデュース）

②　経営企画支援（悩みごとの相談・解決へのお手伝い）
ㅡBOBセミナー（各分野の専門講師による実務セミナー）
ㅡスペシャリスト相談サービス（各分野のスペシャリストが訪問。経営問題解決）
ㅡビジネスリポート（経営や営業・業界動向など様々なリポートを1,000本以上）
ㅡ調査・情報収集サービス（新規事業、事業計画に必要な調査や情報収集）
ㅡ認定取得大作戦（ISOやHACCP、Pマーク等の取得支援）
ㅡBOBビジネス商談会・交流会（地域の身近な企業と交流／年４回程度開催）

③　総務人事支援（人材育成や福利厚生をお手伝い）
ㅡデジタル法令&文例（12,000点以上の法令・規約書等のひな型をネットからDL）
ㅡBOB合同研修（階層や職種別の研修／年４回程度開催）
ㅡプレゼントBOB（アミューズメント施設や地元の有名店のお食事券・旬の食材）
ㅡレクリエーションBOB（会員企業の役職員向けにイベントを開催、無料で招待）
ㅡ人間ドックのおすすめ（企業の繁栄は役職員の健康から／ BOB提携先で料金割引）
ㅡBOBカレッジ（パソコン講座、簿記講座、マナー講座等）
ㅡ「たましんビジネスダイレクト」利用料金割引（ネットバンク利用の割引）

BOBのなかにある福利厚生に関連するサービスについて、いくつか取り上げみよう。

・BOB合同研修
階層や職種別の研修を行われている。きめ細やかな企画と熱意ある有力講師の研修を、会員企業合同

であるため、低料金で参加することができる。年４回程度開催され、毎回、満員となるとのことである。

・プレゼントBOB
アミューズメント施設や地元の有名店のお食事券・旬の食材など、会員企業の役職員に対して、隔月

でプレゼントとして提供される。応募が多く常に抽選となる。従業員の福利厚生の一部となるサービス。
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賞品の提供企業は当然、BOB会員や多摩信金の顧客企業・事業者となっており、彼らにとっては新商品・
サービスの宣伝効果が期待されている。

図表３−５　プレゼントBOBメニュー（例）

・レクリエーションBOB
会員企業の経営者、従業員向けに開催され様々なイベント、すべて無料で招待される。社内の福利厚

生のイベントや従業員さまの家族サービスの場として活用されるケースが多い。毎秋には、500人程度の
参加者が集まる大規模な運動会が昭和記念公園で開催される。会員企業同士での、経営者、従業員レベ
ルでの交流の場であり、また、従業員と家族との団らんの場となっており、ワーク・ライフ・バランス効
果にもなっている。
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図表３−６　合同参加型のレクレーションの実績

図表３−７　会員合同運動会の募集案内（2009年秋）

・人間ドック受診支援
中小企業の経営者や管理職のために「人間ドック」の斡旋サービスも行っている。「企業の繁栄は役職

員の健康から」とアピールしている。BOB提携先病院のため料金も割引（5000円割引／人）される。提
携病院は地元の取引先でもある東海大学八王子病院　健康管理センターである。この人間ドックの「お
すすめポイント」として、以下の５つの特徴が告知され、受診を積極的に推奨している。

①　電子カルテシステムによる、前年データとの照合
②　充実のラインナップ、オプション検診
③　大学病院の高度医療で二次検査や治療も安心
④　医師からの結果説明に加え、看護師などによる保健指導あり
⑤　希望者には自己問診によるメンタルチェックも実施
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・BOBカレッジ
このサービスは、中小企業の従業員向けの自己啓発、教育訓練制度の代行サービスといえる。表３に

示すとおり、非常に高い頻度で、かつ実に多様な講座が提供されている。一部有料の講座もあるが、多
くは無料講座であり、毎回、満員盛況となっている。パソコン講座、簿記講座、マナー講座など企業で
働いている経営層や従業員に必要とされる実務的なスキル向上の有効な支援策となっている。また、
BOBセミナーと呼ばれる主に経営者、幹部社員用の講座も用意されている。

図表３−８　セミナー・カレッジの最近のメニュー

以上、多摩信用金庫が数十年をかけて開発し、提供している中小企業に対する多様な事業支援サービス、
福利厚生支援サービスを概観してみた。

一金融機関、しかも地域金融機関である信用金庫がなぜ、ここまでのサービス・システムを構築する
ことができたのか。創設の中心メンバーである長島剛氏（当時、価値創造事業部長）に、詳しいお話を
うかがうことができた。

その原点は、十数年前に同氏がある中小企業を訪問した際に、見かけたコルクボード（掲示板）にあっ
たそうだ。その中小製造業の事務室の古びたボードには色褪せた「安全確認」のシールの掲示だけで、
そこには何も従業員に訴えるものが掲載されていない、という寂しい状況であった。これを見た同氏は「こ
の企業のために、また従業員のため何か面白いことをやってあげられないか」と考えたのである。この企
業訪問は、当時の理事長から命じられた未取引企業への100社訪問の行脚の過程であって、「課題解決型」
の新たな事業開発を模索していた時期であった。

このコルクボードが原点となったためか、様々なイベントやレクレーションの開催告知を知らせるため
DMが会員宛に送付されているが、その中にはポスター形式のカラー刷りの印刷物がいつも同封されてい
る。DMを受け取った経営者や担当者が、そのポスターを社内の掲示板に貼り付けるだけで、手間暇かけ
ずに従業員に知らせることができるという仕掛けである。イベント等の開催頻度が非常に高いため、掲示
板には常に新しい情報、すなわち先述のプレゼントやレク・イベント、スポーツ・イベント等への参加勧
奨が提示されることになる。従業員にとっては、この掲示板の情報が、まさに充実した福利厚生制度の
告知として受け止められることになる。

同氏は「中小企業に様々なものが欠けている」と感じた、と述べており、その欠けた部分をなんとか地
域金融機関として補填することができないか、という発想が始点になっている。新入社員研修、管理職
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研修、社内レクレーション、健康管理、等々・大企業ならば、あたり前に実施さているそうした制度・施
策だが、規模の小さい中小企業ではなかなか整備できないのである。そうした経営資源の欠乏に苦労し
ている中小企業同士が、資源を補填し合うことで、スムーズな企業成長の障害とならないように助け合
おうとしており、同金庫の展開するこのサービスはそのためのインフラ（基盤）を提供し、コーディネイ
トしているのである。同氏が「すべては“割り勘”の精神です」と発言されていた。プレゼントBOBに象徴
されるように、毎月、抽選で当たる様々な賞品は、地元企業や農家が生産の商品であり、産品であって、
大半が無償拠出される。商品の宣伝効果にもなり、新しい顧客獲得のための機会が提供される。それが、
一方で他の中小企業の従業員にとっては楽しみな福利厚生施策になるのである。ヒトも、モノも、情報も、
ともに出し合い、利用し合うことで新しいマッチング、そして価値が生まれていく。と

また、中小企業の福利厚生について面白いとらえ方をなさっている点が興味深い。
福利厚生の活発化は、中小企業の人材育成の基盤であり、スタートラインであるという見方である。中

小企業の経営者の多くは自社が大企業などと比較して、十分な福利厚生を提供できていないことを気に
かけている。先の「欠けた部分」として強く認識しているのである。そこに、このBOBを通じて、自己
啓発やレクレーション、健康管理などを提供できることで、従業員が喜んで受け容れ、その企業に定着
しようとしたときから、やっと、本格的な人材育成が始められるタイミングになる、という話である。つ
まり、福利厚生が従業員と会社との良好な関係形成の第一歩であって、その一歩を踏み出せたことを契
機に育成段階に入ることができるというわけである。人材育成の第一のゲートウェイ（関門）として、福
利厚生を位置づけるということになる。流動性の高い中小企業ならではの話ではなかろうか。

当社の取材で印象的であった点がひとつある。それは、このBOBというサービス・システムによって
提供されている様々なサービスの一つ一つに対するクオリティ・コントロール（品質管理）が徹底されて
いることである。この品質にはいくつかの次元がある。

まず第一は「地産地消品質」である。従業員のためのIT技術向上や会計知識などの自己啓発セミナー、
様々なスポーツ・イベント、レク・イベントなどの講師そして開催場所、ブレゼントBOBでの賞品、等々は、
すべて当金庫のエリア内から調達している。会員向けに配布される豪華な会報誌（「たまNAVI」）でさえ、
その取材ライターは多摩地区の居住している人々であり、彼らに「多摩ソーシャル・ライターズ倶楽部」
という任意団体を結成させて制作に携わってもらっている。都内の出版会社等に勤務する彼らの技術レ
ベル高く、制作される媒体の品質は内容、体裁ともに､ 大手のアウトソーシング企業などにも引けを取ら
ない、非常に高いものとなっている。また、様々な地区の経営者が集まって出会う「ブルーム交流カフェ」

「ざっくばらん交流会」等の開催も当金庫の顧客である各地の飲食店で、順次、巡回開催されている。大
手チェーン店などは説対に利用しないのである。ヒト、モノ、カネ、情報、技術というすべてのリソース
を多摩地区内で活発に循環させ、活用させながら、ヒトとヒト、企業と企業の出会い、マッチングの機会
を最大限に創出しようとしているのである。安易に地域外のリソースを調達せで、地域内を丹念に、そし
て徹底的に探索、調達する点には驚かされる。地域密着を標榜する信用金庫の面目躍如というわけである。

第二の品質管理の次元は「顧客適応性」である。経営者向けのセミナーや従業員向けの自己啓発のた
めのカレッジといった講座が多頻度で開催されているが、その講師の力量を事務局が冷静に見極めてい
る。それも単に専門性が高いかどうかではなく、当金庫の顧客となる中小企業の経営者や従業員にとって、
わかりやすい内容や話し方で提供できているか、を最も重視している。どこかの高名な大学教授がやっ
てしまうような独りよがりの講義を実施されては困るのである。受講する経営者や従業員にとって本当に

「役に立った」という実感が持てる講座の実現に腐心している。だからこそ、毎回、満員盛況となるわけ
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である。
そして、第三の品質次元が「脱営業色」への留意である。信用金庫であれ、地銀であれ、メガバンク

であれ、金融機関がこうした非金融サービスの提供プログラムをつくると、否応なく「（金融商品を）売
らんかな」の姿勢が強く出てしまいやすい。つまり、こうしたサービスを金融商品販売の仕掛けとして位
置づけて、露骨な販売アピールをやってしまうものである。こうなると、潜在顧客層だけでなく顧客層で
も、どうしても警戒心を持ってしまう。「セミナーに参加すると、預金や投資信託の販売促進だった」といっ
たよくある話になる。

とかと、中小企業に対する事業支援、経営支援に徹するならば、そうした“営業色”を軽減、できれば
払拭することが重要なのである。この点については、事務局はよく理解している。それは、セミナーなど
に招聘する講師陣にも求めている。例えば、税理士に税制セミナー等を委託する際にも、露骨な顧問契
約の営業などを慎むように事前に要請している。もちろん、競争の厳しい市場環境での業績拡大を目指
す信用金庫であることは事実であり、最終的には業績向上への寄与が意図されていることは間違いない
し、それでよいのである。しかし、このBOBというシステムの中だけで短期的な利益を追求することは避
けたいのである。顧客（中小企業）との長期的な信頼関係を築くためには、まず彼らが抱える課題や問
題の解決に助力し、それを実現することを優先する必要があると考えているのである。その成果がいず
れ同金庫への信頼や恩義となってゆくことで、顧客基盤の形成に寄与することになる。このような長期
的な視点からのシステム運営が徹底されている。

こうした品質管理が徹底されていることが、BOBが活性化され、多くの企業、従業員が継続的に参画
するものとして成功している大きな要因であろう。他の金融機関や自治体、公的機関などでも、類似のシ
ステムを構築しようとする動きはあるが、その多くは外部の大手コンサルタント企業やアウトソーシング
企業に“丸投げ”してしまっており、十分な、そして繊細な品質管理ができていないケースが少なくない。
こうした品質を、利用者は感じるものなのである。

このようにみてくると、このBOBは、いくつかのキーワードでその本質を表現できるように思われる。
第一のキーワードは、いうまでもなく“地域密着”である。徹底した多摩地域志向が貫かれている。まさに、

当金庫の市場であるので当然ではあるのだが、その徹底ぶりが際立っている。そして、第二のキーワード
が、“マッチング”である。当金庫と顧客という関係よりも、顧客同士の出会いの場という色彩が強い。ヒ
トとヒト、企業と企業、多様な場面が用意される出会い系システムとなっている。そして、もうひとつユニー
クな性格を表すキーワードが長島氏が何度も繰り返した“割り勘”である。様々な関係者が可能な範囲で、
リソース（資源）を持ち寄ろうとする仕組みである。それが、ともすれば経営資源に乏しいことで成長が
阻まれやすい中小企業に新しい展望を提供することになっている。戦略的、積極的な相互扶助システム
となっているのである。

このように完成度の高いBOBという企業支援システムだが、今後はさらに進化しようと模索している。
ひとつは、さらに地域密着度を高め規模拡大を図ろうとする方向性である。現在、メインバンクをつとめ
ている企業の四割程度だが、これを拡大させていこうとしている。顧客を維持し、ビジネスチャンスを誘
発させる当金庫の大きな経営基盤となるであろう。一方で、当地域でも高齢化が本格的に進行する中で、
中小企業経営者にとっては、セカンドライフのために生活設計や事業承継問題が重要な課題となってき
ている。BOBはこれらの課題にも、踏みだそうとしている。

地域社会の実情やその変化を先取りしながら、適合し、進化しようとしている。これからも目が離せな
いところである。中小企業の福利厚生の格差問題が、こうした地域金融機関の努力によって解消されて
いくことを期待したいものである。と
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３−１−３．外部資源２：カードビジネスからの参入と活用の可能性　
中小企業が福利厚生の活用を考える際の外部資源には、福利厚生を市場として捉え参入してきている

民間事業者のサービスもある。ここでは、カードビジネスの最大手が始めた福利厚生サービスを紹介し、
中小企業でのアウトソーシングとしての活用の可能性を考えてみる。

・メガ・カード産業が創造する新たな福利厚生ビジネス
福利厚生の世界は、人事労務だけではない。ひとつの市場として、そしてビジネスチャンスと捉えるこ

とができる。保険業界しかり、アウトソーシング業界しかり、である。ここでご紹介するケースは、まさ
に新規市場として、新たなビジネス・モデルを適用しようとするによって福利厚生の世界で市場創造を
目指そうする企業、そして。その新システムの初期の導入企業の動きである。

レンタルビデオ業で急成長したTSUTAYAを経営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（以下、
CCC）が展開・運営するポイント？サービスが「Tポイント・カード」である。このポイント・サービスは、
2012年５月時点には、利用する会員数が4000万人を突破しており、生産年齢人口のほぼ半数が利用者と
いう、まさにメガ・カード産業となっている。

近年、氾濫するポイント・カードの仕組みを改めて説明する必要はないかと思うが、要するに、モノや
サービスの販売時に、購買者に対して一定率、一定額の「ポイント」をカードシステムを使いることで付
与し、その付与されたポイントが多くの提携企業で利用できるという、ある種の疑似通貨システムといっ
てよい。

Tポイントが利用できる店舗数（アライアンス企業）は、83企業で全国で約44,000店舗にまで拡大して
おり、TSUTAYAをはじめ、大手コンビニのファミリーマートやENEOS、カメラのキタムラ、すかいらー
くグループなど、数多くの流通系企業がTポイントのシステムに参加している。

このカード・ビジネスの大手が、福利厚生の世界に参入を試みようとしている。
筆者は、ある経済誌の共同セミナーで、CCCの推進担当者でご一緒する機会に恵まれ、福利厚生市場

参入についての詳しいお話をうかがうことができた。この新たなアプローチについて解説してみたいと思
う。

・福利厚生という市場の規模
本論に入る前にまず、福利厚生をひとつの物販・サービス市場として捉えたときに、どの程度のマーケッ

ト・サイズ（市場規模）を持つものかを確認しておきたいと思う。当社のような大手企業が参入するには、
それ相応の市場としての魅力があるということであろう。筆者が行った市場規模試算は以下の算式に基
づくものである。

福利厚生市場の規模（年間支出総額）
　　　　　　=　法定外福利費（従業員月額単価）×　12 ヶ月　×常用従業員数（規模別）

利用できる基礎統計値としては、従業員１人あたり月額平均での法定外福利厚生費がある。これは、
大企業層については日本経団連の「福利厚生費調査」があり、零細・中小企業では、厚生労働省の「就
労条件総合調査」で観測されている。法定外福利厚生費は、企業規模間での格差が著しい点に特徴があ
るが、それ点を６階層の規模別に基礎値を設定することで反映する。

最新の調査では「5000人以上」の大企業層の値として「福利厚生費調査」を用い、「〜 29人」から「1000
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人〜 4999人」のでの規模層については「就労条件総合調査」を基礎値とした。この法定外福利厚生費を
12 ヶ月として乗算し、年間支出額とした。

一方、従業員数も試算の基礎値として不可欠である。ここでは「経済センサス活動調査」を用いた。
同調査は、従来の「事業所・企業統計調査」、「サービス業基本調査」をはじめとした大規模統計調査が
統合されたもので、企業規模別での常用従業員数を把握したものとしては、最も信頼できる調査と考え
られる。

このような基礎値に基づいて。試算を行った結果が、図表３−９である。

図表３−９　福利厚生市場の市場規模試算

試算結果として、企業が支出する法定外福利費としての市場規模は、全体で約4.6兆円という規模にな
る。これは産業別の市場規模と比較すると、建設機械、IT、タイヤ・ゴム、瀬領飲料等の市場とほぼ匹
敵するものとなる。しかも、この試算には、従業員自身あるいは労働組合、健康保険組合等が施策とし
て拠出する資金は除外されており、それらを総計するとおそらく５兆円に近い規模になるのではないかと
考えられる。

こうした試算を行ってみると、様々な関連産業からの参入を動機付けるだけの魅力がある市場規模と
もいえるだろう。

・T−Benefitという福利厚生ビジネスモデル
さて、ではCCCが日本人の３人に一人が保有するという「Tポイント・カード」を用いて、どのような

福利厚生サービスを提供しようというのか。その基本的なビジネスモデルが図表３−10に示すものとなる。
基本的なシステムとしては、対象となる従業員や採用候補者に対して「Tポイント・カード」を発行し、

そのカードに対して一定額のポイントを、福利厚生給付として付与するという方式がとられる。現金では
なく、かつ現物でもない「ポイント」という中間形態の価値を提供するのである。付与に関しては、各企
業がCCCに事前に申請して、ポイント付与権を得ておくことになる。もちろん、有料で購入するのである。

当然、付与されたポイントそのものは何の効用ももたらさないのであるから、付与された従業員が自由
な意志で、自らのニーズに即して、いずれ何らかの財・サービスとポイントとの交換ができることが不可
欠である。
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図表３−10　T−ベネフィットのビジネスモデル

当社プレス資料より抜粋

そこで、登場するのが先に紹介した全国展開する多様なアライアンス企業群である。従業員にとっては、
飲食、家電、物販を含む広範な商品領域を、広範なエリアでの交換が自由にできる。利用する従業員にとっ
てはアベイラビリティ（availability ／入手可能性・容易性）という点でのメリットは非常に大きい。つま
り、「使いやすい福利厚生」「いつでも、どこでも使える福利厚生」という点が大きな特長点となる。

当プロジェクトでは、事前に需要調査を行っている。すでにTカードを保有している対象者にアンケー
ト調査を行い、福利厚生としての需要の存在とビジネスモデルとしての「強み」の確認を行っている。
10代〜 30代のT会員2,562人に対して、2012年３月に調査を行っている。その主要な調査結果が次のとお
りである。

最上段の調査結果では、職場の福利厚生の利用実態を捉え、ほぼ半数が「利用していない」と応え、
さらに25％が「満足しているが、使いにくい」という評価を下していることを確認している。

そして「福利厚生がポイントで支給されるとしたら…」という仮定設問が行われ、ほぼ七割から肯定的
な回答を得ている。回答者層が比較的若い従業員層であることも影響していると考えられるが、現物でも、
現金でもない「ポイント」というものが福利厚生の給付物として、従業員側からは容認されたとも見るこ
ともできる調査結果だろう。
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図表３−11　T−ベネフィットに対する従業員層の評価

CCC社として、このT−ベネフィットという新しいビジネスモデルが企業と従業員の双方にもたらす便
益について、以下のようにまとめている（表２）。

まず第一の目的としては「集客・人材獲得」をあげている。“集客”という表現に端的に表れているよう
に、まさに販売促進効果を意味するものであり、企業（雇用側）にとっては、採用活動の実効性を高め
る点を強調している。つまり、より多くの集客≒採用応募者を吸引する効果である。もちろん、従業員、
採用応募者にとってはポイントという便益を得ることができる。

第二の目的として「福利厚生（継続稼働表彰）」として“福利厚生”という表現が用いられている。おそ
らく、一定の継続勤続に対する報償として定着性を狙う施策としての位置づけであろう。そして、第三
の目的も「福利厚生（優秀者表彰）」で、成績優秀者などへの報償である。いわゆるインセンティブ（誘因）
機能をあげている。

最後の目的は、ややユニークなもので「企業ブランディング」の形成を掲げている。
これは、高いブランド力をもつ「Tカード」のロゴ、マークなどを、社内外の様々なツール、露出物に

表記することで、外部者（採用候補者、取引先等々）から当該企業に対する信頼感や親近感が高まるこ
とによって企業としてのブランド力の向上が期待できるというものである。ブランド戦略の中で多用され
る「傘ブランド戦略（ブランド拡張戦略の一種）」である。強いブランド力を持つ親ブランドの傘下に、
同様の、あるいは類似の表現物を適用することで「子ブランド」の育成を早期化、効率化しようというブ
ランド戦略である。ここでは「Tカード」の強いブランド力を、契約企業に享受してもらおうという訳で
ある。この効果については、未知数な部分もあるとも思われるが、応募する企業名を全く聞いたことのな
い人材にとって、馴染みのある「Tカード」のマークが目に入ることで、安心感が醸成される可能性はあ
るだろう。労働市場での知名度、認知度の低い中小企業層にとっては、有り難い効果といえるかもしれ
ない。
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図表３−12　T−ベネフィットの目的と機能

この他にも、このビジネスモデルのメリットとしては、管理側にとっての「簡便さ」がある。自社の様々
な人材戦略に応じてタイミングよく、ポイント数を決め、CCC社にポイント申請を行える。通常、企業が
従業員等に提供する福利厚生サービスを事前に調達するためには、様々な労力を要する。極端な例は、「ハ
コもの」であり、社宅・独身寮といったものならば、候補地の選定、不動産契約、設計・建築、管理者
の採用・配置等々、大変な資金、時間、労力など調達コストを必要とする。しかし、このモデルでは、
CCC社への申請だけで調達が完結する。ポイント調達単価は明らかにされていないが、調達規模に応じ
た一定の割引設定がなされているものとも推測される。あとは、いつでもタイミングよく配分すればよい。
在庫コストも必要とならない。

一方、簡便さという点では先にも触れたとおり、従業員にとっても同様のメリットがある。ポイント付
与された従業員や採用候補者は、いつでもどこでも好きなタイミングで、ポイントを利用することができ
る。企業内での福利厚生制度の利用時のような申請といったペーパーワークを必要としないので気軽に
利用できる。また、既に予約が一杯で、必要な時期に利用できないといった事態も少ないだろう。圧倒
的な供給力をアライアンス企業によって担保されているからである。地理的にも全国規模のアライアンス
企業が多いので、全国どこであっても、ほぼ同条件でポイントを利用して様々な財・サービスを入手でき
る。

こうした企業、従業員の双方にとって利用上、簡便なシステムが提供されることによって、管理コスト
の圧縮が期待できると同時に、従業員の利用率が向上することで、満足度の向上が期待できるとCCC社
では考えているようである。検証は必要であろうが確かにそうした効果の可能性はあるだろう。

・初期導入企業のケース：日総工産
では、T−ベネフィットという新たな福利厚生モデルを実際に導入して、活用をはじめたケースをみて

みよう。
日総工産は、製造系人材サービスや業務請負事業を展開する企業で、2011年で設立40周年を迎えてい

る。同社は2011年５月より、派遣登録を行っている派遣社員に対する福利厚生制度としてTカードの発行、
ポイント付与を以下の方式によって試みている。
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独自の配布カード

まず、日総工産の各拠点で面接に来訪した採用候補者に対して、Tポイントを一律、500ポイント付与
する。これが「面接ポイント」である。効果としては、採用母集団の拡大が期待されていると考えられる。
ただし、モラルリスク排除のためか、この面接によるTポイント付与から約６ヶ月（面接日から180日）以
内に、再度面接をした場合にはTポイントは付与されないとしている。

また、毎月末での在籍日数によって、新たにTポイント付与数が決定され、翌月に付与される。例えば、
90日以上在籍すると、3,000ポイント、180日以上在籍すると、6,000ポイント、365日以上在籍12,000ポイ
ントの付与となる。これは「在籍ポイント」と呼ばれている。文字通り、長期定着効果が期待されている。
派遣ビジネスにとって、クライアントからの要請に応えられる人材を事前に、十分な質と量を保有してお
くことは、競争上の基本条件となる。したがって、在籍を動機づけるためにポイントという報酬を付与す
る必然性は高いだろう。在籍すれば、ポイントは蓄積されていくことになる（図表３−13）。

さらに「おかえりポイント」とされるユニークな加算方式も設定されている。これは、日総工産での業
務経験が過去にある人材で、再び日総工産に応募し、採用され、派遣業務が決定した時点で、Tポイント
が付与される。人材の流動性が高い派遣ビジネスの特性を捉えたものといえ、一旦、他社に流出した人材、
派遣以外の就労形態を選択した人材の「呼び戻し」を狙ったものと考えられる。

図表３−13　ポイント付与方式

当社HPより抜粋
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具体的に導入に踏み切った日総工産であるが、未だその効果についての実績の報告にまでは至ってい
ない。いずれそのあたりの実績も蓄積されるだろう。

事例に対する評価としては、人材派遣ビジネスの特性をよく織り込んだ制度であるといえるだろう。流
動性の高い派遣労働者に対して、自己調達による福利厚生サービスを用意するには、リスクが大きい。
また、正社員層が求めるような「住宅」「健康」「自己啓発」といった長期勤続を前提としたような福利
厚生サービスに対する需要を、派遣労働者という非正社員層では必ずしも持たない可能性も高い。賃金
とは別に、ちょっとした日常生活に役立つ商品・サービスを無償で利用できる「ポイント」に魅力を感じ
る可能性も高いだろう。こうした点からは、飲食業、接客業などの非正社員を中心として業種では、拡
大する可能性があるのではないかとも考えられる。人材を争奪し合っている他社との「見える差別化」、「わ
かりやすい差別化」を実現できるからである。

・新たな福利厚生モデルへの評価
さて、こうした福利厚生における新たなビジネスモデルをどのように評価すべきだろうか。機能や効果

については未知数な部分が大きいことも、事実ではあるが、まずはこの時点での理論的な評価を行って
おきたいと思う。

まず、一次的給付物としての「ポイント」なる存在をどう評価するか、という点がある。
ポイント付与制度は、当初、米国での航空サービス業界で導入されたマイレージ制度に端を発する。

利益貢献度の高いヘビーユーザーに対するつなぎ止め策として設定され、FSP（frequent shoppers 
program）と称された。ポイントの多寡によってユーザーとしての優先的地位や割引サービスの利用権と
して機能させた。

福利厚生の世界で、このケースと極めて近似するものとしては、カフェテリアプランで提示される「ポ
イント」がある。これは企業が自社あるいはアウトソーシング・サービスの年度単位での固定的な利用権

（固定ポイント）として従業員個人単位で付与される。実際の調達コストとの関係性は希薄であるが、予
算とは一定の換算率をもたせている。１ポイント=1000円、といった具合である。この場合の付与ポイン
トの利用対象の財・サービス市場は限定的される。それは、企業の意志、労使の合意によるメニュー編
成が反映されるからである。この意志とは、自社の従業員に「使わせたい」あるいは「使わせたくない」
という判断に基づくものとなる。

このモデルにおけるポイントにおいても、カフェテリアプランと同様の付与方式を取ることはできる。
年間固定ポイントとして付与すればよい。一方で、従業員がどのような財・サービスとポイントを交換す
るか、という点での制約を加えることは難しい。一旦、受け取ったポイントは、ほぼ通貨に近い自由度で、
多種多様な財・サービスと交換されることになる。ここに、先のような企業の意志を反映することは困難
である。

また、カフェテリアプランでは、その企業の意志として「使わせたい」あるいは「使わせたくない」と
する対象の制度・施策が、自己啓発制度、健康管理制度、レク制度等々の「福利厚生制度」の範疇の中
があるわけだが、このT−ベネフィットにおけるポイントの交換対象となるものは、ビデオレンタル、コ
ンビニ商品、レストラン・メニューなどのごく一般的な財・サービスでしかない。アライアンス企業が拡
大を続けていることを考えると、最終的には一般の財・サービス市場と近似するものにまで拡大するだろ
う。

この点からすると、このT−ベネフィットというモデルは、カフェテリアプランよりも賃金制度ないし
は現金給付型の福利厚生施策により近似するともいえるだろう。ただし、福利厚生制度にある金銭給付
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型の施策、例えば、慶弔関係や育児、介護、自己啓発などに対する金銭補助施策には、それらのコスト、
リスクに対応するという「使途限定」的な金銭給付である。一方、この導入事例における「面接ポイント」

「在籍ポイント」「おかえりポイント」などの、ポイント付与は、「使途非限定」の金銭インセンティブそ
のものである。この点では、従前からの福利厚生における金銭補助制度とも異なるものである。

では、金銭そのものを提供すればよいのでは、という話にもなるのだが、それでは「賃金」との違い
が見えづらくなる。賃金とは労働対価として一定の規律、規範、経営合理性の中で決定されるものであ
るとすれば、それ以外の「金銭給付」が混在することに、抵抗感があることには頷ける。したがって、「ポ
イント」という、金銭でもなく、財・サービスでもない中間物を給付物として採用するわけである。

一方、人事労務施策として、こうした「ポイント」の給付方式を考えたときに、インセンティブとして
の何らかの経済的恩恵を、タイミングよく提供するという点では、何より「簡便」であり、「使いやすい」、

「使わせやすい」ということに異論はないだろう。
従業員にとっての利用の簡便さや企業にとっての導入の容易さは、中小企業にとっては有り難い特性

であることは間違いない。ポイント設定等を独自に工夫しながら従業員の行動を喚起させるなどの施策を
考案できる余地も大きいと考えられる。

３−１−４．外部資源３　地方中小企業のためのアウトソーシング基盤
中小企業が有効な「Ｔ字型戦略」を展開するためには、大企業の大きな格差を緩和するために制度・施

策の一定のラインアップ（品揃え）を確保することがまず第一歩と述べた、そして、その方策として今日様々
な民間のアウトソーシングサービスを活用することが不可欠であろうかと考えられる。ただ、この民間サー
ビスについてはどうしても都市圏に集中しがちである傾向は否定できない。

地方社会、地方経済を支えて活躍する中小企業が、どのようなアウトソーシング戦略を取るべきなのか。
ここでは全国に展開する中小企業勤労者福祉サービスセンターの活用を強く推奨したい。当初、厚生労働
省が補助事業として開始したこのサービスセンター事業は現在は、補助制度が終了し、各自治体との連携
によって地域の特色を活かし、地域の経済社会と密接な協力関係を形成しながら根付いてきたのである。
この地方中小企業のアウトソーシング・パートナーとしての可能性をみておこう。

・全国に展開する中小企業勤労者サービスセンターの活用
中小企業勤労者福祉サービスセンター（以下、中小企業ＳＣ）は、大企業や大都市圏との格差が問題視

される中小企業の勤労者の総合的な福祉を増進するために、原則として市区町村を単位に設立された団体
である。中小企業単独では実施が困難な福利厚生について、地域の中小企業勤労者と事業主が共同し、そ
のスケールメリットを活用することで総合的な福祉事業を実施し、格差を縮小・解消することを目指して
いる。このスキーム自体は当初、厚生労働省が主体として推進された補助事業であったが、成熟期を迎え
て補助金も解消されたことで、現在は各地域の地方自治体との連携の中で政策的な支援を得て事業が維持
されている。この中小企業ＳＣは現在、全国で約200団体あり、その会員企業の利用対象従業員数も130万
人となっている。
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図表３−14　中小企業勤労者福祉サービスセンターの概念図

厚生労働省HPより抜粋

具体的な中小企業ＳＣのケースとして愛媛県の松山市が中心となって運営されている「松山市勤労者福
祉サービスセンター」の内容を以下に紹介する。

事例：松山市勤労者福祉サービスセンター（同センター HPより抜粋、一部加筆・修正）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・目的
『中小企業の福利厚生をサポート！　明るく楽しい職場作りから企業の発展を！』
松山市勤労者福祉サービスセンターは、中小企業が単独では実施し難い従業員の福利厚生に共同で取り

組み、勤労者が生涯にわたり、豊かで充実した生活を送ることができるようお手伝いしていく会費制の互
助制度です。納められた会費は、様々な形で会員に有効に還元されます。
・加入いただける方

松山市内の中小企業（資本金または出資総額が3億円以下の会社並びに常時雇用する従業員の数が300
人以下）で働く従業員（期間を定めて雇用される方、季節的業務に雇用される方を除く）及び事業主。松
山市に居住し、市外の中小企業に勤務する方
・入会金・会費（大半のケースは事業主負担）

入会金：会員1人につき500円（入会時のみ）会費：会員1人につき700円（月額）
・ご加入のメリット

地元各施設の割引の他に全国各地のホテル、ペンション、テーマパーク等提携施設の割引利用ができま
す。

お祝い事や災害・ご不幸などに対して慶弔共済給付金が支給されます。
レクリエーションや宿泊旅行、健康診断等に助成金が支給されます。
他の職場の従業員との交流や、家族サービスが図れます。
会報やガイドブックによる情報提供が受けられます。

事業内容
慶弔共済金の給付、助成金の支給、各施設の割引、その他の事業内容
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（助成金の内容）
次のような助成金が会員に支給（毎年度内に1回支給。ただしメガネは3年度内に1回）

・一般健康診断・日帰り人間ドックの受診に2,000円（指定施設：順風会 健診センター・天山病院・八倉
医院の場合は、3,000円）

・メガネの購入に2,000円
・各種講座（趣味・教養・資格取得等）の受講修了者に4,000円
・宿泊を伴う旅行に3,000円
・レクリエーション（ゴルフ・観劇等）に3,000円
・ゴルフを行った場合に3,000円
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・支援組織としての全国中小企業勤労者福祉サービスセンター
全国の中小企業ＳＣを共同事業等によってサポートする全国組織として、全国中小企業勤労者福祉サー

ビスセンター（通称、全幅センター）があり、個々の中小企業ＳＣに対して全国レベルでの制度・施策の
充実化を支えている。

図表３−１５　全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの機能

全幅センターＨＰより抜粋

この全幅センターで現在、推進されている事業は以下のとおりである。
（１）共済事業

①「全福ネット慶弔共済保険」
②「各種共済制度」の普及

ず〜っとあんしん共済保険、法人火災共済保険、中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度、
経営セーフティ共済、貯蓄、融資商品など

（２）共済を補完する事業
①「全福ネット入院あんしん保険」
②「全福ネット冠婚葬祭サービス」

（３）会員サービス事業
①「全福ネットガイドブック」

ライフサポート、健康に関るサービスの充実を図る。目標 発行部数 ４. １万冊
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②「全福ネット福利厚生事業（リーソル）」民間福利厚生会社のサービスを提供
ライフサポート倶楽部セットプランｅ、及びセットプラン

③「共同購入事業」
家庭常備薬、社販マーケット、スポーツオーソリティ、防災シリーズ（アルファ米、トイレ等）等の

充実
（４）ＳＣ業務効率化事業

①「会員管理システム」システム更新時期を向えるＳＣに対し、共福システム導入を勧奨
②「統一会員証」　会員管理コスト低減提案として利用促進し定着を図る。
③「オールインワンＨＰパッケージシステム」によるランニングコストの削減
④「ジックＺ」の活用促進　業務の簡素化提案として利用促進を図る。

・地域統合が進む中小企業ＳＣ
中小企業ＳＣについての地域ブロックでの統合・合併や共同事業化も進展しつつある。その代表例が「九

州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会（通称、KNET）」である。
この組織は九州沖縄地域で設立運営されていた中小企業ＳＣが今まで個々で行ってきた施設契約を共同

化することにより、各サービスセンター所属の会員へのサービス提供の拡充並びに各サービスセンターの
契約事務の軽減を目的として、平成10年10月に「九州地区中小企業勤労者福祉共済団体連絡会議」として
活動を開始したものである。この共同化の目的は、中小企業ＳＣ単独では、展開できない事業への取り組
みや既存事業のさらなる拡充を図るための事業規模の拡張を推進するためである。九州沖縄地区の13の中
小企業ＳＣが合意し、平成18年11月に設立し、協議会加盟の中小企業ＳＣ活動をサポートすることとなった。
現在、加入事業所数、約16,000社、加入会員数（従業員）、130,000人という大規模での運営がなされている。

共同HPも開設されており（以下、参照、一部加工・修正）、九州内の中小企業従業員にとっては幅広い
制度・施策の選択肢が提供されている。
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図表３−16　地方での統合・大規模化が進む中小企業ＳＣ

・中小企業ＳＣの課題
以上、みてきたように地方社会での中小企業の福利厚生のＴ字型戦略の展開を支えるアウトソーシング

基盤は存在し、共同化、統合化、さらに全国支援組織（全幅センター）による支援等によっての徐々にで
はあるが提供される制度・施策は拡充してきている。大都市圏との格差、大企業との格差を縮小、解消す
るための基本的なアウトソーシング基盤が構築されつつあるといってよい。

しかし、こうした基盤整備が地方でも進む一方で、地方の中小企業経営層の従業員に対する福利厚生支
援意欲が高まってとはいいがたい。図表3−17は中小企業ＳＣ加入の事業所（企業等）とその事業所に勤
務する会員（従業員）の全国各地での2015年度末時点での前年比の動きをみたものである。この実態をみ
ると、加入事業所についての退会数が入会数を上回り、減少傾向となっているが、利用する従業員につい
ては逆に入会者数が退会者数を上回り、拡大している。

この相反する調査結果は、中小企業経営者と従業員との意識の違いがよく現れたものと言えよう。すな
わち、従業員層には福利厚生に対する根強いニーズがある一方で、経営者は従業員への福利厚生の拡充つ
いてそれほど高い関心をもっていないという実態を示唆しているように思われるのである。もちろん、事
業所の退会理由としては「倒産」「廃業」といったやむを得ない事態も少なくないわけだが、それ以外の「福
利厚生のコスト削減」といった理由もあり、福利厚生を活用した人材戦略の展開といった段階には至って
いない事業所、経営者が少ない現状を示唆している。
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図表３−17　地域別　中小企業ＳＣの動向

 

「全幅センターだより」2016.10号より抜粋
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３− 2．新たな課題…　何を選択し、集中展開を行うべきか

さて、中小企業の今後の福利厚生の基本的な展開戦略として「T戦略」という発想を示したわけだが、
その中で個々の企業として「これだけは負けない」という個性を発揮する分野、テーマとして何を選択
すべきなのか。これは各社によって当然、選択は異なるものとなるわけだが、ここでは、その候補テーマ、
候補分野としていくつか重要と考えられるものを提示しておきたいと思う。

それは集中すべき分野、テーマの候補としての「健康経営」「介護支援」「自己啓発」であり、それら
を通じて効果的に人手不足を解消するために労働市場における「ブランディング」という新たな発想で
ある。これらを順に検討してみよう。

３−２−１．健康経営と中小企業─企業間格差をいかに解消するか─
大企業層を中心に健康経営への関心が高まり、様々な先行企業の取組みが社会的に顕彰されている。
平成26年には経済産業省と東京証券取引所と共同で、「健康経営銘柄」22社を選定し、公表したが、

これは「健康」への取り組みによって企業価値の向上を実現すると考える投資家にとって魅力ある企業
となるだろう。顕彰された上場企業にとっては、株価の維持・向上に寄与するだけではなく、企業として
のブランディングにも大いに奏功したであろう。既に、本年１月には第二回目の選定も行われ、「健康経
営銘柄2016」として選定企業25社が発表されている。この第二回の25社のうち11社が初の選定となって
おり、次々と新たな取り組みが始まっていることをうかがわせる。

他にも平成20年から日本政策投資銀行が「DBJ健康経営格付」を開始しており、従業員の健康への配
慮の取り組み度合いに応じて有利な融資金利を設定するという有り難い支援制度が発足しておりより企
業にとっては実利的効果が得られる機会が提供されており、投融資実績も順調に伸びてきている。

このように「健康」というテーマは社会的にも大いに注目を集めるテーマであり、高齢化の進展のなか
で従業員の関心も高まっている。中小企業にとっても看過できないテーマであることは間違いないだろう。
しかし大企業層が先行して健康経営を牽引する現状だが、一方でわが国全体の企業数の99％以上を占め
ている中小企業ではどうなっているのだろうか。

実は、2014年秋にその実態を明らかにする調査が発表されている。
それは、「健康経営の啓発と中小企業の健康投資増進に向けた実態調査（中間報告：平成27年10月発表）」

で、経済産業省 商務情報政策局　ヘルスケア産業課が行ったものである。全国約10都道府県の中小企業
約１万社を対象とした大規模調査である。調査方法がユニークなもので事前に健康経営に係る講座（健
康経営講座のβ版）を受講し基礎知識を習得した中小企業診断士等の経営支援者、生命保険会社等の金
融機関職員等が調査員となって、アンケート方式で行われている。回収が難しいとされる中小企業層に
対する調査としては有効な対応となったようで918社からの回答を得ている。

この調査から中小企業の健康経営への取組みの実態が明らかになってきている。いくつか代表的な結
果をご紹介してみたい。

まず健康経営という言葉そのものに対する認知度である。「健康経営という言葉をご存知ですか？」と
いう問いかけがなされている。結果は図表３−18のとおり、きわめて低い認知度となってしまっている。
「内容を知っている」層が13.3％程度で、その中で取り組んでいる企業は3.7％と極端に少ない。「内容

は知らない」とする割合は実に86.2％と大半を占めていることがわかる。
今や流行のキーワードともいえる「健康経営」だが、中小企業にとってはまだまだ無縁の世界となって

おり、その温度差に驚かされる。ちなみに、上場企業に関する認知度に関する別の調査結果もあるので、
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図表３−19に紹介するものが2013年時点で「内容まで認知」「見聞きしたことがある」とする割合をあわ
せると８割を超えている。

図表３−18　中小企業の「健康経営」への認知度

中間報告資料「健康経営の啓発と中小企業の健康投資増進に向けた実態調査」より抜粋

図表３−19　東証１部上場企業の健康経営の認知度

「健康経営センサス調査」ヘルスケア・コミッティー㈱・㈱日本政策投資銀行・㈱電通（2013）より抜粋

こうした認知度の低さを反映した結果とも考えられるが、実際の法定外福利費における「医療・健康」
関連費用も低水準にとどまっている。また、企業規模間での格差もかなり大きい（図表３−20）。

左図は「就労条件総合調査」である。最小規模の「30−99人」の企業層では「医療保健に関する費用」
の従業員１人あたりの月額平均費用が517円となっているが、「1000人以上」規模では1605円と三倍近い
差となる。また現金給与との対比でも、前者が0.2％であるのに対して、後者の大企業層では0.4％と二倍
の差がある。実額での格差は、中小企業層の財政的な厳しさを投影した結果ともいえるが、対現金給与
比での格差は、この健康経営という経営課題に対する情報の乏しさや関心の低さを表しているものと考
えられる。

日本経団連加盟企業を中心とした比較的大企業層を対象とした調査である「福利厚生費用調査」でも
規模別に同指標を算出してみている（図表３−20）。５つの規模階層で比較しているが、一律的ではない
が規模間格差は読みとれる。特に最大規模層の「5000人以上」では、従業員１人あたりの月額費用が
3246円とかなりの高水準で、現金給与との対比でも0.6％と突出している。まさに、健康銘柄、健康格付
け等にチャレンジしようとして健康経営に先行的に注力している実態が現れているともいえよう。
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図表３−20　健康・医療関連費用における規模間格差
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左図：平成22年就労条件総合調査結果（厚生労働省大臣官房統計情報部n=4296）

右図：2014年度「福利厚生費調査」（日本経団連　n=645）

いずれにしても、わが国の企業社会の大半を占めている中小企業層が未だ健康経営の重要性について
十分な理解がなされず、関心も高まっていないとすれば、それは大きな課題であると言わざるを得ないだ
ろう。

まずは社会全体としての医療費負担の抑制効果が十分に得られないとすれば医療保健制度の持続可能
性に悪影響を与えることは間違いない。冒頭で日本の企業数として全体の99％以上と述べたが、従業者
数でも日本全体の約７割、2800万人程度が中小企業に勤務しているのである。この多数派において職場
での十分な健康管理がなされていないとすれば、社会的には大きな機会損失である。

実際に、中小企業での健康管理の不十分さを示唆するデータがある。
厚生労働省が発表している定期健康診断における企業規模別の有所見率に明らかな差異が観測されて

いる（図表３−21）。「50人以下」「50−99人」といった従業員規模の中小企業層では56％程度の有所見
率と高水準だが、「1000人以上」では38％程度となっており、両層で大きな較差が出ていることがわかる。

現在、この定期健康診断の有所見率は長期的に上昇傾向を示しており、懸念されているが、その上昇
要因の重要な部分が中小企業での健康管理への取組の立ち後れがあるのではないかとも予想させるデー
タである。

図表３−21　規模別の定期健康診断有所見率（平成25年）

56.61 56.71 54.67
49.68

38.09

0

10

20

30

40

50

60



─ 101 ─

筆者は若い時期に中小企業診断士として都内の数多くの個人企業、商店街の診断業務等に関わったこ
とがあるが、零細企業において経営者や中核社員が健康を害して戦力外となってしまうことの経営にとっ
てのリスクの大きさは、大企業に比較できるものではない。人材採用が難しく、多様な業務を兼務して活
躍している多能工型の社員が多い中小企業で、健康問題で頼りにしている社員が職場を離脱するとたち
まち売上げの減少、金融面での信用問題化等々が発生し、その悪影響の深刻さは、まさに経営危機とな
りかねない。CSR（企業の社会的責任）や医療保健制度の持続性といった社会的な次元の問題ではなく、
より切実な、企業の存続そのものに関わる経営問題なのである。

このリスクの大きさにも関わらず、十分な取組がなされていないことは残念な実態といわざるを得ない。
東京商工会議所では中小企業向けに「健康経営のすすめ　ヘルシーカンパニーを目指そう（平成25年）」

といって啓蒙資料を作成して関心の高まりを促しているが、実態としてはなかなか進展していないようで
ある。

先進的な大企業層が健康経営に積極的に取組み、様々な経営的効果、社会的効果を実現する中で、そ
こで蓄積されたノウハウを集約し、より取り組みやすい、効果の見えやすい仕組みとして中小企業層に
まで幅広く拡張、浸透させていくことが求められていると考えられる。日々の資金繰りや人材不足で苦悩
している中小企業にも取り組みやすいシステムの提供が急がれているのではなかろうか。

３−２−２．経営戦略としての健康支援─ロート製薬にみる全社的制度展開の成功例─
福利厚生や両立支援などの制度・施策展開をいかにして、全従業員に理解、浸透させ、さらには彼ら

自身の自律的な生活設計行動や習慣としての活動にまで定着させていくか。つまり、大きな全社的なムー
ブメントとして活性化させるか、この点は多くの企業、労使、人事部門にとって難しい課題となっている
のではなかろうか。ともすれば、一部の従業員層が多忙や無関心によって、有効な制度・施策の利用に
積極的な取組行動が見られず、従業員間、管理職間での“温度差”や“格差”が生じてしまい、本来、得ら
れるべき全社的な大きな効果を得ることができずにいるのではなかろうか。

ここで紹介する事例は、そうした制度展開上の成功例である。それは、単に斬新な、面白い制度を開発、
導入したというものではない。大切だが、ごく普通のテーマではあるが、そのテーマに長い時間をかけて
取り組むことで全社的なムーブメントとして浸透し、拡がった。同時に、その企業側が仕掛けた方向性、
求めた生活習慣が従業員の多くに受け容れられることで彼ら自身の自立的な生活行動にまで発展してい
る。さらには、社内の福利厚生の世界に留まらず、外部の顧客層にまでその恩恵が拡がろうというスケー
ルの大きな成功例である。制度・施策の内容や品質が重要であることはいうまでもないが、企業内制度
である以上、それが想定した従業員層に活用されなければ意味がない。

さらには、企業の福利厚生への投資行動をとった以上、その従業員に活用されることよって目的とした
経営的効果を得ることが重要となる。この経営的効果を最大限得るためには、従業員の一部層での個人
的な利用にとどまるよりも、全従業員による積極的な利用がなされることが有効であることはいうまでも
ない。さらに従業員の家族や労働組合、消費者や株主など多様なステークホルダーも巻き込んだものと
して幅広く拡がることで、さらに多様な経営的効果が期待できるようになる（図表３−22）。
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図表３−22　福利厚生の効果の波及性（再掲）

西久保（2013）「戦略的福利厚生の新展開」p.110より抜粋

その成功例として紹介したい企業が大阪に本社を置くロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：吉
野俊昭）である。中小企業ではないが、その内容には学ぶ点が多くここで紹介しておきたい。

ロート製薬は市販用の点眼薬やメンソレータムに代表されるスキンケア商品、化粧品等の製造販売を
行っている。創業は古く明治32年で創業者、山田安民氏が大阪で資本金3000円で「信天堂　山田安民薬房」
を開業し、当初は胃腸薬「胃活」を発売したのが始まりである。近年の業績は好調で、デフレ下にあっ
ても順調に売上を拡大させ続けており、特にアジア地域での成長が著しいグローバル企業である。

図表３−23　近年の業績推移
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当社では、2004年から既に10年以上、「健康」をテーマとして全社的な取り組みを進めてきた。その取
り組みは単なる福利厚生施策というものではなく、当社の理念を社会的に実現し、企業行動全体を方向
づける経営戦略の一環として進められてきたという点が最も注目されるところであり、ここに学ぶべき点
が多々ある。

詳細については、経営企画部経営戦略グループマネージャー笹野正広氏よりお話をうかがい、議論も
させていただくことができた。このようなテーマについて通常は人事・総務部門や両立支援担当の方から
話をうかがうケースが大半であるが、経営企画部門の方が登場されること自体が驚きであったし、当社独
自の全社的な強い取組姿勢を端的を示すものであると感じられた。
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まず当社を中核とするロートグループは「Happy Surprise!　よろこビックリ誓約会社」というコーポレー
トスローガンを掲げるなかで、人々の豊かなウェルエイジングライフに貢献することを宣言している。当
社自身の存在価値について図表３−24に示されたとおり、従業員の健康だけに留まらず、社会全体の健
康に対する貢献までを目指すとしている。製薬企業という本業からは、当然の関係性ともいえるが、少な
くとも通常の福利厚生施策が自社従業員だけを想定して展開されるものであることと比較すると、その当
初からの大きな拡がりをもった構想が背景として読み取れる。

図表３−24　当社の存在価値

当社資料より抜粋

当社は、2004年に図表３−24にも示されるとおり、「健康産業に従事する者は心身ともに健康でなけれ
ばならない」という理念の下で「All well=みんな健康」をスローガンに、気候と体調に合った「食改善」
と「ストレスコントロール」の必要性を提案した福利厚生施設「スマートキャンプ」を大阪本社に開設し
た。スマートキャンプとは元々はロート製薬で働く従業員のために設置された福利厚生施設である。この
施設では社員とその家族を対象として心身ともに健康を目指し、サポートを行い、自発的に健康活動に
取り組み社風作りを目指していた。

これが健康推進活動のスタートであり、ひとつの契機となった。以降、当社の「健康」に対する積極
的な取り組みの経緯は以下ののとおりである。この中から特色あるいくつかの対応を取り上げて、詳しく
みてゆきたい。

ロート製薬の健康への取組み

2004年　スマートキャンプ・プロジェクト開始　
　　　　大阪本社１F　ロートオリジナル家庭薬膳レストランの開設
　　　　　　　　２F　整体、ヘッドスパ　リラクゼーションスペースの開設
2005年　「健康人間プロジェクト」への取組
2007年　スマートキャンププロデュース
　　　　伊賀上野工場の社員食堂にて、一汁三菜のバランス食の提供を開始
2008年　スマートキャンプ東京
　　　　「福利厚生のおすそ分け」として旬穀旬菜、マッサージ、足ケアの開設
2011年　健康100日プロジェクト
2013年　グランフロント大阪　スマートキャンプうめきた
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　　　　旬穀旬菜&ホリスティックラボの開設
2014年　最高健康責任者（CHO）設置

このスマートキャンプと名付けられた施設が誕生するきっかけとなったのは女性管理職の発案で、当時
の職場の従業員たちの食生活が乱れていたり、疲労の蓄積が目立つ若い従業員が多いと感じたことから
であったとのことである。消費者に健康を提供する製薬会社の従業員であるからこそ、心身ともに健康
でイキイキと働くことができなければならない、という問題意識と発案に当時の社長で現会長の山田邦雄
氏が賛同して、食生活の改善につながる家庭薬膳が提供できる社員食堂と整体、ヘッドスパ　リラクゼー
ションスペース施設を開設することとなった。そして下記の写真は、その後の2007年に伊賀上野工場に
まで拡がり、提供された一汁三菜のバランス食のメニューである。

2007年　スマートキャンププロデュース

このスマートキャンプは従業員には大好評となったため、この施設を社内だけで利用するだけではもっ
たいない、社会への貢献としても活用できる、という発想から2008年には「福利厚生のおすそわけ」を
コンセプトに広く一般の消費者や顧客にも利用できる３つのサービス施設として開放することになる。福
利厚生の社会化である。大阪本社、東京港区の東京ビル、そして伊賀上野工場の社員食堂で展開された。
特に、スマートキャンプ東京では、旬穀旬菜、マッサージ、足ケアなどが、広く提供されることになる。
さらに、2013年には本社の移転先であるグランフロント大阪にも「スマートキャンプうめきた」が開設され、
旬穀旬菜&ホリスティックラボなどが提供されることとなる。

「スマートキャンプうめきた」で展開されるオープン施設
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一方、最初のスマートキャンプの創設の翌年の2005年には、社内の従業員有志による組織横断的プロ
ジェクトとしての「健康人間プロジェクト」が発足する。

このプロジェクトでは、健康な人間作りのための問題点として、①タバコの問題　②体の問題　③心の
問題　④食の問題の四点を取り上げて、それぞれの問題に対して本格的な改善活動に取り組み始めた。
まず、タバコ（喫煙）に対しては、社内アンケートで喫煙者の８割が何らかの形で「タバコをやめたい」
と思っていることが明らかとなったことから、全社禁煙への取組みを始める。その基本方針として①タバ
コを強制的に止めさせるではなく、自らの意思でタバコを卒煙する人を増やす。②今は止めたいと思って
ない人も卒煙したいと思う環境づくり、情報提供を行う。③「吸う人も吸わない人も一緒に考え」、「悪者」
をつくらないこと、の三点とした。この基本方針の下で、医務室の指導に従い、会社負担でニコチンパッ
チの無料配布を行い、さらに卒煙講習会、インターネット禁煙マラソン、卒煙標語募集のイベントなどを
次々と展開した。目標設定としては、2007月１月１日からの全社禁煙の実現を目指して、2006年２月か
ら卒煙支援策を強化することなども行った、

次の②体の問題への取組みでは、１ヶ月万歩計をつけて歩いた歩数を参加者全員で競争するイベント
を開催したり、春には定期健康診断、秋には定期体力測定を行い、活動成果をエビデンスとして「見え
る形」で従業員に随時、継続的に示していく。加えて婦人科健診の強化も行った、

この「健康人間プロジェクト」が全社的な活動として徐々に成果をあげ始めるなかで、その経験値を踏
まえて、2011年11月に新たに拡大バージョンとしての「健康100日プロジェクト」が始まることになる。

このプロジェクトは、当時の全従業員である1464名（会長、社長、国内外出向者を含む）を対象に実
施され、ほぼ全員が参加することになる。企業として強い働きかけを行うことで、全員参加を実現した点
が重要である。おそらく、当初は無関心であった従業員もいたものと考えられるが、企業が強制的ともい
えるほどの強い意志を示して参加を促すことで、全員参加につながったのである。

その全従業員を、まず４期に分けた上で時期をずらしながら、１年間に渡って実施（2011年11月〜
2012年11月）することになる。各期の最初にキックオフ・ミーティング（座学研修）を３時間程度で開催
し、当プロジェクトの意義や内容、企業としての重視の姿勢を明確に伝えた。そのミーティングで提示さ
れた参加ルールが図表３−25である。

図表３−25　健康100日プロジェクトの参加ルール

100日間という有期で、共通の時間が全従業員（個人とチーム）に設定され、ヨーイ・ドンと一斉に禁
煙やダイエット等の健康改善活動をスタートすることになった。ルールにあるとおり、全社共通の個人で
のBMI値での目標設定がなされる、と同時に、チーム設定が行われ、個々の目標に加えて独自の目標を
選択し、チーム同士でも成果が競い合われることになる。

この二つの目標設定がなかなか絶妙である。職場でチームが結成されることになるため、仲間意識や
競争意識が醸成され、当プロジェクトには否応なくコミットせざるを得ない。となれば、個人としての目
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標を無視することもできず、チームメンバーが個人目標の達成のための苦労や失敗のグチやノウハウを交
換し合うようなコミュニケーションが全社的に拡がり、活性化することは明らかである。進捗状況が刻々
と「見える化」されたこともいうまでもない。

共通目標としてBMI値を置いたのは、疾患率が最も低いとされる20 〜 22の範囲だからであって、「病
気になりにくい体をめざす」という当プロジェクトの設置理念に合致させたためである。このような個人
目標をおくと同時に、チーム目標として各チームで設定した“＋１（プラスワン）種目”を加えて点数を競
わせる。チーム間での健全な競い合いを職場で楽しみながら、健康になれるという面白い仕掛けである。

チーム種目の＋１（プラスワン）には、腹囲、体脂肪率、筋肉量、柔軟性、腹筋、禁煙の中からチー
ム内で相談して選ぶことになる。多様な目標があって選択肢が豊富な点も男女、年齢が多様な職場では
歓迎されたことであろう。以下に、このプロジェクトへの参加者の様子を紹介するが、いずれもイキイキ
として明るく、微笑ましいものばかりである。

実際の健康増進に取り組む風景

全従業員1,464名が100日間、努力した結果、共通目標とされたBMI値20 〜 22をクリアしていたのは開
始時527名（全体の36％）であったが、ゴールの100日後には619名（全体の42％）に増えた。占率で６ポ
イント増加となる。また、開始時BMI値が「23」以上の社員536名においても、その65％が、マイナス１
ポイント以上のBMI値の改善に成功したのである（図表３−26）。100日という短期間としては大きな成果
といえよう。
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図表３−26　BMI値の分布改善効果

また、チーム単位で設定された“プラス１”の成果についても、「禁煙」「体脂肪」「筋肉量」「柔軟性」「腹
筋力」と多様なものでそれぞれ成果をかげており、各チームの懸命な努力が反映されたものとなった。

こうした広範囲での大きな成果をもたらした活動に参加した従業員の反応がアンケート調査によって観
測されているのでご紹介しておきたい。まず、一旦、プロジェクトは終了したわけだが、従業員自身とし
ては、終了後アンケート回答者835名のうち、81％が「続けたい」と回答し、健康活動の継続意志が広く
浸透していることが示された。実際に体調の変化として「良い変化があった」と回答している割合が
47％であることからすると、さらに自分で自覚できる成果を求めようとする従業員が多いということであ
ろう。

図表３−27　従業員の反応

この他にも、従業員たちの個別の感想として、「健康が大切だと改めて分かった」「体調のよさを実感
したので継続したい」「せっかく手に入れた体型を維持したいので継続する」「無理なく出来る事を取り
入れたので続けたい」「家族から褒められたので「体に変化があり、生活に張り合いがでてきた」などが
紹介されている。いずれもこの運動によって、多くのことに気付き、考え方や行動の変化がもたらされた
ことを示している。

説明のなかで笹野氏がなんども発言された言葉に「気付きのポイントをできるだけ、たくさん用意する
ことが大事」というものがあった。企業がかなり強制力を発揮して制度展開し、初期的には全員参加を
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実現することは難しくはないだろう。しかし、その動きが従業員自身のもの、つまり彼らの自律的行動と
までなるためには、結局、彼ら自身が「気づく」ということがなければならないのであろう。「気づく」
とは、第一には自分にとって「（健康）大切なことである」ということに気づくことであるが、筆者から
見れば、もうひとつ勤務先企業が自分達のために何をしようとしてくれているのか、そのメッセージに「気
づく」ことでもあると考える。それは、このケースならば、企業理念としての「社会における健康」の実
現であり、企業戦略としての「健康」を基軸とした事業展開の成功を目指していることである。

Cohen & Kirchmeyer （1992）は、従業員のNon Work（ここでの健康活動なども典型例）への参画が
組織コミットメントを高める要因として指摘しており、国内の実証研究においても、花田（1980）は「会
社との（業務以外の）私的な関わり合い」を肯定的に評価するほど帰属意識が高いことを検証している。
従業員が仕事そのもの以外の活動に職場や家庭で関与する機会が増えることの、人事労務管理面での効
果もまた大きいものと推測される。健康活動を契機とした、従業員の二つの気付きが企業への肯定的な
コミットメントを高めているものと推測される。

この活動の流れは2014年の取組みとしても継続されている。定例の春の健康診断、秋の体力測定を始め、
スマートキャンプの継続（大阪本社、東京、うめきた）が行われる。また、新たな「健康増進プロジェク
ト２」もスタートした。今度は100日ではなく、60日の短期プログラムで、当然、全従業員の参加である。
この新しい行動計画は以下のような内容となっている。どのような成果となるか、楽しみである。

ㅡ１日40分（約8,000歩）以上歩く。または汗をかくくらいの運動
ㅡ野菜やキノコ・海草類などの繊維質から食べる。
ㅡ食事は腹８分目にコントロールする。
ㅡ１口20回以上かんで食べる。
ㅡ深夜０時前に就寝する。

当社のケースでは、この全社活動を経営企画部が主導すること自体が、トップが強く関与しており、トッ
プダウンの強いリーダーシップが存在することを従業員に確実に伝えている。つまり、企業としての“本
気度”を強く示している。現に、健康プロジェクトに全従業員参加の原則の下で、代表取締役会長 兼
CEOの山田邦雄氏と代表取締役社長 兼COO吉野俊昭と続く二代の経営者もその一メンバーとして参加
している。

さらに、このような健康推進活動をしっかりと企業経営の柱のひとつとし、社内外での取り組みをさら
に強化するために、2014年６月にはチーフヘルスケアオフィサー（CHO）を設置する。初代にはジュネジャ・
レカ・ラジュ（取締役副社長 海外事業・技術担当 兼 チーフヘルスオフィサー（最高健康責任者））が就
任した。これは「“健康”を上位概念に置いた経営方針を内外に明確に示し、従業員だけでなく社会全体
の健康を支える企業への進化を狙う」ことが意図されている。

さて、ロート製薬の健康推進活動について詳しくみてきたが、改めてこうした福利厚生施策を全社的
なムーブメントとして活性化させ、個人にとっても、企業としても実効性のあるものとし、さらには従業
員個人の自立的行動にまで浸透させるという大きな効果をもたらす方法論とは何なのであろうか。どうす
れば当社のように社内施策を企業文化や組織風土を体現し、消費者にまで訴求できるような拡がりのあ
るものとできるのか。

いくつかのキーワードとして最後にまとめてみたい。
結論としては「トップダウンとボトムアップの相互作用」という構造を意図的につくるということに尽
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きるのであろう。トップの意思を体現する形で経営企画部門が前面に出て活動を主導し、トップ自らも高
みの見物ではなく、一メンバーとして参画する。まさに、“本気”であり、経営戦略なのだと従業員に機会
があるごとに伝えている。これでは管理職も含めて“本気”で取り組まざるを得ないだろう。一方で、社内
有志の発案で本格的な活動が始まったように、組織の若い層や実務層から実効性のある提言や改革提案
が活発にあがり、それを受け容れる自由闊達な組織風土が醸成されていることも重要である。

このトップとボトムの相互作用の重要な局面が「強制と自由度」の効果的なコントロールである。活動
の始発時点では、思い切った「強制力」の導入が必要であり、効果的である。とりあえず、やってみな
ければ実感として理解できないような当該課題には、強制的に従業員を巻き込んでよいのである。ただし、
この強制力は反発を招きやすい諸刃の剣であることを承知して限定的な使用に限り、それ以外の部分で
はできるだけ従業員に「自由度」を与えることで、“やらされ感”や“息苦しさ”を軽減することに努める必
要もある。

例えば、当社のケースではBMI値や100日間の期限などの「共通ゴール設定」は、トップダウンで決定
しているが、各チームごとの「プラス１」の目標設定には選択肢を与え、さらにゴールへの到達プロセス

（活動内容）には、最大限の「任意性と多様性」を許容している。これが従業員たちの創意工夫やチーム・
コミュニケーションの成果を尊重することになり、それが彼らの自発的なコミットメントを高めることに
繋がるわけである。

こうしたある意味で、巧妙な推進、運営が全社的なムーブメントとして活性化させるという難しい課題
を乗り越えて、さらに消費者まで巻き込んだ大きな拡がりをもった経営戦略にまで進化させる推進力と
なったのである。

最後にもう一点、付言させていただくが、当社の本年度の新卒採用Webサイトには、下記のようなメッ
セージが掲載されている。そこでは新卒応募者に対しても「非喫煙である／禁煙している／禁煙する意
志がある」という条件を､ 応募資格的な位置づけとして示している。既存従業員ばかりか、今後、従業
員になるかもしれない学生にも「健康」へのコミットメントを明確に求めている。いやはや、当社の徹底
ぶりには感嘆するばかりであり、敬意を表するしかない。

図表３−28　新卒応募者に対するメッセージ

当社HP（2016年卒　採用情報欄）より抜粋
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３−２−３．高まる介護支援の必要性
さて、第二の「選択と集中」の候補テーマは「介護支援」である。このテーマは大企業層であっても、

その重大性に気付いているとはいいがたい未知のテーマともいえる。世界に類を見ない高齢化の進展の
なかで顕在化が確実視される問題、仕事との両立問題である。これにいち早く着手し、成果を得ること
ができれば中小企業であっても注目を集めることとなるだろう。特に中高年層の比較的多い中小企業で
は既に潜在的には問題となっているとも予想される。本テーマに関する背景、構造、そして先行事例を
みてみよう。

・迫る介護リスクの実態とその対応としての人材戦略
平成28年度６月発表の「介護保険事業状況報告（厚生労働省）」によれば、介護保険制度における要

介護（要支援）認定者数は621万人に達している。筆者は数年来、この統計値を頻繁に参照するが、その
度に着実に増え続けていることにある種の戦慄を覚えるようになっている。

介護保険施行年の平成12年には、256万人であった同認定者が16年を経て実に2.4倍にまだ急速に膨張
している。

こうして要介護者の潜在層となる高齢層が確実に増大する一方で、少子高齢化に伴う人口減少も確実
に進行しており、働く子世代は縮小しつづけていている。この生産年齢人口の減少に伴い、老親介護を
支える現役労働者世代は確実に縮小しているわけである。要介護者の増大と同時に、それを支える現役
労働者が確実に減少してゆく、この人口構造上の超長期の背反関係が今後、仕事と介護との両立問題の
加速度的な拡がりをもたらし、その深刻さと度合を強めていくことを明確に示唆している。

国立社会保障人口問題研究所が発表している人口推計では、直近の長期人口推計で将来人口推計とし
て2060年まで、参考推計として2110年までのデータが公開されている。

その二つの推計値から年齢別の人口比率の推移を図表３−29に示している。
まず、本年から43年後の2060年には、65歳以上人口が39.9％に達し、このうち75歳以上の人口は

26.9％となる。一方、この時点での20−64歳という就労していると想定される人口は47.3％である。つまり、
働く世代と介護が発生するようになる高齢層が総量としてきわめて接近することになる。両比率は2080
年頃までさらに接近していく。また、平成27年高齢化白書（内閣府）によれば、75歳以上の要支援認定
率は8.4％、要介護認定率は23.0％となり、合わせると３割を超えた。高齢層に占める75歳以上人口比率
も高まるなかで、さらに要介護者が加速度的に増加することが予想されている。
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図表３−29　人口構造の推移

「人口及び年齢構造係数：出生中位（死亡中位）推計」
（国立社会保障・人口問題研究）より作成

2060年とはずいぶんと遠い将来のようだが、実は2016年の新卒入社の従業員達が65歳定年を迎える年
である。今、政府が介護離職ゼロ宣言を行い、この問題への対応を始めようとしている。その背景には「介
護・看護」を事由とする自発的離職者が10万人を超えたことへの危機感がある。しかし現状はこの問題
が表面化したごく初期の段階であって、今後、一貫して深刻化することとなり、2016年の新卒入社の従
業員達が最も悲惨な事態を迎えることになる可能性が高いのである。介護と仕事との両立問題とは、こ
れほど長期的問題であり、事態の深刻化が続く問題であることをまず認識する必要がある。

・老親介護との両立問題の経営的側面
わが国において介護問題が注目されてすでに久しい。世界に類を見ない速度で進行する少子高齢化が

日本社会にどのようなインパクトを与えるか、について様々な分野で論じられ対応が図られてきた。特に、
社会保障制度にはその持続性に大きな危機をもたらすものとして着目されてきた。

しかし、本稿で論じたいのはあくまで経営問題としての介護問題である。企業経営への直接的、内部
的インパクトとして介護という人間問題がいかなる影響をもたらすのか、その経営リスクとしての側面を
検討する。

先の人口構造の長期予測でも示したとおり、要介護者となる親世代の増加とそれを支える介護者とし
ての子世代の減少というマクロ的人口現象が、職場内の従業員とその両親というミクロ問題として確実に
投影される。つまり、老親の介護問題と直面する現役労働者が確実に増加し、仕事との両立に苦悩する
事態が数多く発生することが予想される。

この介護と仕事との両立の成否は、その帰結として二つの人事労務問題を生じさせる。
第一は、いうまでもなく人材の喪失である。政府が宣言した介護離職ゼロという標語に教えられるまで

もなく、既に10万人という規模で職場を離脱している。大卒の新規学卒入社数が現在、約40万人弱である、
その４分の一程度が喪失し始めている。この離職数が今後、どう推移するかを予測することは難しいが、
後の調査結果などを考えると相当数まで拡大することが懸念される。
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第二の問題は離職せずとも、老親介護と共存し、働き続けることを余儀なくされる多数派層でのパ
フォーマンス低下問題である。この問題については、離職だけに焦点があてられる中で見過ごされている
が、実は企業経営への悪影響としては離職に匹敵するか、あるいきそれ以上のものと考えられる。日本
企業にとって勤勉で高いモチベーション、モラールを有した人材は最も貴重な競争的経営資源である。
老親介護との両立問題は、この貴重な人材の中でもさらに中核的な人材層を直撃し、毀損する可能性が
高い。

この二つの問題についてさらに詳しくみていきたい。
まず、介護離職という人材喪失の可能性である。図表３−30は2013年に行った大手上場企業15社に勤

務する正社員4423名（男性　人、女性　人）を対象とした調査から得た結果である。有効回答を得た
4320人に対して「将来ご家族が重度の要介護状態になった場合（現在介護中の場合は、現時点で）、介
護のために現在の勤務先企業を退職する可能性についてどのようにお考えですか」という問いかけを行っ
た。選択肢として「（離職の）可能性は大きい」「どちらともいえない」「可能性は小さい」「介護対象者
はいない」の四項目を設定した。

全体として「（離職の）可能性は大きい」とした層は11.4％となった。男女別では男性が7.1％、女性で
は26.3％と大きな格差がみられた。彼らのこの判断値をどうみるか、である。現在の実際の介護離職者が
約10万人で就業状態の雇用者数の約5680万人に対して、0.18％程度であることに比べると、かなり高い
主観的判断確率である。

図表３−30　離職可能性に対する従業員判断

「介護と仕事の両立と介護離職（2014）」明治安田生活福祉研究所、ダイヤ高齢社会研究財団より

彼らのこのような悲観的な主観的判断をいかに裏切らせるかが企業経営に問われることになる。主観
通りに１割もの正社員が喪失するとすれば組織は機能停止となりかねない。加えて、女性層での離職可
能性の値が高いことにも注目したい。出産・育児との両立を乗り越えて戦力化し、中核人材として育っ
た彼女達を介護との両立問題で失うことは、それまでの努力が水泡に帰すことになる。

介護離職に関しては2014年にもより踏み込んだ大規模調査を行われ、興味深い実態が数多く採取され
た。その一つは介護開始時期と離職時期との関係である。介護による離職のケースで「転職層」「離職し
て介護専念層（無業）」の各男女層での、介護開始から離職までの経過期間をみると、いずれの層でも過
半数が「１年以内」で離職していることが明らかにされた。この離職実態は企業にとって注目すべき結果
といえる。貴重な人材喪失のリスクを防ぐために対処できる時間が決して余裕のあるものではないことを
示唆しているからである。
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図表３−31　介護開始から勤務先企業離職までの期間

「介護と仕事の両立と介護離職（2014）」明治安田生活福祉研究所、ダイヤ高齢社会研究財団より

次に、両立にともなうパフォーマンス低下問題についてもデータからみておきたい。
図表３−32は、両立の入り口問題ともいわれる「カミングアウト問題」である。2015年に行った正社

員1553名に対する調査において「あなたのご両親のどなたかが、介護が必要になったことを勤務先に知
らせるつもりですか／知らせましたか」という職場での告知について尋ねた結果である。自分の親、配
偶者の親それぞれでの「告知していない／告知するつもりはない」という反応を年代別に示しているが、
総じて否定層が高年代ほど、そして未経験層多い。例えば、自分親の介護について未経験層では50歳代
で51.2％、60歳代で63.1％「告知するつもりはない」と回答している。配偶者親にいたっては同年代で８割、
９割が告知しないつもりであることがわかる。

図表３−32　「告知していない／しない」の割合（年代別）
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職場において自らが老親介護に直面していることを自発的に告知しない、カミングアウトを拒絶する状
態では、介護と仕事との長期的な両立を維持することは困難である。様々な支援制度の活用をはじめ、
業務遂行に関する職場全体としての調整機能、融通性を活かさなければ、当人だけに精神的、肉体的、
経済的負担が集中することになるからである。こうした負担が長期化するなかでメンタル不全や体調を崩
しながらの集中力を欠いた勤務によるプレゼンティーズム（presenteeism）損失による生産性低下等々の
悪影響を発生させることにもつながってゆく。
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しかし、この調査からは現時点で従業員からの早期の告知を期待することは難しいようである。これに
はわが国の組織風土、企業文化が問われる問題ともいえる。ワーク・ライフ・バランスを尊重する“お互
いさま”の風土の醸成が急がれることを示唆している。

・リスク特性比較…　育児と介護
さて、企業経営に深刻な悪影響をもたらすことが懸念される介護との両立問題に対して、どのような

対応を行うべなのだろうか。
職場における老親介護との両立支援は、先行した両立問題として取り組まれた出産・育児支援としば

し同一視され、現在までの実際の支援策の多くは、出産・育児との両立支援をベースにほぼ類似的な展
開がなされている。

しかし、出産・育児との両立と、老親介護との両立を同一視することは危険であると筆者は考えている。
なぜなら、この二つの両立上そのリスク特性には大きな差異があるからである。「育児」と同様の発想、
視点からの対応では「介護」に対する有効な支援は困難である。

まずは両者の両立リスク特性としての相違に着目し、比較し整理してみよう。
第一に、育児はかなり確定的な「有期」の問題であり、一定期間の支援として想定することができる。

一方で、「介護」は、最初に要介護認定を受けた時点あたりから始まるが、その終結時点が容易に見通せ
ない。つまり、支援する側からの時間的予見が難しい。平均値としては浜島（2006）では、平均2.7年、
松浦（2014）では3.4年という期間が測定されているが、10年以上となるケースも少なくなく、その分散
は大きい。この「時間的な予測困難性」は費用負担の不確実性とも連動することはいうまでもない。

第二の特性は、「同時多発性」である。「育児」は直列型を前提として考えられる。つまり、第一子の
出産、育児が一段落し、その後第二子と続き、多くの出産ケースでは一定の間隔がある。一方、介護は、
自身の両親、配偶者の両親も含めて、同時多発的となる危険性を有している。つまり、並列的に複数の
要介護者を抱える可能性がある。複数の重度の要介護者を抱えることとなれば、仕事との両立の難易度
が飛躍的に高まる。

第三に、「育児」が、出産直後の乳幼児の段階での集中的負荷が大きい時期から、生育とともに負担が
軽減する。保育施設に預けられる頃には、両立上の負担としてかなり軽減される。一方で、「介護」では、
症状の悪化や認知症の発症など、負荷が時間経過と共に重くなる「リスク逓増型」であり、「負荷逓増性」
となる。

第四の「高職位性」という特性が最も決定的な差異ともいえる。支援対象となる介護者となる従業員
の年齢、そして社内での職位等の違いである。出産・育児では基本的に女性従業員が中心で、かつ年齢
層も比較的若い層である。このため組織内での中枢的な管理職であるケースが比較的少ない。つまり、
離職、休職等による業務運営上の悪影響がそれほど深刻なものではなく、派遣社員やOB社員の非正社員
採用などによる代替要員の確保も比較的容易である。しかし、「介護」では、当事者となる従業員は40歳
代後半から50歳代まであたりが、その中心層となり、上位管理職に就いているケースが多く、社内での
業務上、果たすべき役割が大きく、業績責任を負っていることが少なくない。また、部下もおり、彼らに
対する指導、育成責任なども有している。要するに、各部門の中核人材として企業を支える立場にいる
可能性が高い。したがって、仮に、短期的な休職となっても、その代替要員の確保も難しく、進行中の
プロジェクトの成否などにも直接的に関わってくる。結果的に、企業としてのダメージが、「育児」で休
職する若年層に比較して大きくなる。この点は、当然、当人も認識しており、老親介護に直面して苦悩
していること自体を、企業側に伝え、支援を求めることを躊躇させる。先の「カミングアウト問題」である。
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これが事態をさらに深刻化させる。
第五の特性は、要介護者との「空間的な位置関係と距離」の問題である。「育児」の場合には、説明を

要しないであろうが、乳幼児とその育児の当事者となる女性従業員は、同居しており、移動等の問題が
生じる余地はない。しかし、「介護」のケースではしばし、「遠隔地介護」が問題となる。現在の大都市
圏で勤務する中高年層の管理職の多くは、高卒後、大卒後、あるいはそれ以前の入学時点に地方社会か
ら社会移動によって両親と別居状態となっているケースも多いため、要介護者となった老親宅との地理
的な距離が離れており、移動コスト（時間的、経済的、肉体負荷的）が大きな問題となる。

第六は「複雑な当事者性」である、つまり、主たる当事者、補助者等からなる体制上の特性がある。
誰が主たる担い手となり、誰が補助者となるか、要介護者に何人の家族、親族が関与するか、費用分担は、
といった点である。「育児」は、現状では、母親が主たる担い手となって、父親が補助的に介入するケー
スが基本形で、そこにいずれかの両親が同居、近居する場合には、補助者、支援者として協力すること
になる。一方、「介護」のケースでは、かなり複雑で、より多様な形態・体制が発生する。まず、要介護
者が従業員当人の老親か、配偶者の老親か、によって変わってくる。また、要介護者自身の配偶者の有
無と健常であるか。当人及び配偶者に兄弟姉妹がいるか。長男長女か。また、それらの当人と兄弟姉妹と、
要介護者との同別居、住居・施設との距離がどうなっているか、等々によって、主たる当事者が誰にな
るか、また複数による分担型か、など多様となる。この当事者関係の複雑さ、多様性が、的確な企業支
援を困難なものとする要因ともなる。

これらのリスク特性について正社員1553名に対して質問紙法によって検証を行った。
各リスク特性、すなわち出産・育児と老親介護との両立上のリスクの差異について明確な認識がなさ

れていることがわかる。

図表３−33　両立リスクとしての特性比較
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以上、「育児」と「介護」との両立リスク上の特性を比較すると大きな差異があり、かつ後者の当事者
の負荷が重く、多様性をもつリスクであって結論的には、両立の難易度が高い。したがって、育児支援の
延長線ではなく、上記のようなリスク特性を十分に認識した上での独自の対応が企業に求められてくる。
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・介護両立支援の現状
こうした両立リスク上の多様性や複雑性を反映してか、わが国の企業での介護支援は進んでいない。

日本経団連が毎年実施している「福利厚生費調査」における法定外福利厚生費なかでの「育児」と「介護」
に関する支援額（従業員１人当たり月額平均値）を併置してみた。当調査は同団体会員企業を中心とし
た標本が採取されたもので、１社当たり平均従業員数4,545人（2013年度）と大企業層の実態をみること
ができるが、「育児」が「介護」が調査対象となった年から比較すると、10倍以上の増額となっているの
とは対照的に介護への支援額は低迷している。大企業層であっても、こうした状況である。

図表３−34　「育児」と「介護」に対する企業支援額の推移

これまでの企業による従業員に対する介護支援は、基本的には休暇・休業の追加によるものが大半で、
その多くは法定の介護休職制度（93日）、介護休暇制度（５日）に対してその上限日数に上乗せする形で、
支援制度づくりを行ってきた。図表３−35は厚生労働省が行っている均等・両立推進企業表彰での近年
の受賞企業での介護支援を一覧化してみたが、これらの先進的企業においてもやはり短時間勤務制度や
公的休業・休暇への上乗せ等の「時間的」支援策にとどまっている段階であることがわかる。
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図表３−35　均等・両立推進企業表彰における介護との両立支援

・先進事例①：勇気ある新たな一歩を踏み出したNEC ─
近年の福利厚生全体での変化をあえて一言で表すとすれば、生成期から高度成長、そしてバブル期頃

までに成立した伝統的な福利厚生、すなわち「衣食住遊」とう多面的な「生活支援型」の変質である。
その変質とは、生活の豊かさを求めた支援ではなく、従業員が長い職業生活において直面する「リスク」
への対処に対する支援への変化である。

リスクは多様である。代表的なものでは、出産・育児、健康、老後資金、医療費、自己啓発（能力・
知識の陳腐化李リスク）といったもので、従業員にとっての長い職業生活を維持する上、あるいは退職
後の生活におけるリスクとなる。これらのリスクに対する予防、回避、損失補填などのための制度・施策
が、注目されるようになってきた。この全体的な変化を、やや表面的に捉えると「ハコもの（施設附帯型
施策）」から「ヒトもの」へ、という制度編成の変容となって現れるのである。「ヒトもの」こそが、ヒト
≒従業員、人的資源の価値の維持に対する直接的な投資施策である。

このような「リスク支援型」への制度全体変化の中で、近年、急速に注目を集め始めたものが「介護」
に対する支援である。企業が福利厚生を通して従業員を支援する場合の「介護支援」は、従業員本人の
介護への準備問題ではなく、現役の職業人として活躍する間に発生する家族介護、特に老親介護に焦点
が当てられる。

なぜ、従業員の現役期において「介護」が、就業上のリスクとして位置づけられるのか。
まず、従業員にとっては、従業員自身と配偶者、双方での老親のいずれかが要介護状態となると、た

ちまち、多忙な仕事との両立問題が浮上する。適当な施設入居がすぐにできればまだしも、在宅介護となっ
た場合には、家族が介護者としての時間的、肉体的、経済的、そして精神的負荷の四つの負荷、負担に
直面することになる。この老親介護の負荷とは、いわば、もうひとつの労働負荷の発生に伴う「ワーク・ワー
ク・バランス（work-work balance）」の問題として捉えなければならない。多忙な第一の労働に加えて、
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出口の見えない第二の労働に就くことが強制されることになる。この二つの労働の同時発生に伴う時間的、
肉体的、経済的、そして精神的コンフリクト（conflict ：葛藤）に長期間、苛まれることになる。当然、
円滑な第一の就業にとって大きな支障をきたす危険性が発生する。

少子高齢化が今後、さらに進行する過程で、要介護者が急速に増加することが確実視されており、そ
れが仕事との両立問題に直面する労働者を確実に増大させること点について、企業の人事管理部門とし
ては、何らかの対応策が必要であることは十分、認識するに至っている。人事管理上、基本的にこの問
題を放置することによって、介護に直面した自社の中核人材が、離職にまで至るような深刻な事態となっ
てしまうと、大きな経営的損失となることを危惧している。

このような認識の下で、これまでの日本企業による従業員に対する介護支援は、基本的には休暇・休
業の追加によるものが大半であった。そして、その多くは法定の介護休職制度（93日）、介護休暇制度（５
日）に対してその上限日数に上乗せする形で、支援制度づくりを行ってきた。例えば、例えば、本連載
でも紹介したは京都にあるグローバル展開を行っている大手電子機器製造企業での支援例では、介護に
よる休業を通算で365日までの取得を認めている。また、介護開始に伴う住宅改修費用や施設入居時の一
時金負担に対する支援として一定額の見舞金などを給付なども制度化している。この問題のワーク・ライ
フ・バランス問題として捉えたときに、ワークの負荷を一時的に軽減することで、老親介護に対処する時
間的余地を提供しようとする考え方である。

周知のとおり、企業による「介護支援」は、しばしば「育児支援」と比較され、その課題としての厄
介な特性が指摘されることが多い。休暇・休業支援からはじめようとしている現在の対応はまさに、育児
問題がクローズアップされてからの支援の経緯近似している。

しかし、「育児」と同様の発想、視点からの対応では「介護」に対する有効な支援は困難であることが徐々
に明らかになってきている。

近年のわが国の企業による介護支援のケースにおいて、そうした新たな観点をもった介護支援策を実
現した先進的な事例といえるのものが、IT業界大手のNECグループが2011年度から導入を図った支援策
である。当社のケースは、それまでの休業・休暇の追加的支援、一時見舞金といった、それまでの多く
の企業での支援のあり方から、大きく一歩、踏み出す内容となった。その経緯と狙いなどについて紹介
したい。

まず、企業紹介だが、NECグループ従業員は、2009年度末（NEC健康保険組合加入ベース）は、
NECグループ全体で、10.9万人、うちNEC本体で2.8万人を擁する大手企業である。ワーク・ライフ・バ
ランスに対応は、これまでも積極的に行われてきており、ファミリー・フレンドリー企業厚生労働大臣優
良賞受賞（2001年）、日本経済新聞社『働きやすい会社』調査総合第１位（2003年）、次世代法に基づく
次世代認定マーク取得（厚生労働大臣認定／ 2007年）、日本経済新聞社『働きやすい会社』調査総合第
１位（2008年）など、多くの顕彰がなされてきた。

当然、介護問題に対しても、90年代から着手されており、図表３−36に示すとおり、介護求職上乗せ、
介護短時間勤務制度、ファミリーフレンドリー休暇など、時間面での支援を積極的に行ってきている。
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図表３−36　第一ステップの対応

このような、当初の対応を当社では「第一ステップ」と位置づけた。そして、図表３−37にあるように、
「育児支援」と対比させながら、「育児」と「介護」、両者ともに「働き続ける（就労継続）」のための基
盤整備」と同様の目的意識をもつものとした。ただし、前者には「女性従業員の活用」という重要な経
営上の課題であることを明確してしたのに対して、後者の「介護」については「高齢化社会への対応」
という社会的課題への貢献とし、やや異なる施策成果の位置づけを行っている。

図表３−37　対応の進化

このような早期からの介護支援に着手し、施策の整備がなされながら、なぜ、さらに第二ステップと名
付けられる支援施策への拡充されるに至ったのか。その第一の理由は、第一ステップの施策として提供
した介護休職取得者の実態であった。図表３−38をみていただければわかるが、まず取得者の年齢分布
では「40歳代」が最も多く、全体の43％を占め、次いで、「30歳代」が37％で、両層を合わせると全体の
８割を超える。この年齢層は、社内では管理職層であり、各部門の業務を牽引する、当社にとってまさに
中核的な人材であることが明らかになる。上位管理職層の可能性が高い「40歳台以上」も全体の55％で
ある。これは、持続的な部門業務の遂行を考えるときに、大きな潜在的リスクといえだろう。

一方、取得期間の分布（右図）をみると、かなり分散していことがわかる。「３ヶ月以下」が38％ともっ
と多いが、「10−12 ヶ月」という取得可能期間の上限に到達する長い層も３割以上となる。これは、先の
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特性比較でもしてきしたとおり、老親介護という問題への対応における時間的な不確実性の存在が現れ
ている。短期取得で一定のメドが着いて、職場復帰できればよいが、第一ステップでの休業制度の上限
を超える長期も発生する可能性が十分にあることが示されている。また、長期化するケースでは、施設費、
交通費等の経済的負担も大きなものとなるであろうし、当事者として関わる従業員にとっては、自身のキャ
リアの継続や職場との関係性の維持など、心理的な苦労が蓄積することも容易に想像される。

図表３−38　介護休職取得者の実態（2005−2009）

また、当社の試算では、当時のグループ従業員10.9万人のうちの６割が、いつ老親介護になってもおか
しくない「介護世代（45歳以上）」であることや、公表された介護保険統計において、75歳以上の要介護
認定率が大幅に上昇したことが明らかになった時期でもあった（認定率30％）。この「介護世代」で、平
均的に老親が75歳前後に到達するのである。加えて、この時点の当社の従業員の平均年齢は41歳であっ
たことからすると、多くの従業員が介護リスクに直面するリスクがいよいよい高まってきていることが実
感されたのである。

こうした切迫した状況を認識するなかで、当社が、第一ステップから、さらに踏み込んだ対応の必要
性を自覚したわけだが、では、どのような方向性での拡充を目指すべきなのか、慎重な検討が行われた。

当社の結論は図表３−39に示すものとなった。
まず第一に、先の休業取得実績で観測された「介護期間の不透明性」に着目した。介護期間の個人差

が大きいことが、大きな問題であり、最も大きなリスクとなった当事者のダメージが深刻なものであり、
彼らを救済する施策の重要度が高いと結論づけた。介護の特性をよく認識した結論である。第二は、当
事者のメンタル面でのダメージに着目したものである。この点も先の特性比較で触れたとおり、40歳代、
50歳代の多忙な管理職、責任の重い役職に就いている従業員にとって、気軽に周囲に相談して、仕事の
やりくりができる状況とは想像し難い。孤立感に苛まれ、また、今後の展望についての不安感に押しつ
ぶされかねないい事態も想像される。介護もまた、メンタル不全問題であるという認識に達したのである。
第三の方向性も、介護問題に直面したときに長期化に伴って「高リスク」となる層への対応を重視した
ものである。すなわち、介護者の経済的負担を軽減することの重要性に着目した。介護を擁する老親が
遠隔地に居住するケースなどでは顕著だが、その経済的負担が重くのしかかってくる。その負担を軽減
することが、実質的な支援になると結論づけたのである。
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図表３−39　第二ステップの考え方（支援拡充の方向性）

この三つの方向性が結論づけられ、それぞれ「長期化リスクの軽減」「介護支援コミュニティの形成」「公
的介護保険の経済的補完」という制度コンセプトとして固まってゆくことになる。この第一ステップから
第二ステップへの進化を、当事者たちのコンセンサスとして図表３−40のように表現している。

第一ステップとしての休業、休暇、短時間勤務等の様々な時間的支援を総括したときに、それは「働
き方」に関する柔軟性や余裕度を高めることで、その余力を「介護」という厄介なな個人的問題に当て
られるように配慮しようというものであった。確かに、育児では育児休職や育児期の短時間勤務の円滑
な利用によって、仕事との両立問題の多くの部分が解決することが可能であった。「介護」も同様の問題
であると認識したときに、まずは時間的支援に着者することは自然の対応である。

しかし、「介護」は、検討したとおり、育児では想定しなかった様々な重大なリスクを内包しているこ
とが認識されたとき、第一ステップにあった時間的支援だけでは十分な対応といえないことが明らかにな
る。当社では、第一ステップを「働き方」の支援と位置づけた上で、第二ステップを「ベネフィット」と
して、新たな性格付けを行ったのである。ここでの「ベネフィット」には、福利厚生施策として補助表記
されている。

この「ベネフィット」という言葉こそが、介護を「働き方」としての対応から、さらに一歩踏み込んだ
対応を意味するものである。つまり、介護の直面し、それが長期化するなかで、経済的リスク、メンタル・
リスク、人間関係的リスク、キャリア・リスクなどとして、リスクが増幅、拡散しようとするときに、企
業が従業員のために、それぞれのリスクに対して個別に、直接的な支援、恩恵を提供しようという発想
に転換されたのである。まさに、今日的な福利厚生の存在意義といってもよいだろう。実効性をもったセー
フティ・ネットとして機能させることで、「従業員の安心感」を得ようとする目的意識が、より鮮明になっ
たとも考えられる。

図表３−40　進化の位置づけ
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具体的な施策展開については、図表３−41に整理したとおりである。
まず、先に第一の特性として指摘したように、介護のもつ時間的な不確実性、つまり予期せぬ長期化

への対応として「介護転居費用補助」と「介護休職給付金（改訂）」の導入に踏み込んだ。前者は、遠隔
地にいる老親を従業員の居住地近郊に転居する費用に対する支援である。従業員の移動による疲弊を回
避するためには、早い時期に思い切って転居を促すことは、かなり有効な対応策となる可能性が高い。
他の介護補助者の協力も期待でき、施設確保に成功する可能性が高まるケースもある。長期の介護とな
るだろうと判断できた従業員にとっては、有り難い施策である。一方、後者では法定の介護休業給付金
に対して上乗せ給付を行うものである。介護の長期化に伴うランニング・コスト負担の長期化が、家計に
大きなダメージを与えることを防止する狙いである。この支援策も介護という課題の特性、特に「高リス
ク」層となった場合をよく理解した上での対応策であることがわかる。

当社の介護支援策は、従来から展開していた一般的な介護支援策を強化、拡張する形で「第二ステップ」
と位置づけられ、進化を遂げたものである。この第二ステップにおいて、新たに着目された点が介護者の
メンタル面での支援である。老親のために十分な対応ができていないとする罪悪感、焦燥感や、誰にも
相談することができないことによる孤立感など多忙な業務に就きながら介護という深刻な生活課題に向
き合わざるを得ない従業員には、メンタル面からの支援が重要である。この対応としてIT企業らしく「介
護支援コミュニティ」と名付けたポータルサイトを設置した。介護に苦悩する者同士の悩みの共有やノウ
ハウの交換、介護相談など、孤立しない介護を実現するための基盤的な仕組みを提供した。ITリテラシー
の高い当社従業員ならば、活用する可能性は高いだろう。また、外部の専門事業者との提携によって、
全国規模での介護事業者の紹介や恩典の提供などの機会を提供することとした。

図表３−41　NECの介護支援制度（第二ステップ）

・人材戦略としての介護両立支援のあり方
老親介護が今後長期にわたり、わが国企業の多くの従業員を苦しめ離職や健康不全、生産性低下など

の深刻な悪影響をもたらすとすれば、企業はどのような支援を行えばよいのだろうか。その基本的な対
応のあり方について最後に述べておきたい。

まず、両立上の「リスク」と「リソース」という二要因から、この問題の本質を捉えることが必要と考
えている
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両立上のリスクの第一は、老親介護のリスクそのものの大きさ、負荷の強度である。要介護者が１名な
のか、複数なのか。また、要介護度がどの程度なのか。さらには、認知症の発症があるか、など従業員
が直面する要介護者による直接的なリスクの深刻度である。このリスクが深刻であるほど、離職可能性
が高まる。加えて、家族関係や家庭環境にもリスクは存在する。例えば「主たる担い手」という役割を
家族・親族内で誰が該当するか、といった人間関係がある。従業員本人がその当事者となれば高いリス
クとなる。また、両立という観点からは職務特性、職場環境もリスクとして捉えられる。繁忙で長時間労
働が強いられる働き方では、両立は困難となり、離職の危険性を高めるであろうし、交替要員の確保が
難しい職務のケースなども同様である。あるいは、転居転勤が高頻度で行われる職務や、夜間交代勤務
などもリスクとなろう。これらの職務特性、職場環境に関する状況もリスクとなる。

第二は、老親介護と仕事との両立実現に貢献しうる様々な資源（resource）を捉えることが重要となる。
例えば、直接的な介護労働を就ける労働力が重要な人的資源である。要介護者の配偶者が存命で健常で
あれば、子達にとって両立問題は一定期間、軽度のものとなる。あるいは、複数の兄弟姉妹が近隣に居
住しているならば、デイケア施設等への送迎等対応が分担できる。あるいは、勤務先企業から提供され
る様々な支援制度も経済的資源や時間的資源となる。半日・時間単位の有休、介護ヘルパー費用補助制度、
要介護の転居補助金、在宅勤務やフレックスタイム制度などの諸資源は有効である

個々の従業員がこれらの両立上のリスクとソースをどのように保有しているかが、鍵となり、複数のリ
スク、リソースが多重的に、そして多様なパターンとして保有されている。この保有パターンに応じて有
効な支援は異なることになる（図表３−42）。また、個々の従業員でリスクとリソースの関係性が常に変
動する。この変化に適応した柔軟な支援も必要となる。早期のカミングアウトを受け容れ、多様な支援プ
ログラムを従業員が自律的に選択できるような体制が有効であろう。

図表３−42　リスクとリソースの関係性と支援

老親介護問題は、これからの労使にとって最大のテーマのひとつと考えられる。「子のない大人はいて
も、親のない子はない」という言葉の通り、全ての従業員にとっていつかは直面する可能性が高い普遍
的な両立リスクとの認識が求められる。

また、社会システムとして政策的に介護への対応を考える論理と、企業経営上のリスクとして従業員
の老親介護に対応する論理が異なると考えるべきであろう。社会的には施設インフラ整備が不十分であ
ることから、在宅介護が指向されている。しかし、個々のケース、特に多忙な中核人材のケースでは、在
宅では事態が悪化させ、両立を返って難しく、深刻なものとし、自発的離職、つまり人材喪失という企
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業とって最悪の事態に陥ってしまう可能性も高い。できるだけ早く施設を確保することが両立のために最
も必要な対応となるケースも多い。

いずれにしても、日本企業は中核人材の保持、そして活力維持のための長期的な経営戦略と位置づけ、
実効性をもった支援システムの構築が急がれている。
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３−２−４．人材投資としての福利厚生：自己啓発の活性化の課題
福利厚生には多様な分野、領域が含まれている。住宅、給食、健康、医療、慶弔、レクレーション、

その他の生活支援、等々である。これらの多様な制度・施策の中で、各企業、労使が自社のニーズに適
したものを複数、選択してひとつの制度編成を行う。この編成された総体を「福利厚生制度」と呼ぶわ
けである。任意の選択であることから、結果的には、各社各様の個性をもったものとなってしかるべしで
ある。

ここでは多種多様な制度・施策の中で、今後の多くの企業、特に中小企業が注力すべき選択肢の一つ
ではないかと考えられる「自己啓発・能力開発（self-development）」に着目してみたい。

なぜ、今、自己啓発なのか。多種多様な正社員の中でも、自社の人材の価値を高めるという点で、明
確な人材投資色をもつ施策が自己啓発・能力開発である。

これは、これからの福利厚生の新しいあり方を展望するとき、企業にとっての戦略的活用を目指す方
向性、そして、利用者、受益者である従業員にとっての生活設計資源としての活用の方向性という二側
面から考えたときに、自己啓発が両方向からの重要な接点になるかと考えられ、また労使間で、注力とい
う点で最も合意形成が容易な領域と考えられるからである。では、二つの側面における接点とはどういう
意味なのか。

筆者は、これからの福利厚生には、厳しいグローバル競争に曝されている企業の競争優位に対して明
確な貢献を果たす役割が求められていると考えている。これが企業側の視点である。では、具体的にど
のような役割が求められているのか。それは、企業という組織を支えている要素としての多様な人材の
価値、パワーを高めることであり、その高い人材力を維持するために自己啓発が有効な手段となる。

特に、企業内の中核人材（Core Work Force）と呼ばれる層は、企業の競争力と直結する人材層であり、
彼らの人材としての価値を維持し、さらに高めてゆく人材管理は重要な課題となる。つまり、保有する能
力の経年陳腐化を防止しながら、新しい知力､ 経験値を得てゆく、自己啓発はこの過程に有用な手段の
ひとつとなりうる。

ここでの能力とは多様なものである。担当職務に関する高い業務遂行能力はいうまでもなく、商品開
発力､ 顧客サービス品質等に貢献できる高い専門能力、対外的信用力、そして、職務以外の体系的な知
識を獲得することによる多能工化による適応能力の向上。あるいは異質の知識体系を得たことで既存の
知識との融合による創造性の発揮の可能性も高まる。こうした人材の知的高度化に、自己の関心、興味
に基づく選択による自己啓発の成果が有効に作用する可能性が高いと考えられる。

また、自己啓発には、人材開発手段として企業主導の教育訓練（OJT, OFF−JT）とは異なる特性を
有している。その最大の特色は従業員の自発性に基づくものであるという点にある。したがって、業務時
間外での生活行動の中に含有される。この自発的生活行動という特性が、企業が行う教育訓練の延長線、
あるいは補完行動という性格だけではなく、個人としての生活設計行動という性格を併せ持つことになる。
つまり、個人として積極的に自己啓発行動を取ることが、企業にとっての人材価値の向上という利点を
与えるだけではなく、個人の生涯生活設計においても有効なものとなる。先行研究では、将来的な所得
上昇や雇用の安定性といった大きなメリットをもたらす可能性を有していることが明らかになっている。
このような生活面での投資効果が、従業員に対して自己啓発行動を喚起させる上でも重要な意味をもつ。
加えて、自己啓発によって獲得される成果の多くが従業員自身のEmployability（雇用される能力、転職
適応能力）を高めることにつながる。これは、将来、仮に企業業績の不振によって雇用が脅かされるよ
うな事態に遭遇した際での強い備えともなる。あるいは、リタイア後のセカンド・ライフにおける新たな
所得獲得機会などにもつながることも期待できる。このようにみると、自己啓発は従業員にとっても厳し
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い少子高齢化の時代を行く抜く上で、雇用や所得といった基盤的な生活不安を解消し、問題を解決する
手段となる可能性が高いのである。

このようにみると、自己啓発は企業の競争優位のための人材戦略として、そして従業員の生涯生活設
計に資する重要な手段として、双方にとって注力すべき必然性の高いものといえるだろう。

ここではこの自己啓発の意義、そして現状の課題と今後の展開のあり方について考えたい

まず、わが国の企業、そして労働者における自己啓発行動の実態を確認してみよう。
本年、三月末に厚生労働省より「能力開発基本調査」が発表された。当調査の目的は、　わが国の企業、

事業所及び労働者の能力開発の実態を正社員・正社員以外別に明らかにし、職業能力開発行政に資する
ことを目的としているが、自己啓発*の動向についても時系列的にその動向が捉えられている。日本国全
域における30人以上の常用労働者を雇用する企業調査、事業所調査と、その事業所に勤務する労働者が
抽出されて個人調査の対象となっている。

・自己啓発の実態と課題
まずこの調査から、最新の実態を確認しおこう。
図表３−43は、平成19年度から同24年度までの、労働者の自己啓発に対して何らかの支援を行ってい

る事業所の割合の推移である。まず、正社員対象においては平成19年度では八割を超えていた比率が、
21年度に65.5％に急落して以来、六割台半ばの水準が続いていることがわかる。三割以上の事業所が自
己啓発に対して何も支援していないという状況である。非正社員も同様の傾向であるが、正社員と比較
すると、現在はさらに水準が低く、支援を行っている事業所が四割台に止まっている。

図表３−43　自己啓発支援の実態①

 
「能力開発基本調査（厚生労働省）」より作成

＊ 自己啓発とは「従業員が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための活動。（ ）職

業に関係ない趣味、娯楽、スポーツ健康増進等は含まない」

支出面での動向についてもみておこう。図表３−44は、企業が労働者の自己啓発に対して支出した支
援費用の労働者一人当たり平均額（費用を支出している企業だけでの平均額）の推移である。このグラ
フには自己啓発だけではなく、教育訓練の形態のひとつであるOFF−JTの費用についても比較のために
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掲示した。まず、自己啓発支援は、直近の調査結果では0.4万円（前回0.6万円）となっている。また、
OFF−JTで1.4万円（前回1.5万円）となる。支出面でも、先の事業所実施率と同様で､ 平成21年度に急
落して以来、回復傾向を見せていない。また、年間四千円程度の自己啓発支援が妥当なものであるか、
あるいは、彼らの自己啓発行動を喚起するものであるか、考えさせられる金額である。

図表３−44　自己啓発支援の実態②

 

 
「能力開発基本調査（厚生労働省）」より作成

このように事業所内での制度環境や支援水準が沈滞したままのなかで、労働者側の行動はどうなって
いるのだろうか。図表３−45は、個人調査からみた各年度、一年間に自己啓発を行った労働者の割合の
推移である。

直近の平成24年度調査において自己啓発を行った者は、正社員では47.7％（前回43.8％）、正社員以外
では22.1％（前回19.3％）となっている。正社員でほぼ二人にひとりが何らかの自己啓発を行ったという
ことになる。傾向的にみると、先の事業所調査と同様に平成21年度に急落しているが、この個人調査で
の自己啓発の実施率は、平成22年度に最下点となって以来、緩やかだが、着実な上昇傾向が確認される。
労働者側では、制度環境や支援内容の回復を待たずに、自己啓発行動を徐々に再開し始めているように
見える。ただし、直近調査での自己啓発を行った者の一人当たりの平均延べ受講時間を見ると、正社員
では一年間の総計で72.1時間となっており、前回79.8時間よりも７時間以上短縮されている。正社員以外
でも89.0時間で前回90.5時間から減少した。正社員、正社員以外ともに、より短時間での自己啓発行動を
余儀なくされていることがわかる。
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図表３−45　自己啓発支援の実態③

 
 

「能力開発基本調査（厚生労働省）」より作成

この時間的な課題は、他の調査においても確認される。図表３−46は、「社会行動基本調査（総務省）」
における平成18年と同23年において、「学習・自己啓発・訓練（仕事や学業は除く）」の年齢階級別の行
動者率の較差をみたものである。行動者率とは15単位の測定において特定の行動を取った者を行動者と
し、この行動者総数を該当人口全体で除したものが行動者率となる。「学習・自己啓発・訓練」の内容と
しては、外国語学習、・パソコンなどの情報処理、商業実務・ビジネス関係、介護関係、芸術・文化等と
なる。

この二時点を比較すると、学習・自己啓発行動を取った人が顕著に増えたのは「10−14歳（＋8.8ポイ
ント）」「70−74歳（＋8.0ポイント）」「75歳（＋6.3ポイント）」である。一方、大きく減少した層は「40−
44歳（−6.8ポイント）」「35−40歳（−5.2ポイント）」あたりの若手、中堅層である。目的と内容では、「自
分の教養を高めるため」、「現在の仕事に役立てるため」という目的の割合が低下し、「仕事につくため」
が上昇した。また、内容との関連でみると、「パソコンなどの情報処理」、「商業実務・ビジネス関係」及
び「介護関係」などの内容の自己啓発を行っている層では「現在の仕事に役立てるため」が最も高くなっ
ている。

図表３−46　「学習・自己啓発・訓練」の年齢階級別行動者率

「社会行動基本調査」（平成18年、23年）より抜粋
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このような実態を総括すると、事業者側では平成21年頃に縮小した制度・施策や、支援額を回復させ
るには至っていない。一方で、労働者側は自己啓発の必要性を感じ始めており、着手する人が増えてい
るようだが、従来のように十分な時間を割くことが難しく、特に自己啓発による人材開発が最も必要とさ
れる30歳代から40歳代前半あたりでは時間をかけることができず、自己啓発に取り組めずにいる者も少
なくないといった状態であろう。自己啓発を行う上での問題点についは2009年に、労働政策研究・研修
機構が大規模な労働者調査を行っている（図表３−47）。この調査結果には「仕事が忙しい」という問題
が最大値（52.8％／ 40.8％）となっており、「実施しなかった層」では二番目に「家事・育児・介護など
仕事以外のことで忙しい」があがっている。いずれも、「時間」の問題である。「費用が負担できない」と
いう問題は、自己啓発を「実施しなかった層では二番目（35.2％）になっている。「時間」と「費用」、こ
の二点が､ 従業員が自己啓発に取り組む上での大きな障害点となっている。

図表３−47　自己啓発の課題

「働くことと学ぶことについての調査（2009）」労働政策研究・研修機構

・自己啓発に関する先行研究からの知見
労働者の自発的行動である自己啓発がどのような要因によって生起するのか、また、自己啓発行動が

どのような効果をもたらすのか。近年の実証研究の成果についても紹介しておこう。
まず、自発的行動がどのような要因によって生起するのだろうか。この要因研究の成果では、奥井（2002）

が、労働者の「所得」が高いほど、自己啓発において通信教育を受ける確率が高いことを明らかにして
いる。自己啓発に伴う費用負担能力の高さを裏付けるものである。また、吉田（2004）は「都市に居住」
するものは仕事に生かす目的で通信教育やカルチャースクール等の受講をする傾向にあること。そして、

「子供の存在」が通学による自己啓発行動を抑制することを実証した。都市居住が何の代理指標かは、断
定的な判断は難しいが、ひとつには都市部に自己啓発サービスを提供する事業者が多く立地しているこ
とがあろう。また、印象的だが、都市部のビジネスマンの方が、競争意識や危機感が強いようにも思われ
る。「子供」が抑制要因となっているのは、先の調査結果にあったように、育児等の時間要因であり、また、
育児費用によるコスト負担能力となっているためであろう。

また、平野（2007）自己啓発が性別・学歴的に高学歴かつ女性が自己啓発を行う傾向が高いことを明
らかにしている。加えて、「結婚」、「未就学子の存在」が抑制要因となっていることをここでも指摘して
いる。高学歴者が自己啓発を志向する傾向をもつことは、大学受験での成功経験をもつためとも考えられ、
学習意欲が強い。
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石山・木戸（2007）は、企業が社内にキャリアセンターを設置しているケースで自己啓発に対して好
影響が出ている点を明らかにした。同センターでは、セカンドキャリア、キャリアの方向性、人材公募、
WLBなどの様々な将来のキャリア展開に関する情報提供事業を行っているようだが、このような社内機
関を設置することで、従業員が自己啓発の一環として任意のセミナー等への参加率が高まったと報告し
ている。自己啓発の必要性の認識を高めるような、様々な情報的な刺激を与えることが、彼らの自発的
行動を喚起したものと考えられる。自己啓発制度そのものを充実させることも重要だが、一方で、なぜ自
己啓発が自分の職業人生にとって重要か、という動機付けのための情報刺激を与える装置や活動も、自
発的行動であるが故に欠かせないことを示唆している。この点は、荒尾（2010）が、教育訓練が充実し
ている企業の従業員ほど、自己啓発に対する積極性が高いことを検証したことにも通じる。企業主導の
教育訓練そのものが、自己啓発の必要性を認識させる刺激となっているものと考えられる。この研究では、
自己啓発の問題点として、「多忙（時間）」「費用」「何をすべきかわからない」「どの受講内容が適切かわ
からない（女性、非正社員に多い）」の四点が重要であることも明らかにされた。「時間」と「費用」は既
に、指摘された点だが、三番目の「何をすべきかわからない」という問題点は注目しなければならないだ
ろう。全ての従業員が明確なキャリア・ビジョンを持ち、自己啓発として何が必要かを認識しているわけ
ではない。むしろ、多数派はこの問題点のような迷いを有しているとも考えられる。この点は、原（2011）
においても同様の指摘がなされていることが興味深い。この研究では、勤務先の上司から身につけてほ
しい能力について説明を受けている従業員のほうが、説明を受けていない人とくらべて、統計的に有意
に自己啓発の実施確率が高いことを明らかにしている。さらに、過去３年間に勤務先の指示で教育訓練
を受けたことのある人のほうが、自己啓発の実施確率が高いことも指摘し、「これらの結果から、職業能
力として何を身につけるべきかを知らされていることが、自分で行う職業能力開発につながると考えられ
る」と述べている。
「時間」と「費用」という物理的な障害ばかりではなく、「何をすべきか」という従業員自身に明確な「方

向性」を提供することが、自己啓発行動を喚起するためには、不可欠なポイントなのである
では、次に自己啓発の効果に関する研究成果についてもいくつか紹介しよう。
吉田（2004）は、自己啓発を行っても、すぐに月収（賃金等）は変化しないが、通学講座や通信講座

を受講した層では、４年後に年収が上昇することが検証された｡ 自己啓発行動が、所得上昇といった成
果に結実するには一定のタイムラグがあることを示している。確かに、公的資格を取得できたとしても、
取得自体に一定の時間を要するであろうし、取得したとしての一部、企業のように資格手当があるケース
ではすぐに収入増となるが、そうでなければ資格取得の努力が評価されて昇進するか、あるいは資格に
有利に働いて転職が実現するなどの二次的な現象を経なければ所得増にはならないだろう。自己啓発が、
投資的な性格の強いものであることを示すものでもあり、このような特性を踏まえた上で、長期計画的な
対応が従業員に求められていることを意味している。同様の成果としては、樋口他（2011）は、世帯主
が仕事のための学習といった自己啓発を行っている場合、貧困突入確率が有意に低いことを示した。こ
れも自己啓発が将来の所得獲得機会や所得の安定性に有利に作用していることを示唆している。

筆者も正社員のデータを用いて、企業にとっての経営的効果と自己啓発との関連性について分析を行っ
た。結果は、図表３−48に示すとおりである。この分析は、企業が提供した自己啓発施策である「公的
資格取得支援・通信教育への補助」を利用した経験のある従業員層と、一度も利用した経験の無い従業
員層での、定着性に関する態度形成に差異が存在することを検証している。定着性の測定については図
表３−49に示すSD法（semantic differential scale method）と呼ばれる対立的な表現を示して、回答者自
身の意見や態度がどちらに近いものかを五段階の尺度で測定する。ここでは、現在の勤務先企業に対す
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る定着性について「A　顕在の勤務先企業にできるだけ長く勤務したい」と「B　他に有利な転職先があ
れば、すぐにでも転職したい」という二つの表現を示して測定を行った。

分析結果は、自己啓発の利用経験層では明らかに「定着的態度」を有する層の比重が大きいことが明
らかになり、統計的に有意な差異の存在が確認できた。例えば、自身の態度が「Aに近い」と明確に回答
した割合が、利用経験層では25.0％であるが、未利用層では、13.7％と半分程度でしかない。この分析結
果は、自己啓発が直接、定着性を促すという一方的な因果関係を検証したものではない。元々、定着的
な態度を有する従業員ほど、自己啓発制度を利用する傾向が強いという関係性も考えられる。自己啓発
制度の利用が定着性そのものを高める効果の可能性もあり、かつ、定着する意図の明確な従業員ほど自
らの価値を高めようとする傾向がある。いずれにしても、企業にとっては歓迎すべき自己啓発の機能であ
ろう。従来より、自己啓発制度をあまりに活性化させることが優秀な人材の流出の引き金になるのではな
いか、という懸念が人事部門には根強くあったように思われるが、この結果からはそうした心配は無用の
ようである。

図表３−48　自己啓発施策の利用経験と従業員態度

図表３−49　従業員態度の測定方式

( )

(2)

(3)

さて、最近のデータや研究成果から、自己啓発の動向についてみてきた。最後に、今後、この施策を
有効に活用するためにはどのような点に留意すべきか、整理しておきたい。

まず第一には、従業員の「時間的な制約」を緩和することが、基本的な条件整備としての第一歩であ
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ろう。ワーク・ライフ・バランス施策として展開されている様々な時短施策（定期的早帰り日、自己啓発
休暇、在宅勤務日）などと関連づけて、プライベートタイムの有効活用として自己啓発を推進することは
重要であろう。

第二は「経済的な制約」を緩和する対応も必要となろう。自己啓発に対する投資が将来の雇用や所得
に好影響を与えるとはわかっていても、実質賃金が伸びない現状では、費用を捻出することが困難な従
業員も少なくないだろう。従来型の補助金施策をベースに着手時と成就時での両面での支援が有効であ
ろうし、また、資格手当を明示することで投資とリターンの関係を事前に明確にすることも動機付けにな
るとも考えられる。

第三のポイントとしては、先の研究成果にあった「上位職等からの具体的な「期待」の伝達」である。
定期面談時等で「役割期待」や将来キャリアとの関連で必要となる「知識や資格」をできるだけ早くから、
具体的に伝える仕、組織的な組みを導入することも有効であろう。この際には、将来の仕事レベルが、
現在からどの程度の「レベル・アップ」が求められるかという較差を伝達できれば効果的であろう。当人
にとっての中期的な、選択可能なキャリア・コースの提示し、その過程での各職務に必要な職業能力（業
務要件・適性要件）の社内で開示してやることも親切であり、自己啓発行動に対する刺激になるだろう。

最後のポイントは、自己啓発による学習を学習だけに終わらせず、本人の努力や希望に合致する形で
の自律的異動の可能性を提示することである。いわゆる、社内FA制、社内公募制などがその典型例であ
るが、その募集条件に自己啓発成果を必須条件とすることができれば、単に雇用確保や所得安定といっ
た効果だけではなく、希望する仕事ができるようになるためにワン・ステップとして自己啓発を位置づけ
ることができるはずである。こうして、社内での健全な人材流動性が確保されることは、組織そのものの
活性化にもつながることになるだろう。

企業と従業員、それぞれが自己啓発をどこまで、戦略的に活用できるか。多いに知恵を搾る時期にあ
るのではなかろうか。
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３−２−５．労働市場におけるブランディングの必要性
・ブランディングとは何か

最後に新たな視点から企業の人材戦略とその具体策としての人的資源管理、特に福利厚生や両立支援
制度のあり方、特に労働市場に対するプレゼンスを高める方策として提案したい。まさに中小企業にとっ
て必要な方策ともいえよう。

では、その新たな視点とは何か。
それは「ブランディング（Blanding）」である。
なぜ、ブランド論の検討が必要とされているか。
まずは、この基本的な問題意識からやや畑違いの分野での動きを眺めながらじっくりと考えてみたい。
周知の通り、ブランド論、ブランド戦略に関する議論の多くは消費財である商品・製品の営業的な成

功を目指すマーケティング論において近年、数多く蓄積され初めてきた。この消費財市場におけるブラン
ド論の隆盛の背景にあるものは、それ以前の、従来からの伝統的な販売理論、マーケティング理論だけ
では市場での成功が困難となってきたからである。この伝統的理論とはマーケティング・ミクス（Marketing 
Mix）と呼ばれるものに代表され、マーケティングに関する４つの要素の最適な組み合わせを模索する考
え方であった。しかし近年、この方法論だけでは大きな成功には到達できないことが認識されてきた。ち
なみに、４つ要素とは「４P」と呼ばれ、製品戦略（Product）、価格戦略（Price）、販売経路・流通戦略

（Place）、販売促進戦略（Promotion）の４要素を意味しているが、これらの個別の戦略の重要性が必ず
しも後退した訳ではないのだが、これらだけでは明らかに成功のためには力不足となったのである。

それはなぜか。ブランド論を初めて理論的に体系化したデビッド・A・アーカーは、近著「ブランド優
位の戦略（1997）」において、次の二つの市場の変質が背景にあることを改めて指摘した。すなわち、「消
費の多様化」であり「消費の個性化」である。前者は、商品の購買者である個々の消費者自身が、自ら
の価値観やライフスタイルを尊重し、自己主張するようになることで画一的・同質的な商品ニーズから拡
散し、逃避した現象である。その結果として、後者の現象として、いままでの画一的な消費ニーズやス
タイルが崩壊し、多様化した。この個性化と多様化が、ともすれば、没個性の画一的なものに陥りがちで
あった４Pベースだけのマーケティング戦略の有効性を大きく後退させてしまったのである。当時、「消費
者の顔が見えなくなった」といったマーケター達の言葉が拡がったことに象徴されるように、ヒット商品
を生み出す方策を見失ってしまうことなった。

こうした消費者市場における膠着状態を打破するものとして「ブランド戦略」が注目を集めることにな
る。

さて、ブランド理論の概要の紹介とその応用について考える前に、この消費者市場で生じた売り手側
の企業が陥った膠着状態は、企業が直面している労働市場に当てはめて考えることができるのではない
だろうか。

外部労働市場からの優秀な人材調達、内部労働市場における人材の定着と貢献を図ろうと日々注力す
る人事部門には、先のような膠着感、つまり採用戦略や定着戦略において従来からの方法論や発想が限
界に来ていると感じる機会が増えているのではないか。例えば、新規学卒の「七五三問題」と呼ばれる
早期離職問題に対する解決の道筋は未だ見えていない。あるいは、昨今の「ブラック企業問題」もしか
りである。当事者企業の労働問題の真偽も重要だが、“ブラック企業”というレッテルを貼られることの大
きなリスクに怯える風潮が拡がっている。一方で、少子高齢化に伴う急速な生産年齢人口の縮小と、ア
ベノミクスによる労働需要の回復が重なることで、地方企業、中小零細企業、特定業種などでの「人手



─ 134 ─

不足問題」が深刻度を増している。事業継続が危機的な状態にまで陥るケースが確実に多くなってきて
いる。あるいは、自社製品へ毒物混入やSNSへの職場での珍奇な違反行為の投稿等に代表されるような、
従業員による「モラル欠如行動問題」が自社製品や企業イメージに大きな打撃を与えるような事件も後
を絶たない。

これらのいずれも看過できない近年の人的資源管理上の諸問題の背景には何があるのだろうか。
この背景であり、共通要因を考える上でのひとつのアナロジー（類推）として、先のマーケティングで

の膠着状態と類似した状況があるように思われる。それは従業員の価値観や指向するライフスタイル、生
活背景における「個性化」であり、それが「多様化」あるいは「格差」を生むことで発生している従来
型のルーチンとしての人的資源管理、人材戦略の限界であり、陳腐化ではなかろうか。マーケティング
で捉えようとする消費者を労働者として置き換えたときに、多くの示唆が与えられる。

例えば、外部労働市場である新規学卒の採用市場とは、自社商品を初めての消費者に購買させる販売
戦略に他ならない。この自社商品とは、労働市場では「会社」そのものである。このとき「買いたい」、
つまりその会社で「働きたい」という商品選択を期待するわけだが、現在、自社が「選ばれる」に足り
る価値を、本当に彼らに提示できているだろうか。この価値とは労働者との価値観との合致が期待され
る価値である。また労働者の「働きたい」というニーズや価値観に応えるだけの条件、環境を用意でき
ているだろうか。

さらに重要な点は、その価値や条件、環境についての重要な情報を正確に、幅広く労働者に、労働市
場に伝えることができているのか。そして、結果として求める人材層からの共感、支持を得られているだ
ろうか。

図表３−50は、現在就活中の学生達の就職観である。あえて、回答率の低い順に並び替えてみた。ま
ず驚くべきは「出世したい」が実に1.3％である。日本だけではなく世界の企業の処遇システムの基本思
想としては「昇進」をモチベーション維持・向上のための重要なインセンティブ（誘因）のひとつと位置
づけている。誘因とは、つまり「にんじん」をぶら下げているわけである。そのにんじんに全く食指が働
かない層が大量に流入している可能性が高いということかもしれない。次の「収入さえあればよい」とい
う金銭的報酬に対する反応も全体の2.9％と極端な少ない。この回答肢表現は多義的で、賃金がある程度
あればよい、なのか賃金が一定水準以上の高さ（高給）であれば、それでよい、なのかとわからないが、
前者であるとすれば金銭的報酬が若年層にとって働く上で、あまり有効なインセンティブとなっていない
といわざるを得ない。豊かな時代に生まれ育った世代の反応としては首肯できなくもない。上位の、多数
の支持を集めた回答は以前にも紹介したと思うが「楽しく働きたい」と「個人の生活と仕事を両立させ
たい」というものである。楽しく、は多義的であり、属人的なものでありマネジメント側としては、正直、
困惑するニーズである訳だが、なにがしかの対応をするしかないのであろう。
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図表３−50　大学生の就労意識①
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こうした若年層の就業観が反映されると、当然の流れとして企業選択の否定基準は図表３−51のよう
なものとなる。「行きたくない会社」を12種の選択肢から二個以内で選択させた結果である。「暗い雰囲
気の会社（36.3％）」「ノルマのきつそうな会社（31.8％）」の二つの選択肢が全体の七割近くを占めている。
この場合の彼らがいう“雰囲気”とは何だろうか？。経営学の世界ならば、組織風土、企業文化などを指す
のであろうが、そんな重いものでもないような気もするが。二番目に嫌う会社が“ノルマ”である。今日、
７割近い多くの日本企業が採用しているモチベーション維持策として目標管理制度があるわけだが、この
設定目標を仮に“ノルマ”だと認識されたとすれば、嫌われる要素となることになる。三番目の「休日・休
暇がとれない（少ない）会社」という部分も、有休消化率は平成23年度の就労条件調査では平均値で五
割を下回っており、国際比較などすると悲惨な結果となる。卸・小売業、宿泊・飲食サービス業、建設
業などでは30％台であり、これらの業種は「行きたくない会社」ばかりということになってしまう。

図表３−51　大学生の就労意識②
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このような情報から、採用市場における顧客（応募者）たちが重視する価値、そして就労ニーズといっ
た期待に、現在の人的資源管理という企業が開発、提供する商品がどれだけ応えられているか。というマー
ケティング的な観点から見たときに、その商品の伝統的な基本機能が歓迎されていない可能性がある。
昇進システム、金銭的報酬、目標管理制度いずれもしかりである。もちろん、これらは人的資源管理上、
不可欠なものであり期待した機能を果たしていることは間違いないわけだが、これらが企業に対する労働
市場での評価を高めるという点では十分ではない。

内部労働市場においても同様である。自社の従業員たちと、現在の自社が掲げている企業戦略、その
目的となる企業目標、さらには目標達成によって実現される企業理念とは何か、といった基本情報が共有、
共感できているだろうか。あるいは共有・共感する努力が企業側からの恒常的なアクションとして組み込
まれているだろうか。なぜ、先のように一部従業員のモラルが極端に低下して、企業やその顧客に対す
る加害的行動を取ったのであろうか。これは組織と個人との間の基本的な価値の共有が当初からできて
いなかったといわざるを得ないのではなかろうか。

もし、これらの諸問題の背景ともいえる疑問を自問自答したときに、自信を持った答えが出せないとし
たら、何か重要な戦略が欠如していると考えるべき時期にあるように思われる。

外部、内部いずれの労働市場に対してもなすべき本質であり、目的は同じである。
顧客と位置づけられる従業員や外部人材が魅力あると認める価値を創り出し、その価値を「見せる」「伝

える」こと、そして「共感を得る」ことである。その延長戦上で、いかにして「選ばれる」か、という戦
術的な方策を考案することになる。

この一連の対応こそが内外の労働市場に対峙する企業に求められている「ブランディング戦略」その
ものとなる。

マーケティング界では、優れたブランド力を確立することをBrand Buildingと呼ぶ。文字通り、市場の
中に際だったブランドの存在感をうち建てることを意味している。内外労働市場においても、こうした企
業として個性ある存在感を確立し、企業ブランド力の確立を図ることが求められてきている。それが従来
からの人的資源管理システムの適応限界を一段と進化させ、有効性を高めるスパイスとして機能するの
である。

・ブランド理論からの示唆
労働市場における企業ブランド戦略の方向性を考えるために、まずは先行するマーケティング界での

知見を学んでおこう。その中で労働市場における企業ブランドへの応用の可能性を検討する。
米国の消費財市場においてイメージやロイヤルティといった類似したキーワード群が先行していた時期

に、ブランド理論として初めて体系化がなされたのは1980年代に先のアーカーが提唱した「ブランド・エ
クイティ」（brand equity）の概念であった。エクイティ論の意義は、イメージやロイヤルティといったブ
ランドに関連する諸概念に統合的な枠組みを与え、マーケティング活動の結果としてブランドという「器」
の中に蓄積されていく資産的価値（=エクイティ）として管理することの重要性を説いた点にある。その後、
1991年に出版されたアーカーの著書『Managing Brand Equity』は、世界中のマーケター達が、既存のマー
ケティングの膠着状態を脱する上での、ブランド戦略の有効性が再認識される契機ともなった。

この「ブランド・エクイティ」とは、文字通りブランドを企業にとって財務的資産と同等のものとして
捉えられ、それを開発し、蓄積していこうとする考え方である。欧米では、製品ブランドそのものが企業
間での売買対象であったことが、その背景にあった。

アーカーは、このブランド・エクイティを以下の５つの要素から構成されるものとして体系化した。こ
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こでは労働市場における応用する場合についての筆者なりの解釈についても併せて解説する。

図表３−52　ブランドエクイティという発想と要素

①　商品の継続購入などに示される「ブランド・ロイヤルティ（忠誠心）」
　 →　企業にとっては既存従業員の場合はなんといっても「定着性」であり、心理的な「組織コミッ

トメント」であろう。採用市場で考えると特定の大学や研究室等から継続的に優秀な人材の応募が
なされることなどがこれにあたると考えられる。人材募集時での継続的な応募倍率の水準なども市
場からのロイヤルティを示すものとも考えられる。

②　商品の名称をどれだけの人が知っているかを表す「ブランド認知」
　 →　労働市場においての企業の知名度であり、名称だけではなく、事業内容や経営戦略等について

知られていることと考えられる。一種の関心度であり、親近感、好意度とも解釈できる。新卒市場
などでは、身近な友人等が認知していることが企業選択において重視されるなど、当人だけではな
く帰属集団内での認知も考慮される。

③　他のブランドと比較して、品質上、相対的に優位と顧客が認知する「知覚品質」
　 →　外部、内部の人材が認知する他社との比較上の「労働条件（賃金、労働時間、両立支援等）」

であり、「働きやすさ」「働き続けやすさ」として二次解釈される優位性である。ワーク・ライフ・バ
ランスや両立支援に関する企業表彰なども、内外の人材からの企業の品質指標となるだろう。

④　ブランドに結びついた特定の連想を意味する「ブランド連想」
　 →　人材が企業名や事業内容、商品、シンボル等からイメージする内容。例えば「女性に優しい会社」
「グローバル企業」といった肯定的な連想や「ブラック企業」といった否定的な連想もある。あるいは、
洗練された都会的なお洒落な職場風景の連想や企業テレビドラマのシーンを連想してイメージ的な
評価を下すこともある。銀行ドラマが高視聴率を集めると、応募者が急増するのは何か肯定的な連
想がなされるためであろう。

⑤　ブランドに関する特許・商標・チャネルなどの「所有権を有する資産」
　 →　労働市場における企業ブランドにおいては、法的に所有権をもつような資産性のあるものは付

帯しないが、企業の信頼性を客観的に保証する属性はあるだろう。例えば、上場企業であることや、
金融機関党ならば格付け機関による信用格付けなどがある。他企業との明確な差別化が主張できる
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権利として機能すると考えられる。

製品ブランド論では、これら５つの要素の客観的に水準を測定し、その水準を財務的に評価し､ 統合
したものがブランド・エクイティ（資産としてのブランド価値）となり、定期的に測定し、その推移をモ
ニタリングする。財務的な評価方法としては、５つの要素がどれだけ企業収益に貢献しているのかという
点と、５つの要素水準を改めて獲得するとしたらどれだけの追加費用を要するかという点が考慮される。

労働市場においてはどう解釈されるか、という点で解説を加えた観点からは財務的な評価を下し得る
客観的測定は困難である。しかし社会的評価については多種多様なものは存在する。例えば、官民含め
た多くの表彰制度、人気ランキングなどがそれである。それらは時間をかけた企業努力が蓄積された成
果であることから一種の資産といえるだろう。当然この評価の蓄積という資産は常に毀損する危険性にも
晒されている。従業員に過労死や不注意な管理による人身事故、大規模なリストラなどが発生し、それ
への対応と広報を誤ると一気に評価が下がってしまうからである。

・企業ブランディングの経営的効果
さて、マーケティング界でのブランド論の蓄積の概要を確認しながら、労働市場への応用性について

も初期的な検討を行った。労働市場においても企業ブランドの有効性やその構築のために求められる条
件やアプローチのあり方が少しだが見えてきたかと思う。

改めて労働市場においても企業ブランドを確立する意義について整理してみたい。
まず前提として､ 大きな潮流として労働者と企業という存在との間の「関係性」や提供され､ 交換さ

れる「価値」についての評価が時代とともに常に変化しているという点がある。例えば、巷では「良い会
社」という表現が日常的に使われる訳だが、その意味が変化してきている。

先の就活する学生たちの回答からも明らかだが、単なる企業規模や賃金水準、上場企業であるか、といっ
た点だけで即座に「良い企業」と評価されることは難しくなっている。客観的な指標でも注目されるのは
三年間での早期離職率や有給休暇消化率であったりする。この評価そのものの変化に､ 企業は追随して
いく必要があることは間違いない。

社会から、特に労働市場から「良い企業」という継続的に高い評価を得ることが、企業ブランドの確
立であり、その過程がブランディングである。

ブランディングに取り組むことによって様々な経営的効果が期待できるだろう。
まず最も大きな効果は、人材調達が質、量の両面において安定することが期待できる点である。いか

に労働市場での需給関係が逼迫しても、企業成長の基盤となる人材の確保に事欠かなくなる。また、外
部からの人材引き抜き、スカウティングに対する抵抗値も高まる。これは企業経営の長期的安定にとって
欠かせない効果である。

加えて、高いブランド価値を確立できたことで内部の従業員や外部労働市場から強いロイヤルティを
獲得した企業では、さらに高いモチベーションやモラールが醸成されることになる。加えて、長期勤続の
従業員が増えることでより多くのスキルの蓄積が社内に形成される。こうした一次的な効果が結果的には、
人件費のコスト・パフォーマンスが高める、すなわち労働生産性の向上が実現されることになり、企業の
事業収益性を引き上げることにもつながる。

また、労働市場における企業ブランドの確立が、その企業の製品市場での好感度にも繋がっていくと
考えられる。逆の言い方をすれば、労働市場での企業ブランドとしての一定の評価の失うことが、その
企業の製品市場、つまり事業に悪影響を与える可能性が高いということであろう。若い従業員の過労死
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問題などでブラック企業のレッテルを貼られた企業が瞬く間に売上が落ち込み、赤字決算となったことは
記憶に新しい。労働者と消費者は別人ではないのである。労働者として嫌悪する企業の商品やサービス
を喜んで受け容れる消費者は多くはないということだ。消費財を扱う企業ではこの点からも、ブランディ
ングを推進する必然性がより高いともいえよう。

このようにみてくると企業が自らのブランドを労働市場において確立することの経営的意義は大きい。
戦略的な取組みを検討する時期にあるのではなかろうか。

労働市場における企業ブランド確立の本質とは究極には「個性の発現」であると筆者は考えている。
横並び発想による比較される「良い企業」ではなく、際だった、鮮明な個性をもった「面白い企業」で
あり、比較優位だけによって確立するものではない。個性あるブランドが実現できたとき、相対する人材
の一定層がもつ個性、価値観とそれが合致したときに、「働いてみたい」、その企業で「頑張りたい」と
いう労働者、従業員とのWin-winの関係が形成されることになる。企業ブランドの核となる価値を創り、
それを見える化し、そして伝える、そのブランディングの過程で個人と企業との新たな共創関係がつくら
れることを期待したいものである。

・成功事例：ローソン等のケース─キーコンテンツとなる企業内保育施設の新たな動き─
わが国の労働市場において高い評価（reputation）を得るために、ブランディング戦略を策定しようと

するときに、間違いなく近年のキーコンテンツとなってきたものが企業内保育施設であろう。
その先行例となるのが、ベネッセ社が＊＊年に本社社屋内に開設した「たまKidsクラブ」である。定員

20名の自社保育園であるが、まだ、成長初期にあった当社の存在を広く知らしめる象徴的な施策として
何度となくメディアで報じられた。他の両立支援支援策の拡充も含めて第一回のファミリーフレンドリー
大賞（労働省（当時））の受賞につながり、当社は「女性が働き続けられる会社」としての評価を確固た
るものとする。成果としては、認知度の低さから大卒採用に窮していた当社が一躍、女子学生たちにとっ
ての憧れの企業に躍り出ることとなった（図表３−53）。

図表３−53　ベネッセ社の新卒市場での人気度

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
7 8
9 9
10 10

n=1644 n=3604

西久保（2004）より

また、資生堂が2003年９月に開設した「カンガルーム汐留」も大変な注目を集めるブランド・コンテン
ツとなった。この施設は、同社汐留オフィスに隣接するビルに開設されたもので、当社の仕事と育児の両
立支援策の一つである。施設概要は下記のとおりである。当社は、単なる子育て社員のサポートだけを
目的とせず、社会啓発、「職」「育」近接の新しい働き方の探索、男性社員の育児への積極的参加促進な
どを狙った全社的なワーク・ライフ・バランス支援推進のシンボル的な施策と位置づけけた。対内的なブ
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ランディングであり、従業員に対して「本気度」を示すメッセージとして活用したのである。
同社のこの保育施設には都心の利便性の高い立地もあってか、多くのVIPが見学に訪れた。これがさ

らに注目度を高めることにつながってゆく。
まず、平成21年５月には、こどもの日にちなんで皇后陛下がご訪問された。天皇陛下はお風邪につき、

ご訪問がお取りやめとなったがこれは大きく報道された。民間の福利厚生施設をご訪問されたことは筆
者の記憶では、これが初めてではないかと思われる。

皇后陛下のご訪問時の様子

株式会社資生堂事業所内保育所「カンガルーム汐留」をご訪問になり、子どもたちに声をおかけになる皇后陛下。
宮内庁HPより抜粋

また、平成25年５月には、安倍総理が同施設を視察した。女性が活躍できる社会を推進する政府とし
ては、企業が従業員の子育て支援に注力することは有り難い対応と評価したのであろう。総理は「安倍
政権としても、働く女性の支援、もちろん育児に頑張るお父さんの支援も含めて、しっかりとやっていく
こと。これがより良い国を作っていくことに繋がっていくと思いますし、なんと言っても、最初に申し上
げましたように、日本の経済の活力にも繋がっていくわけであって、我々はしっかりとこの政策を進めて
いきたい、と思いました」と述べられて、大いに刺激を受けたようである。

総理のご訪問時の様子

首相官邸HPより抜粋
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「カンガルーム汐留」の施設概要
対象：就学前乳幼児（生後57日〜小学校就学前）
受入定員：34名／保育：常時 保育・一時 保育（延長保育あり）
特徴
・看護師の常駐
・ インターネットカメラの設置（保育所内に設置されたカメラは、インターネット上で操作して離れた

場所でも子どもの様子を見ることができる）
・社員だけでなく近隣の企業で働く人たちの子ども達も預かっている
開所：本社営業日　８：00 〜 19：00（延長保育20：00迄）
施設：保育室（134.4㎡）、乳児室（16.6㎡）
スタッフ数：７名（うち１名は看護師）＊2007年６月時点

この他にも、保育施設への投資によって一躍、注目度を高めた企業は地方でも少なくない。例えば、
2015年に女性が輝く先進企業表彰の内閣総理大臣表彰を受賞した北都銀行は、H24年７月より開始した

「Plan30」という、平成30年３月31日までに、女性管理職比率を30％まで引き上げる活動の一環として、
企業内保育施設『ほっくんキッズハウス』を平成23年４月に開設した。「子供を持つ行員が安心して働く
ことができるように」と県内金融機関では初めての設置となった点などが評価されたと考えられる。

中小企業の先行例としては、秋田県鹿角郡の金属製品製造業のカミテが、従業員数40名程度に関わらず、
事業所内託児施設を設置運営し、突発的事由による預け入れにも対応するなど、社員にとって利用しや
すい施設とした。これが、平成13年度ファミリー・フレンドリー企業表彰での厚生労働大臣努力賞受賞
という高い評価を受けることとなった。

これらの先進企業での両立支援の一環として設置されて保育施設の目的は、概ね共通している。一義
的には、自社の既存の女性従業員の出産・育児に対するサポートであり、離職せずに継続就労を期待し、
戦力として長く活躍してもらうために設けられたわけである。

しかし、そうした社内向けの福利厚生施策という範疇を超えた様々な経営的効果がもたらされた。まず
は、社会からの高い注目度は採用市場に対する有力なアピール・ツールとなったことは間違いないであろ
う。

また、社会からの好意的な高い注目度、そして、おそらく社内でもVIP訪問や行政表彰となるまでの取
り上げられ方に対して誇らしい感情などが形成されたのではなかろうか。このように、わが国でのこれま
での企業内保育施設に対する多くの企業の投資が、対外的、対内的、双方の労働市場でのブランディン
グに効果的であったことは間違いないだろう。

ではなぜ、保育施設がブランディングにこれほど有効になのだろうか。
企業が独自に保育施設を展開するには大きなリスクがある。大きな初期設置費用とランニングコスト、

さらには認可を得るまでの行政との交渉コスト等々、大きな負担となる。その負担に見合うだけの実際の
利用者が出てくるのか（稼働率）、多くの社員が本当に感謝をもって受け容れてくれるか等々、効果につ
いても実は不確実性は高い。政府の支援はあるが（参考図表：事業所内保育施設設置・運営等支援助成金）、
運営費の補助は有期であり、それが切れればさらに企業負担は重いものとなる。民間企業が人的資源管
理の施策のひとつとして決断するにはなかなかハードルが高いのである。

その高いハードルを越えてまで、社内保育施設に投資する価値と何であろうか。
やはりまずは、「絵になる」ということであろうか。可愛い子供達の笑顔や優しそうな保育士の姿など
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を「見える化」してアピールできるが大きいだろう。そうした笑顔の映像が施設の利用現場にあることに
好感をもたないものはいないだろう。

また、その恩恵が女性従業員という、これまでの日本企業の人事システムの中では「弱者」とまでは
いえないが、決して恵まれなかった層に光が当てられているという、“人助け”の話になることもブランド
イメージにとって悪かろうはずはない。

加えて、現在の様々な企業表彰制度の中で、「女性」「ワーク・ライフ・バランス」「両立」「均等」といっ
たキーワードが大半であり、それらの狙うものが出産・育児という課題が含まれている。

そして何より重要なポイントは「保育施設」というものが、現在のわが国としての最大の課題である少
子高齢化、人口減少という社会問題の有効な解決策のひとつと期待されているからである。待機児童問
題に象徴される働く女性のための保育サポート基盤、保育資源が決定的に不足するなかで、企業がその
問題に直接的な貢献を行うということに、賛辞を送りたいという国民全体での意識が表出しているのであ
ろうと考えられる。

この社会的関心、社会的期待の高まりというタイミングの中で、結果的にブランディングの好機ともなっ
たわけである。

企業に保育施設に関しては、こうした少子高齢化対応の要請が高まる以前からも、古くはヤクルト社
の営業社員向けの保育所があった。現在は全国展開されてわが国で最大の企業内保育施設を要するまで
に発展している。当社は、ワークライフバランスという方向性ではなく、幼児を抱えるママさんを戦力と
して調達し、長く活躍しもらおうという純粋な人的資源管理施策として位置づけられ、特に、採用戦略
の柱となっている。一般の認可保育所と比較して廉価の保育料を提示することで、従業員の手取り収入
の高さを未りをょ区として訴えている（図表３−54）。

図表３−54　ヤクルト社の保育施設の保育費メリット

同社　採用HPより抜粋

このように企業内保育施設が、企業の人材戦略、そしてブランディング戦略として一定の役割を果た
すことが認知されてきたなかで、また新たな取り組みに乗り出した企業が出現した。

それが2015年に取材させていただいた企業はコンビニエンスストア・チェーン大手の株式会社ローソ
ンある。同社は（本社：東京都品川区、代表取締役社長：玉塚 元一）2014年７月に、コンビニエンスス
トアとして初めて、事業所内保育施設「ハッピーローソン保育園」を開園した。この「ハッピーローソン
保育園」は、子育てをしながら働くローソングループ従業員の乳幼児を預ける事業所内保育施設である。
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それまで自宅近隣の保育施設に空きがなく、なかなか復職できずにいた従業員や、育児休職後に早期復
職し、働き続けたい従業員が利用できるようにとつくられた。ローソンでは育児休職からの復職率はほぼ
100％だが、育児休業で二児続けて出産すると、五年近い休業と長い期間になると、変化の激しい流通業
の職場では「浦嶋太郎」ともなってしまいやすく、転職につながりやすいという企業にとっては離職リス
クにもなる。この施設はそのリスクを回避するために短期休業を後押しする役割も期待されている。実際、
出産して社員の多くは、一刻も早く職場復帰を希望する人が多いそうである。また、この施設は女性従
業員だけではなく、男性従業員の配偶者の利用もできるので有り難たがられている。

図表３−55　ローソンの事業所内保育施設の概要

■名称 ： ハッピーローソン保育園 
■住所 ： 東京都品川区大崎一丁目11番２号１F
■園児定数 ： 20名
■対象者 ： 株式会社ローソン、
  株式会社ローソンHMVエンタテイメント、
  株式会社ローソンマートの社員の乳幼児
■対象年齢 ： ０歳児（57日目）〜就学前
■職員 ： 園長１名、常勤保育士２名、非常勤保育士２名
■施設面積 ： 99.5平方メートル
■設備詳細 ： 乳児室、保育室、調乳室、事務室
■保育形態 ： 月極保育・祝日保育
  ※一時保育・病児保育・病後児保育はない 
■保育時間 ： 通常保育８：00 〜 18：15
  延長保育18：16 〜 19：00
■開園日 ： 月曜日〜金曜日・祝日
■休園日 ： 土曜日・日曜日・年末年始（12 ／ 28 〜１／３）

ローソンでは、従来から「女性が子育てをしながら活躍し続けられること」を企業の定性目標にしてい
る。現在、既に女性従業員に占めるワーキングマザー比率は約17％にまで達しており、2001年度の約４
倍に上昇している。様々な両立支援が奏功し、継続就労の失跡が上がってきている。また、2005年より
ポジティブアクションとして女性の積極採用を５割目標としており、また、2008年からは外国人留学生の
積極採用も、３割目標と設定しダイバシティの推進にも積極的である。実は、女性は当然だが、外国人
留学生たちも両立支援、出産・育児支援には関心が高いようで、この点でも採用に貢献している。現在
の同社における子育て支援策の全体像は図表３−56のとおりである。

ハッピーローソン保育園内部
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図表３−56　ローソン社員への子育て支援策

ローソン社　News Release（2014年７月28日）より抜粋、一部縮小表記

育児休職社員研修の風景

同社のケースは、労働市場でのブランディングを考えようとする本シリーズにとっても大変興味深いも
のである。それはブランディングという点で、本業であるコンビニエンスストアのチェーン本部というビ
ジネスモデルと有機的に結びついているからである。そのシンボリックな存在として、保育施設と同名称
の「ハッピーローソン」を冠した「ハッピーローソン山下公園店」という業態開発、出店を行った。この
ユニークな店舗は神奈川県横浜市に2007年にオープンさせたもので「子育て応援コンビニ」のコンセプ
トショップである。通常のコンビニエンスストアの商品ラインナップに加えて、玩具や絵本、ベビーフー
ドなどを品揃えしている。また、ママさんのための授乳用ミルクに使うお湯のご提供や、授乳用のスカー
フの貸し出しまでも行っている。

ローソンは他の大手CVSチェーンと比較すると店舗戦略が特徴的で、いわゆる「マルチフォーマット
戦略」と呼ばれる多様な業態展開を行い、地域適応、証券適応を進めている。「ポスタルローソン（郵便
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局内）」「ホスピタルローソン（病院内）」「ナチュラルローソン（ヘルシー志向向け）」「ファマーシーロー
ソン」「ローソンSTORE100（主婦・中高齢者向けの均一価格方式）」「シルバーローソン（高齢者向け）」等々
である。これは“ローソン”というストア・ブランドを基軸とした傘ブランド戦略であるが、その流れのな
かで子育て支援をコンセプトとした「ハッピーローソン」を試験的に展開したのである。このコンセプト
自体は、ローソンが創業30周年記念として顧客から「未来のコンビニを考えよう」をテーマにアイデアを
募集し、最優秀賞が選定したとき三重県在住の方さんのアイデアとして「子育て応援コンビニ」が受賞
したのがきっかけとなり、社内プロジェクトで検討さける中で開発された経緯がある。

下の写真にみるとおり、店内には「休憩スペース」「カフェ」「屋外体験スペース」など基本業態には
ないエリアが設置されている。

入口はベビーカーでも入りやすいように自動ドアとしヒサシも設置され、通路幅もベビーカーが楽々す
れ違える1200mmと広い。品揃えにも、質な玩具や絵本があり、アロマ・化粧品などママの癒し系グッズ
がある。子供には好きなお菓子を選んで楽しいお菓子の詰め売りできて、商品も自然志向で安心なナチュ
ラルローソンの商品が用意されている。子供とそのママの志向を重視し、様々な配慮がなさなれた面白い
店舗である。

ハッピーローソン山下公園店

このようなCVSビジネスでの店舗業態開発、ストア・ブランド開発と、社内保育施設とがリンクするこ
とがブランディングにおいてどのような意味をもつのだろうか。これまでのベネッセ、資生堂などの先行
企業では全くみられない動きである。

いうまでもなく、社内保育施設としては「ハッピーローソン保育園」は、自社の従業員の支援であり、
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今後の採用対象となる潜在的な人材に向けてのブランディング戦略の意味を持つわけだが、一方のコン
ビニ店としての「ハッピーローソン〇〇店」とは、立地地域周辺の子育てママやその子供さんに向けた子
育て応援のメッセージであり、消費者対象のブランディング戦略である。つまり、両者は基本的にターゲッ
トが相違する戦略となるわけだが、おそらく様々な相乗効果が出てくるのではないかと期待される。

まず基本的な考え方として、消費者と労働者とは別人ではなくひとりの人間のそれぞれ別の顔（≒役割）
であるという点がある。特に当社のような流通業を前提とすると、消費者層が圧倒的に大きな母集団となっ
て、その中の小さな集団として自社従業員や採用対象者が存在するという包含関係にある。したがって、
消費者がローソンという企業に対して、好意やロイヤルティを形成することは、労働者にもそれが同時に
浸透していることになる。

一方「ハッピーローソン〇〇店」として地域のママたちの子育て応援を行う行動は、明らかに「利他
性（altruism：利己性の対義語）」をもつもので、社会的な好意、賛意を得るには効果的である。それは、
ローソンが自社の従業員だけに優遇的、恩恵的な保育施設を独占的に提供しているということで、消費
者や他社従業員が感じる利己性（≒自分たちだけ恵まれて…恨）を中和することになろう。結果としてそ
れはトータルとしてのローソンという企業のブランディングに有利に働くことは明らかである。

また、このとき出店した横浜の４「山下公園店」という立地もなかなか戦略的である。立地した横浜市
は市長か変わり2013年に「待機児童ゼロ」を達成した自治体として有名になったことから、話題性が十
分であり、市としても注力中である。実際に同店でも、横浜市とのコラボレーションとして、横浜みやげ
の「横濱001」ブランドのグッズや食品や、横浜観光情報の地図やパンフレットを店頭に置いている。また、
スペース自体を子育て家族が喜ぶイベントやワークショップの会場として提供している。「子育て」で一
躍全国の注目を集めた横浜市とのコラボは、ローソンにとってブランディングに好影響をもたらすものと
なるはずである。

こうして考えてみると企業としてのブランディングは、商品市場、労働市場との垣根はないものであっ
て、いかに二つのブランディングを有機的に結びつけ、実は一体のものである消費者、労働者に波状的
に訴えかけることが、より有効であり、効率的なブランディングを実現させるのであろう。ここでのケー
スは、そうした発想の拡がり、気づきを与えてくれる好事例であった。

図表３−57　事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

厚生労働省HPより抜粋



─ 147 ─

最後に

さて、わが国の中小企業のこれからの福利厚生のあり方について幅広い観点から考え、その方向性につ
いて検討を行ってきた。

恒常的な人手不足や企業存続を脅かす後継者難など、厳しい経営環境、経営実態に直面する中で、「人(従
業員)」と「労働市場」への対応という点での大きな改革が必要な時期となっているのではないだろうか。

筆者は福利厚生という経営施策は、中小企業が「魅力ある企業」「楽しく働ける企業」「良い企業」とし
て生まれ変わるために大きな役割を果たすことができることを確信している。

それはまさに、福利厚生を「戦略的」に捉え、活用し、経営に活かしていくことなのである。経営層、
そして労使が大いに活発な議論を行い「わが社の魅力はここにある」と自信をもって訴えられる何かを手
にしていただきたい、と願うばかりある。

以上

山梨大学
西久保　浩二
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資料編

従業員調査に基づく勤務先企業別での福利厚生の実態（2015年実施）
資料1－1　利用できる制度における格差

回答数（％） 標本数 全体
　29人以

下
　30～99
人以下

　100～
499人以

下

　500～
999人以

下

　1，000
人以上

格差
２９人以下

格差
３０－９９人

全体 1553 100 100 100 100 100 100

社宅・独身寮等 64 4.1 1.9 3.2 4.5 6.0 5.8 -2.6 -3.9
借り上げ住宅・借り上げ独身寮 40 2.6 1.6 1.8 1.8 6.0 3.5 -1.7 -1.9
住宅手当、家賃補助 311 20.0 16.8 21.6 18.2 21.8 22.7 -1.1 -5.9
住宅取得のための資金融資、金利補助制度 33 2.1 2.4 2.1 2.1 1.5 2.1 0.0 0.3
健康診断（法定への上積み） 180 11.6 14.3 13.8 12.8 10.5 7.2 6.6 7.1
個人負担の人間ドック、検診等への補助 114 7.3 8.6 4.2 6.6 6.8 9.0 -4.8 -0.4
生活習慣病検診（成人病検診） 31 2.0 2.4 3.5 0.6 1.5 1.9 1.6 0.5
メンタルヘルス（職場のストレスや悩みなどを適切に対応し、軽減、解消するためのサービス、教育や相談） 17 1.1 0.5 1.4 0.9 0.8 1.6 -0.2 -1.1
長期所得補償（ＬＴＤ：病気やケガで会社を休んでいる社員に、長期間にわたり収入を補償する制度） 67 4.3 4.9 4.2 5.1 6.8 2.5 1.7 2.4
育児補助・ベビーシッター補助 18 1.2 0.8 0.7 2.4 0.0 1.2 -0.5 -0.4
託児所（自社所有または借り上げ）や託児所費用補助 12 0.8 0.8 0.0 0.6 1.5 1.2 -1.2 -0.4
育児休暇(法定超)、育児のための短時間勤務制度 38 2.4 2.2 2.8 3.0 2.3 2.1 0.7 0.1
介護休暇(法定超)、介護のための短時間勤務制度 26 1.7 1.9 2.1 3.3 0.0 0.5 1.6 1.4
介護関連費用の補助(ヘルパー、転居、機器購入等) 6 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.9 -0.9 -0.9
介護施設の紹介、斡旋 1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2 -0.2
育児、介護休職からの職場復帰プログラム 6 0.4 0.3 0.7 0.0 0.8 0.5 0.2 -0.2
慶弔・災害見舞金 27 1.7 1.1 2.8 1.2 0.8 2.3 0.5 -1.2
法定給付の付加給付（家族療養費付加、高額療養費付加等） 13 0.8 1.4 0.7 0.6 1.5 0.5 0.2 0.9
遺族年金・遺児年金・遺児育英年金 8 0.5 1.4 0.4 0.3 0.0 0.2 0.2 1.2
財形・社内預金・従業員持株制度等による財産形成支援 72 4.6 3.5 6.0 2.7 5.3 6.0 0.0 -2.5
持ち家支援制度（低利融資、物件斡旋等） 18 1.2 0.5 1.1 2.1 0.8 1.2 -0.1 -0.7
ストックオプション（自社株式をあらかじめ決められた価格で購入する権利を従業員に与える制度） 13 0.8 0.3 0.7 0.9 0.8 1.4 -0.7 -1.1
従業員拠出の団体年金・個人年金への補助 43 2.8 2.7 2.5 2.4 1.5 3.7 -1.2 -1.0
文化・体育・レクリエーション活動支援 6 0.4 0.5 0.4 0.3 0.8 0.2 0.2 0.3
余暇・レジャー施設（自社所有：保養所、運動施設） 12 0.8 0.5 0.4 0.9 0.8 1.2 -0.8 -0.7
余暇・レジャー施設（契約型：保養所、運動施設） 10 0.6 0.5 0.0 0.3 1.5 1.2 -1.2 -0.7
社内旅行、職場旅行、職場でのイベント 27 1.7 3.0 2.1 1.8 1.5 0.5 1.6 2.5
ライフプランニング講座（生活設計講座） 3 0.2 0.3 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.3
マネープランニング講座（資産形成管理・投資教育等） 3 0.2 0.0 0.4 0.3 0.0 0.2 0.2 -0.2
退職準備教育制度 42 2.7 5.1 2.8 3.3 1.5 0.5 2.3 4.6
国内外の大学・企業への留学制度、社外セミナー利用補助 7 0.5 0.3 0.4 0.3 0.0 0.9 -0.5 -0.6
公的資格取得、語学学習支援、通信教育支援等 9 0.6 0.3 1.1 0.3 0.8 0.7 0.4 -0.4
リフレッシュ・自己投資のための長期休暇 65 4.2 5.7 4.9 3.9 3.0 3.0 1.9 2.7
社員食堂等の給食施設、食事補助クーポン支給等 36 2.3 1.1 0.7 3.9 1.5 3.5 -2.8 -2.4
年１回以上の長期休暇制度（連続１週間以上、夏期休暇や年末・年始休暇を含む） 108 7.0 8.4 7.1 6.6 6.8 6.0 1.1 2.4
民間の個人保険の保険料給与引去り、保険料補助制度 8 0.5 1.1 0.4 0.6 0.8 0.0 0.4 1.1
カフェテリアプラン（従業員か希望する福利厚生メニューを付与ポイントで自由に選択・利用できるシステム） 23 1.5 0.3 1.1 0.9 2.3 3.0 -1.9 -2.7
アウトソーシング(外部の総合的な制度提供・運用サービス) 22 1.4 1.4 1.8 2.4 1.5 0.5 1.3 0.9
その他（勤務先独自の制度があれば記入願います） 14 0.9 1.4 0.4 1.5 0.0 0.7 -0.3 0.7

特にない 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

平均値 38.83 2.50 2.51 2.51 2.51 2.52 2.51 0.00 0.00

最大値 311.00 20.00 16.80 21.60 18.20 21.80 22.70 6.60 7.10

最小値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.80 -5.90

標準偏差 56.32 3.62 3.65 3.98 3.49 3.94 3.87 1.73 2.15

資料1－2　利用した経験のある制度における格差

回答数（％） 標本数 全体
　29人以

下
　30～99
人以下

　100～
499人以

下

　500～
999人以

下

　1，000
人以上

格差
２９人以下

格差
３０－９９人

全体 1553 100 100 100 100 100 100

社宅・独身寮等 160 10.3 1.9 2.1 6.9 12.8 24.8 -22.7 -22.9
借り上げ住宅・借り上げ独身寮 91 5.9 0.3 0.7 4.2 10.5 13.9 -13.2 -13.6
住宅手当、家賃補助 341 22.0 8.9 16.6 26.3 32.3 30.1 -13.5 -21.2
住宅取得のための資金融資、金利補助制度 53 3.4 0.3 0.0 2.1 3.8 9.3 -9.3 -9.0
健康診断（法定への上積み） 772 49.7 37.8 49.8 55.5 54.9 53.7 -3.9 -15.9
個人負担の人間ドック、検診等への補助 242 15.6 6.5 8.8 14.9 16.5 28.0 -19.2 -21.5
生活習慣病検診（成人病検診） 183 11.8 8.6 11.3 13.1 12.8 13.4 -2.1 -4.8
メンタルヘルス（職場のストレスや悩みなどを適切に対応し、軽減、解消するためのサービス、教育や相談） 86 5.5 0.8 1.8 5.7 7.5 11.3 -9.5 -10.5
長期所得補償（ＬＴＤ：病気やケガで会社を休んでいる社員に、長期間にわたり収入を補償する制度） 41 2.6 1.1 2.5 0.6 4.5 5.1 -2.6 -4.0
育児補助・ベビーシッター補助 12 0.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.4 -1.4 -1.4
託児所（自社所有または借り上げ）や託児所費用補助 7 0.5 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 -1.2 -0.9
育児休暇(法定超)、育児のための短時間勤務制度 61 3.9 2.2 2.1 5.7 3.0 5.6 -3.5 -3.4
介護休暇(法定超)、介護のための短時間勤務制度 16 1.0 0.5 0.0 1.2 1.5 1.9 -1.9 -1.4
介護関連費用の補助(ヘルパー、転居、機器購入等) 4 0.3 0.0 0.4 0.6 0.0 0.2 0.2 -0.2
介護施設の紹介、斡旋 2 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
育児、介護休職からの職場復帰プログラム 5 0.3 0.3 0.0 0.6 0.0 0.5 -0.5 -0.2
慶弔・災害見舞金 342 22.0 13.0 19.4 24.8 29.3 27.1 -7.7 -14.1
法定給付の付加給付（家族療養費付加、高額療養費付加等） 68 4.4 1.1 2.5 3.3 6.0 8.8 -6.3 -7.7
遺族年金・遺児年金・遺児育英年金 16 1.0 0.3 0.4 1.2 0.0 2.3 -1.9 -2.0
財形・社内預金・従業員持株制度等による財産形成支援 270 17.4 3.2 9.2 13.7 21.8 36.3 -27.1 -33.1
持ち家支援制度（低利融資、物件斡旋等） 25 1.6 0.0 0.4 1.8 0.0 4.2 -3.8 -4.2
ストックオプション（自社株式をあらかじめ決められた価格で購入する権利を従業員に与える制度） 31 2.0 0.0 1.4 1.2 3.8 4.2 -2.8 -4.2
従業員拠出の団体年金・個人年金への補助 94 6.1 0.8 2.1 4.5 5.3 14.6 -12.5 -13.8
文化・体育・レクリエーション活動支援 107 6.9 1.1 3.5 8.4 11.3 11.6 -8.1 -10.5
余暇・レジャー施設（自社所有：保養所、運動施設） 84 5.4 0.0 1.1 4.5 6.8 13.2 -12.1 -13.2
余暇・レジャー施設（契約型：保養所、運動施設） 127 8.2 1.1 2.8 6.0 17.3 16.7 -13.9 -15.6
社内旅行、職場旅行、職場でのイベント 280 18.0 11.1 21.9 20.9 20.3 18.5 3.4 -7.4
ライフプランニング講座（生活設計講座） 27 1.7 0.0 0.0 0.9 1.5 5.1 -5.1 -5.1
マネープランニング講座（資産形成管理・投資教育等） 22 1.4 0.0 0.4 0.3 3.0 3.7 -3.3 -3.7
退職準備教育制度 30 1.9 0.3 1.4 1.8 2.3 3.7 -2.3 -3.4
国内外の大学・企業への留学制度、社外セミナー利用補助 26 1.7 0.8 0.7 1.8 5.3 1.9 -1.2 -1.1
公的資格取得、語学学習支援、通信教育支援等 93 6.0 1.1 2.8 7.2 5.3 11.6 -8.8 -10.5
リフレッシュ・自己投資のための長期休暇 87 5.6 0.3 1.1 6.3 2.3 13.7 -12.6 -13.4
社員食堂等の給食施設、食事補助クーポン支給等 193 12.4 1.9 4.2 13.7 16.5 24.5 -20.3 -22.6
年１回以上の長期休暇制度（連続１週間以上、夏期休暇や年末・年始休暇を含む） 170 10.9 3.8 6.0 11.6 12.8 19.2 -13.2 -15.4
民間の個人保険の保険料給与引去り、保険料補助制度 64 4.1 0.3 2.5 4.5 3.0 8.6 -6.1 -8.3
カフェテリアプラン（従業員か希望する福利厚生メニューを付与ポイントで自由に選択・利用できるシステム） 66 4.2 0.0 1.8 2.1 3.8 11.3 -9.5 -11.3
アウトソーシング(外部の総合的な制度提供・運用サービス) 19 1.2 0.0 1.1 1.5 1.5 2.1 -1.0 -2.1
その他（勤務先独自の制度があれば記入願います） 1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

特にない 379 24.4 43.5 26.1 20.3 15.8 12.7 13.4 30.8

平均値 117.43 7.56 3.83 5.22 7.56 8.90 11.90 -6.68 -8.07

最大値 772.00 49.70 43.50 49.80 55.50 54.90 53.70 13.40 30.80

最小値 1.00 0.10 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 -27.10 -33.10

標準偏差 146.51 9.43 9.04 9.51 10.35 10.94 11.41 7.56 9.90
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資料1－3　今後、新規導入または拡充してもらいたい制度における格差

回答数（％） 標本数 全体
　29人以

下
　30～99
人以下

　100～
499人以

下

　500～
999人以

下

　1，000
人以上

格差
２９人以下

格差
３０－９９人

全体 1553 100 100 100 100 100 100

社宅・独身寮等 187 12.0 7.6 10.2 13.7 11.3 16.0 -5.8 -8.4
借り上げ住宅・借り上げ独身寮 149 9.6 4.9 8.1 10.4 8.3 14.4 -6.3 -9.5
住宅手当、家賃補助 546 35.2 31.4 37.1 34.3 34.6 38.0 -0.9 -6.6
住宅取得のための資金融資、金利補助制度 208 13.4 8.9 11.3 15.8 16.5 15.7 -4.4 -6.8
健康診断（法定への上積み） 395 25.4 27.0 25.1 28.1 28.6 21.3 3.8 5.7
個人負担の人間ドック、検診等への補助 382 24.6 24.1 19.8 26.3 24.8 26.9 -7.1 -2.8
生活習慣病検診（成人病検診） 208 13.4 13.0 13.4 14.6 15.0 12.3 1.1 0.7
メンタルヘルス（職場のストレスや悩みなどを適切に対応し、軽減、解消するためのサービス、教育や相談） 168 10.8 9.2 10.2 13.7 10.5 10.4 -0.2 -1.2
長期所得補償（ＬＴＤ：病気やケガで会社を休んでいる社員に、長期間にわたり収入を補償する制度） 252 16.2 15.4 17.0 18.8 19.5 13.4 3.6 2.0
育児補助・ベビーシッター補助 155 10.0 5.7 7.1 12.5 11.3 13.2 -6.1 -7.5
託児所（自社所有または借り上げ）や託児所費用補助 143 9.2 4.6 6.7 11.9 12.0 11.8 -5.1 -7.2
育児休暇(法定超)、育児のための短時間勤務制度 193 12.4 10.0 12.7 14.3 11.3 13.2 -0.5 -3.2
介護休暇(法定超)、介護のための短時間勤務制度 189 12.2 9.5 14.5 14.0 11.3 11.8 2.7 -2.3
介護関連費用の補助(ヘルパー、転居、機器購入等) 128 8.2 4.9 10.2 11.3 6.0 8.1 2.1 -3.2
介護施設の紹介、斡旋 112 7.2 4.6 7.8 9.3 4.5 8.3 -0.5 -3.7
育児、介護休職からの職場復帰プログラム 144 9.3 6.5 7.8 12.5 9.8 10.0 -2.2 -3.5
慶弔・災害見舞金 194 12.5 11.4 15.5 13.1 11.3 11.3 4.2 0.1
法定給付の付加給付（家族療養費付加、高額療養費付加等） 129 8.3 9.2 10.2 9.6 8.3 5.3 4.9 3.9
遺族年金・遺児年金・遺児育英年金 115 7.4 7.3 9.2 9.0 3.0 6.5 2.7 0.8
財形・社内預金・従業員持株制度等による財産形成支援 234 15.1 14.3 15.9 14.0 15.0 16.0 -0.1 -1.7
持ち家支援制度（低利融資、物件斡旋等） 141 9.1 6.8 9.2 9.6 7.5 11.1 -1.9 -4.3
ストックオプション（自社株式をあらかじめ決められた価格で購入する権利を従業員に与える制度） 88 5.7 3.5 5.3 6.3 6.8 6.9 -1.6 -3.4
従業員拠出の団体年金・個人年金への補助 175 11.3 11.1 11.7 10.7 8.3 12.5 -0.8 -1.4
文化・体育・レクリエーション活動支援 96 6.2 6.5 5.7 6.6 4.5 6.5 -0.8 0.0
余暇・レジャー施設（自社所有：保養所、運動施設） 111 7.1 5.4 6.7 8.4 4.5 8.8 -2.1 -3.4
余暇・レジャー施設（契約型：保養所、運動施設） 145 9.3 6.5 8.1 9.0 14.3 11.3 -3.2 -4.8
社内旅行、職場旅行、職場でのイベント 141 9.1 11.4 11.0 9.3 7.5 6.3 4.7 5.1
ライフプランニング講座（生活設計講座） 81 5.2 3.5 3.9 6.9 3.8 6.7 -2.8 -3.2
マネープランニング講座（資産形成管理・投資教育等） 93 6.0 3.5 5.3 8.1 3.8 7.6 -2.3 -4.1
退職準備教育制度 145 9.3 10.8 8.5 11.6 6.0 7.9 0.6 2.9
国内外の大学・企業への留学制度、社外セミナー利用補助 99 6.4 4.9 4.9 7.8 5.3 7.9 -3.0 -3.0
公的資格取得、語学学習支援、通信教育支援等 142 9.1 7.6 8.8 11.0 6.0 10.2 -1.4 -2.6
リフレッシュ・自己投資のための長期休暇 257 16.5 16.5 17.0 20.0 16.5 13.7 3.3 2.8
社員食堂等の給食施設、食事補助クーポン支給等 199 12.8 7.8 11.7 14.3 10.5 17.4 -5.7 -9.6
年１回以上の長期休暇制度（連続１週間以上、夏期休暇や年末・年始休暇を含む） 308 19.8 20.0 22.6 20.9 18.8 17.4 5.2 2.6
民間の個人保険の保険料給与引去り、保険料補助制度 95 6.1 6.5 5.7 6.9 4.5 6.0 -0.3 0.5
カフェテリアプラン（従業員か希望する福利厚生メニューを付与ポイントで自由に選択・利用できるシステム） 127 8.2 4.1 4.6 9.0 10.5 12.7 -8.1 -8.6
アウトソーシング(外部の総合的な制度提供・運用サービス) 69 4.4 3.8 4.6 5.1 3.8 4.6 0.0 -0.8
その他（勤務先独自の制度があれば記入願います） 13 0.8 1.4 0.4 1.2 0.0 0.7 -0.3 0.7

特にない 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

平均値 168.90 10.87 9.28 10.64 12.25 10.40 11.50 -0.87 -2.23

最大値 546.00 35.20 31.40 37.10 34.30 34.60 38.00 5.20 5.70

最小値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.10 -9.60

標準偏差 100.16 6.45 6.64 6.82 6.56 7.22 6.62 3.45 3.88

資料1－4　最もメリットのあった制度における格差

回答数（％） 標本数 全体
　29人以

下
　30～99
人以下

　100～
499人以

下

　500～
999人以

下

　1，000
人以上

格差
２９人以下

格差
３０－９９人

全体 1553 100 100 100 100 100 100

社宅・独身寮等 64 4.1 1.9 3.2 4.5 6.0 5.8 -2.6 -3.9
借り上げ住宅・借り上げ独身寮 40 2.6 1.6 1.8 1.8 6.0 3.5 -1.7 -1.9
住宅手当、家賃補助 311 20.0 16.8 21.6 18.2 21.8 22.7 -1.1 -5.9
住宅取得のための資金融資、金利補助制度 33 2.1 2.4 2.1 2.1 1.5 2.1 0.0 0.3
健康診断（法定への上積み） 180 11.6 14.3 13.8 12.8 10.5 7.2 6.6 7.1
個人負担の人間ドック、検診等への補助 114 7.3 8.6 4.2 6.6 6.8 9.0 -4.8 -0.4
生活習慣病検診（成人病検診） 31 2.0 2.4 3.5 0.6 1.5 1.9 1.6 0.5
メンタルヘルス（職場のストレスや悩みなどを適切に対応し、軽減、解消するためのサービス、教育や相談） 17 1.1 0.5 1.4 0.9 0.8 1.6 -0.2 -1.1
長期所得補償（ＬＴＤ：病気やケガで会社を休んでいる社員に、長期間にわたり収入を補償する制度） 67 4.3 4.9 4.2 5.1 6.8 2.5 1.7 2.4
育児補助・ベビーシッター補助 18 1.2 0.8 0.7 2.4 0.0 1.2 -0.5 -0.4
託児所（自社所有または借り上げ）や託児所費用補助 12 0.8 0.8 0.0 0.6 1.5 1.2 -1.2 -0.4
育児休暇(法定超)、育児のための短時間勤務制度 38 2.4 2.2 2.8 3.0 2.3 2.1 0.7 0.1
介護休暇(法定超)、介護のための短時間勤務制度 26 1.7 1.9 2.1 3.3 0.0 0.5 1.6 1.4
介護関連費用の補助(ヘルパー、転居、機器購入等) 6 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.9 -0.9 -0.9
介護施設の紹介、斡旋 1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2 -0.2
育児、介護休職からの職場復帰プログラム 6 0.4 0.3 0.7 0.0 0.8 0.5 0.2 -0.2
慶弔・災害見舞金 27 1.7 1.1 2.8 1.2 0.8 2.3 0.5 -1.2
法定給付の付加給付（家族療養費付加、高額療養費付加等） 13 0.8 1.4 0.7 0.6 1.5 0.5 0.2 0.9
遺族年金・遺児年金・遺児育英年金 8 0.5 1.4 0.4 0.3 0.0 0.2 0.2 1.2
財形・社内預金・従業員持株制度等による財産形成支援 72 4.6 3.5 6.0 2.7 5.3 6.0 0.0 -2.5
持ち家支援制度（低利融資、物件斡旋等） 18 1.2 0.5 1.1 2.1 0.8 1.2 -0.1 -0.7
ストックオプション（自社株式をあらかじめ決められた価格で購入する権利を従業員に与える制度） 13 0.8 0.3 0.7 0.9 0.8 1.4 -0.7 -1.1
従業員拠出の団体年金・個人年金への補助 43 2.8 2.7 2.5 2.4 1.5 3.7 -1.2 -1.0
文化・体育・レクリエーション活動支援 6 0.4 0.5 0.4 0.3 0.8 0.2 0.2 0.3
余暇・レジャー施設（自社所有：保養所、運動施設） 12 0.8 0.5 0.4 0.9 0.8 1.2 -0.8 -0.7
余暇・レジャー施設（契約型：保養所、運動施設） 10 0.6 0.5 0.0 0.3 1.5 1.2 -1.2 -0.7
社内旅行、職場旅行、職場でのイベント 27 1.7 3.0 2.1 1.8 1.5 0.5 1.6 2.5
ライフプランニング講座（生活設計講座） 3 0.2 0.3 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.3
マネープランニング講座（資産形成管理・投資教育等） 3 0.2 0.0 0.4 0.3 0.0 0.2 0.2 -0.2
退職準備教育制度 42 2.7 5.1 2.8 3.3 1.5 0.5 2.3 4.6
国内外の大学・企業への留学制度、社外セミナー利用補助 7 0.5 0.3 0.4 0.3 0.0 0.9 -0.5 -0.6
公的資格取得、語学学習支援、通信教育支援等 9 0.6 0.3 1.1 0.3 0.8 0.7 0.4 -0.4
リフレッシュ・自己投資のための長期休暇 65 4.2 5.7 4.9 3.9 3.0 3.0 1.9 2.7
社員食堂等の給食施設、食事補助クーポン支給等 36 2.3 1.1 0.7 3.9 1.5 3.5 -2.8 -2.4
年１回以上の長期休暇制度（連続１週間以上、夏期休暇や年末・年始休暇を含む） 108 7.0 8.4 7.1 6.6 6.8 6.0 1.1 2.4
民間の個人保険の保険料給与引去り、保険料補助制度 8 0.5 1.1 0.4 0.6 0.8 0.0 0.4 1.1
カフェテリアプラン（従業員か希望する福利厚生メニューを付与ポイントで自由に選択・利用できるシステム） 23 1.5 0.3 1.1 0.9 2.3 3.0 -1.9 -2.7
アウトソーシング(外部の総合的な制度提供・運用サービス) 22 1.4 1.4 1.8 2.4 1.5 0.5 1.3 0.9
その他（勤務先独自の制度があれば記入願います） 14 0.9 1.4 0.4 1.5 0.0 0.7 -0.3 0.7

特にない 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

平均値 38.83 2.50 2.51 2.51 2.51 2.52 2.51 0.00 0.00

最大値 311.00 20.00 16.80 21.60 18.20 21.80 22.70 6.60 7.10

最小値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.80 -5.90

標準偏差 56.32 3.62 3.65 3.98 3.49 3.94 3.87 1.73 2.15
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